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開会 午前１０時００分 

 

○臨時委員長（土田勵一君） 皆さん、おはようございます。 

  本日10時より、本議場において予算特別委員会が招集されました。 

  委員長及び副委員長が共にいないときは、大江町議会委員会条例第８条第２項の規定に基

づきまして、年長の委員が委員長の互選に関する職務を行うことになっております。 

  したがいまして、私、土田勵一が臨時委員長の職を務めますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○臨時委員長（土田勵一君） ただいまの出席委員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、予算特別委員会を開会いたします。 

  なお、本委員会の傍聴については、大江町議会委員会条例第16条第１項の規定に基づき、

これを許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の互選 

○臨時委員長（土田勵一君） これより委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  互選の方法については指名推選によるものとし、臨時委員長が指名したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長は臨時委員長が指名することに決定いたしました。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会委員長には、さきの議会運営委員会での協議において、10番、土田勵一を
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指名するということになりましたが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、私、10番、土田勵一が予算特別委員会委員長に決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎予算特別委員長就任の挨拶 

○委員長（土田勵一君） 私、土田勵一が委員長の職を務めることになりましたので、ご協力

よろしくお願い申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎副委員長の互選 

○委員長（土田勵一君） 次に、副委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  互選の方法については指名推選によるものとし、委員長が指名したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、副委員長は委員長が指名することに決定いたしました。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会副委員長には、さきの議会運営委員会での協議に基づき、９番、結城岩太

郎君を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、９番、結城岩太郎君が予算特別委員会副委員長に決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 付託案件の審査を行います。 

  議第27号 令和５年度大江町一般会計予算について、担当課長の詳細説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） おはようございます。 

  それでは、議第27号 令和５年度大江町一般会計予算についてご説明いたします。 

  一般会計予算の総額は、２ページから６ページの第１表、歳入歳出予算に記載のとおり、

63億7,100万円で、前年比15.5％、８億5,500万円の増となり、当初予算額としては過去最高

額となりました。特に投資的事業費の伸びが顕著で、積極型予算となっています。 

  ７ページの第２表、債務負担行為は、債務が当該年度以降にも発生することから、その期

間及び限度額を設定するもので、８ページの第３表、地方債は、道の駅再整備事業ほか15件

の起債について、限度額などを定めるものです。 

  それでは、予算の詳細につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明いたします

が、それぞれの款に入る前に、職員の人件費についてご説明いたします。 

  予算を計上するに当たり、退職職員と新規採用職員の給与比較のほか、職員数の１名増と

給与のベースアップ、勤勉手当の支給月数の増、共済組合負担金の精査などを反映させた結

果、特別会計を含む人件費総額は前年より約2,170万円の増となりました。一般会計では、

特別職３人と職員100人分を措置しており、前年より約2,480万円の増となっています。 

  なお、経常的な事務経費等を含め、費目ごとの人件費の説明は省略させていただきますの

で、ご了承賜りたいと存じます。 

  初めに、歳入予算です。 

  11ページをお開きください。 

  １款町税は、７億6,631万3,000円で前年比2.0％増で計上しました。 

  １項町民税は、４年度の決算見込みと景気動向等を踏まえ、個人分・法人分とも増額を見

込み、前年比2.3％増の２億9,710万2,000円としております。 

  ２項固定資産税は、景気の回復基調を踏まえ、企業の増資による償却資産の伸びを見込み、

前年比1.6％増の３億6,990万8,000円としております。 

  12ページ下段の２款地方譲与税から14ページ中段の９款地方特例交付金までは、国や県か

ら示された増減率や地方財政計画での見通しに加え、４年度の収入見込額などを基に計上し

ました。 
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  10款地方交付税は、国で示した地方財政計画や各費目における単位費用などを精査し、前

年と同額の23億3,000万円で計上しました。ここ数年は増加傾向に転じていますが、特に普

通交付税は、新たな算定項目の創設や臨時財政対策債の取扱いなど年度によって変動が大き

いので、努めて慎重に見積もったところであります。補正予算での追加を念頭に、動向を注

視してまいります。 

  15ページをお開きください。 

  12款分担金及び負担金のうち、１項３目土木費負担金は、旧最上橋の改修工事に係る事業

費を寒河江市と折半することとなっているため、寒河江市の負担分を計上しています。 

  17ページをお開きください。 

  14款国庫支出金は、前年比83.8％と大幅増の８億9,846万円です。 

  １項国庫負担金は、令和４年８月豪雨災害と地すべり災害に伴う災害復旧費が皆増となっ

たことにより、前年比29.0％の増となりました。 

  18ページからの２項国庫補助金は、道の駅再整備事業や柏陵広場整備事業など、大規模事

業に対する補助金として、都市構造再編集中支援事業費が皆増となったため、前年比

147.1％の大幅増となっています。 

  19ページをお開きください。 

  中段からの15款県支出金は、前年比10.2％減の３億391万3,000円です。 

  １項県負担金、２項県補助金ともに減額となっておりますが、人口減少と少子化の影響で

医療費及び子育て関係の補助金等が減額となっていること、農林関係補助金の減などが主な

要因となっております。 

  23ページをお開きください。 

  下段からの17款寄附金にはふるさとまちづくり寄附金を計上しており、４年度の決算込み

等を踏まえ堅調に推移していることから、前年と同額の３億円で見込んでいます。 

  24ページの18款繰入金は、前年比52.5％増の６億2,366万2,000円です。 

  ２項基金繰入金は、投資的事業費の伸び等により予算規模が大きくなった関係もあり、昨

年より財政調整基金や町有施設整備基金からの繰入金が増え、全体でも大幅増となりました。

特に財政調整基金の繰入額は過去最高額であります。 

  25ページをお開きください。 

  20款諸収入は、前年比220.4％と大幅増の１億1,061万7,000円です。 

  26ページの４項雑入は、道の駅再整備に当たって県との一体型で事業を行うため、事業費
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に対する県からの負担金を計上した関係で大きく増額となりました。 

  26ページの下段からの21款町債につきましては、前年比34.9％増の７億950万円としてお

ります。 

  道の駅再整備事業費や道路整備事業費などの投資的事業のほか、子育て支援事業費や公共

交通対策事業費などのソフト事業の財源とするものであります。 

  続きまして、歳出予算についてご説明いたします。 

  28ページをお開きください。 

  １款議会費は、前年比4.9％減の8,582万2,000円です。 

  議会タブレットの運用に係る経費が増えるものの、議員の欠員による報酬の減などで全体

では減額となりました。 

  30ページをお開きください。 

  中段からの２款総務費は、前年比57.9％増の17億8,021万4,000円です。 

  31ページ下段からの１項２目文書広報費は、広報おおえ発行に要する経費に加え、令和６

年度に町制施行65周年を迎えることから、町勢要覧制作委託料を計上しております。 

  33ページをお開きください。 

  ４目財産管理費は、電気料や燃油価格高騰の影響により燃料費や光熱費が増加したことな

どから増額となっています。 

  34ページの５目企画費は、道の駅再整備事業に係る工事費や設計監理委託料を計上してお

りますが、令和６年度までの工期を予定しているため、今回計上されているのは工事費の前

払金や中間前払金などの費用となっています。また、オープンに向けた準備業務委託料のほ

か、地域おこし協力隊の活動経費やまちなか交流館・山里交流館の指定管理料などを計上し

ております。 

  36ページ下段からの６目電子行政推進費は、基幹システムやインターネット環境整備のた

めの経費となっています。また、行政のデジタルトランスフォーメーションに取り組むため

の経費や、37ページのインターネット回線整備工事費は、庁舎の公衆Ｗｉ－Ｆｉを更新し通

信環境を向上させるものです。同様の工事費を交流ステーション、中央公民館、町民ふれあ

い会館、体育センターにも計上しており、利用者の利便性向上を図ってまいります。 

  ７目公共交通対策費については、町営バスと乗り合いタクシーの運行に要する経費のほか、

公共交通機関利用促進協議会負担金を増額し、左沢線の利用促進に関する施策を拡充するこ

ととしております。 
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  38ページの８目移住定住促進費は、これまでの施策に加え、外部に対する情報発信をさら

に強化するため、交通量の多い道路沿いへの広告看板設置やショッピングモールでのデジタ

ルサイネージ広告など、効果的で魅力的な情報発信を展開していきます。また、ふるさと回

帰を促すための施策として、30歳のつどい奨励金を新たに設けたほか、家賃支援事業補助金

は町内の若者の定着を狙って対象者を拡充することとしております。 

  39ページをお開きください。 

  ９目ふるさとまちづくり寄附事業費は、堅調に推移している寄附額を３億円と見込み、寄

附に対する返礼品や寄附受付のためのサービス業務委託料などを計上いたしました。 

  40ページの10目交流ステーション費には、乗車券類販売等業務委託料などを計上しており

ます。 

  41ページをお開きください。 

  ２項徴税費は、賦課徴収に要する事務経費やシステム処理委託料などのほか、２目賦課徴

収費には、共通納税システムの対象税目追加への対応として、地方税共通納税システム導入

委託料などを計上しました。 

  43ページをお開きください。 

  ３項戸籍住民基本台帳費では、マイナンバーカードの普及促進のための経費を引き続き計

上したほか、セキュリティの向上と安定したサービス提供を図るため、戸籍システムをクラ

ウド化する更新業務委託料などを計上いたしました。 

  44ページ下段の４項選挙費では、４月投開票予定の県議会議員選挙費、９月投開票予定の

町議会議員選挙費、２月投開票予定の町長選挙費を計上しております。このうち町議選と町

長選では、今回から選挙運動に係る経費の一部について公費負担が適用されるため、関係す

る費用をそれぞれ計上いたしました。 

  47ページの５項統計調査費には、調査員の報酬などを計上しています。 

  なお、５年度は住宅・土地統計調査が実施されることとなっています。 

  48ページをご覧ください。 

  下段からの３款民生費は、前年比2.3％減の11億5,449万円です。 

  １項１目社会福祉総務費は、社会福祉協議会補助金、民生児童委員活動交付金などのほか、

県補助を受けて低所得者世帯を支援する冬の生活応援事業費を計上しております。 

  49ページからの２目老人福祉費には、後期高齢者医療療養給付費負担金や高齢者世帯など

に対する弁当の配食サービス、雪下ろし等費用支給費などを計上いたしました。 
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  51ページをお開きください。 

  ４目障害者福祉費は、障害福祉サービス費や地域生活支援事業委託料など、４年度の実績

見込みを踏まえて計上しております。 

  53ページをお開きください。 

  ２項１目児童福祉総務費は、高校生までの医療費無償化及び高校生応援給付金を継続する

ほか、低所得の子育て世帯が一時預かり等のサービスを利用しやすくするため、安心子育て

支援補助金を拡充し支援してまいります。 

  54ページの２目児童措置費には、民間立保育園運営費委託や私立幼稚園に対する施設型給

付費負担金、児童手当費などを計上しております。 

  下段からの４目児童福祉施設費は、にじいろ保育園の指定管理料のほか、放課後児童クラ

ブ運営のための指定管理料と委託料、子育て応援訪問事業報償、保育園の維持管理経費など

であります。 

  56ページ下段からの４款衛生費は、前年比5.5％減の２億7,011万4,000円です。 

  １項１目保健衛生総務費は、高齢者等通院支援給付費のほか、妊婦さんへの支援として、

健康診査委託料に加え、公的保険適用外の健診に係る自己負担分に対して助成するほか、母

子手帳アプリやタクシー券交付事業を継続することといたします。 

  58ページからの２目予防費は、新型コロナのワクチン接種費用がなくなったため減額とな

っておりますが、ウイルス検査費用の支援につきましては、季節性インフルエンザと同様の

取扱いとなる、いわゆる５類に移行するまでの期間は継続することとしています。そのほか、

予防接種委託料やさわやか健康づくり推進事業補助金、自殺対策の第２期計画策定経費など

を計上しております。 

  59ページをお開きください。 

  ３目環境衛生費では、集団資源回収に要する経費のほか、令和４年度から始めた野良猫等

の不妊去勢手術費補助金については予想を超える申請があったため、６年度まで制度を継続

し、効果を検証していくことといたします。 

  ５目排水処理費は、合併処理浄化槽の設置及び修繕に対する補助を継続することとしてい

ます。 

  下段の２項１目清掃総務費は、町内のごみ収集委託料のほか、広域行政事務組合クリーン

センター、斎場負担金を計上しております。 

  下段からの５款労働費は、前年比13.3％減の650万円です。 
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  新規学卒者等町内就労促進助成金などを計上しておりますが、労働金庫貸付金が融資残高

に合わせて減少したことにより減額となったものです。 

  61ページをお開きください。 

  ６款農林水産業費は、前年比4.3％増の３億5,227万6,000円です。 

  １項１目農業委員会費は、委員会運営の事務経費などであり、２目農業総務費は、農事実

行組合長報償や過去の農業被害対策に係る利子補給補助金などであります。 

  63ページをご覧ください。 

  ３目農業振興費では、道の駅再整備を好機と捉え、産直への園芸作物等の出荷を奨励する

ため、青果物等振興支援事業補助金を創設し、令和７年度までの期間で集中的に支援してま

いります。このほか、鳥獣被害防止対策や農機具購入に対する助成などを継続し、農業経営

の持続化と省力化を後押ししていきます。 

  64ページの４目畜産業費は、食鳥処理施設の指定管理料などを計上しております。 

  ５目農地費は、小倉交流館指定管理料や農業用施設の維持管理経費などを計上しておりま

すが、65ページ中段のため池廃止工事費は、藤田地区にある農業用ため池の工事になります。

農山村地域環境施設維持修繕工事費は、十八才と月布の農村公園に設置された遊具のうち、

老朽化した遊具を撤去するものです。このほか、県営事業で実施する三郷地区のため池と葛

沢地区の用排水施設などに対する農村地域防災減災事業負担金などを計上しております。 

  ６目水田農業構造改革対策事業費は、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金や環境

保全型農業直接支払交付金に加え、令和４年度に創設した稲作経営持続化支援事業補助金は、

個人の大規模作付農家を対象に大型機械の購入を支援することで、稲作農家の営農継続を支

援してまいります。 

  66ページの７目大山自然公園管理費は、指定管理料などを計上しております。 

  下段からの８目農地利用調整事業費から10目多面的機能支払費までは、農地流動化奨励事

業補助金や中山間地域直接支払交付金、多面的機能支払交付金など、いずれも継続事業にな

ります。 

  67ページ中段の11目新規就農者支援費では、農業後継者確保のための家賃補助などの支援

を継続するとともに、移住実現のための重要な要素となる住居の確保に向け、新たに新規就

農者用住宅１棟を建設することといたします。また、新規就農者の確保と支援を役割とし、

ＯＳＩＮの会と連携した取組を強化するため、新たに地域おこし協力隊の配置を目指してま

いります。 
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  68ページ下段からの２項１目林業総務費の古寺緑地休養施設撤去等工事費は、施設の老朽

化が著しく危険なため撤去するものであります。 

  69ページ下段からの２項２目林業振興費は、県営事業で実施している林道沢口道海線開設

に係る物件補償費や測量・登記費用のほか、森林環境譲与税を原資とする森林経営管理制度

に係る費用を計上しております。 

  70ページ下段からの７款商工費につきましては、前年比56.8％減の２億198万4,000円とな

りました。 

  １項２目商工振興費には、ウィズコロナの社会実現に向けた町内経済の活性化策として、

家計支援と町内商店等の販売促進を図るため、プレミアム率30％の商品券を発行する事業費

を計上しました。また、商工業の振興策としては、起業と第二創業に特化した創業支援事業

補助金のほか、商売繁盛創出支援事業補助金や事業承継支援事業補助金については、メニュ

ーの拡充や増額、補助率の見直しを行いました。 

  なお、道の駅再整備に向け、令和４年度から取り組んでいる特産品や土産物の開発支援は、

専門家の派遣と補助金による支援を一体的に実施し、供給体制の確立を目指します。 

  72ページ中段からの３目観光費につきましては、健康温泉館や柳川温泉、朝日連峰古寺案

内センターの維持管理経費などであります。 

  観光やな改修工事費につきましては、令和４年８月豪雨の影響で土砂堆積がさらに進み、

漁に支障が生じていることから、採捕時期に合わせて改修工事を実施することといたします。 

  測量設計委託料と用地費は、テルメ柏陵エリアの魅力向上と集客力アップを目指し、健康

温泉館東側の最上川沿いにおしんロケ地記念碑を建立する計画がありますが、これに合わせ

た周辺整備に要する経費になります。また、健康温泉館改修のグランドオープンに向け、記

念品代や広告料、備品購入費などを計上しております。 

  18節負担金補助及び交付金のうち、最上川舟唄のつどい負担金は、これまでの大会形式で

はなく、多くの方が気軽に舟唄に触れられるようリニューアルして開催いたします。 

  なお、秋まつり負担金とＪＲ東日本等連携事業負担金の増額は、イベント時のにぎわい創

出と集客力を強化するためのツアー招致費用が増えたことによるものです。 

  フォトコンテスト負担金は、観光物産協会に対する負担金でありますが、四季折々の自然、

文化風俗、イベント等の写真を観光面や町の情報発信に役立てていくため、５年度に募集を

行うものであります。 

  続きまして、８款土木費は、前年比38.4％増の９億4,494万2,000円となりました。 
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  75ページをご覧ください。 

  下段からの２項２目道路維持費は、町道の側溝整備や舗装補修工事費など、３目道路除雪

費の除雪業務委託料には、作業の円滑化を図るためＧＰＳ管理システムを試験的に導入する

経費が含まれているほか、消雪パイプ更新工事費は、令和４年度に施工した原町小漆川線の

継続の工事になります。 

  77ページ下段の４目道路新設改良費は、藤田堂屋敷線と舟歌碑元屋敷線の改良工事費のほ

か、貫見旧道線法面補修工事、主要地方道大江西川線の道路改良工事負担金などを計上した

ほか、町道改良工事負担金は、新たな住宅団地造成に係る道路分の負担金となっています。 

  ５目交通安全施設費は、区画線や照明灯などの交通安全施設整備工事費等を計上しており

ます。 

  78ページ下段の６目橋梁維持費では、旧最上橋や道海沢橋などの橋梁補修工事費のほか、

５年置きに実施している17の橋の点検業務委託料などを計上しております。 

  79ページをお開きください。 

  ３項１目河川管理費の測量設計等委託料は、百目木地区の堤防整備に関連して内水被害対

策を講じる必要があるため、基本設計を行うものです。 

  80ページの２目公園費は、道の駅再整備に合わせて、柏陵荘跡地の利活用を図るため、子

育て世代が集える場所となるよう、水場などを備えた公園整備に向け工事に着手いたします。

道の駅と同様に令和６年度までの工期を予定しているため、計上されているのは５年度分の

事業費となります。 

  81ページをお開きください。 

  ５項２目住環境整備費は、あおぞら団地販売促進事業費や空き家除去支援補助金を計上し

たほか、新たな住宅団地造成のための宅地造成事業特別会計への繰出金を計上しております。 

  ９款消防費は、前年比4.0％増の２億1,085万8,000円です。 

  １項１目常備消防費は、西村山広域行政事務組合への消防費負担金であり、２目非常備消

防費は、町の消防団の活動運営経費が主な内容です。 

  なお、本年度は、団員の年額報酬と出動報酬を増額するなど処遇改善を図っており、消防

団活動の在り方を含めて改革を進め、減少を続ける団員確保に努めてまいります。 

  83ページの４目災害対策費は、防災行政無線と防災情報伝達システムなどの維持管理経費

のほか、住民の防災意識の向上を図り、有事の際の効果的な避難行動に役立てるため、自主

防災組織の育成と活動を支援する補助制度を継続してまいります。 
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  84ページからの10款教育費は、前年比21.1％増の５億1,348万3,000円です。 

  １項２目事務局費には、左沢高等学校支援補助金などを計上しております。 

  86ページをご覧ください。 

  ３目教育活動推進費では、中学生の英語力の強化と国際理解を深めるため、中学２年生全

員の語学研修施設での研修を継続するとともに、タブレットの有効活用を図るため、自宅で

の授業の配信に要する経費やＩＣＴ支援員の配置を拡充いたします。 

  なお、急激な少子化の進行により、小学校や中学校の在り方が急速に変化しつつあります。

これらの現状と将来への展望を見据えた検討委員会を令和４年度の議論を踏まえて設置し、

具体的な方向性を見いだしていくことといたします。 

  87ページの２項小学校費から93ページの３項中学校費までは、各学校の管理経費などであ

ります。この中で給食費については、本年度から小学生全学年を無償としており、これによ

り、小学校・中学校とも全学年が無償化されたことになります。 

  93ページ下段からは、４項１目社会教育総務費になります。 

  本町でも増加傾向にある不登校の子どもへの対応について、学校以外の場所に居場所をつ

くり、学校に戻るきっかけづくりを令和４年度から始めていますが、引き続き支援団体等と

連携しながら効果的な取組を進めていきます。 

  ２目公民館費は、中央公民館や町民ふれあい会館の維持管理経費のほか、生涯学習推進事

業費を計上しております。96ページの演奏音楽会出演委託料は、町民が一流の音楽に触れら

れる機会が得られるよう計画したものです。また、自治公民館整備費補助金は地区公民館の

改修等への補助ですが、本年度は要望が多く、予算額が増えております。 

  97ページをお開きください。 

  ３目、図書館費は、町立図書館の管理運営経費となっており、利用者の要望などをお聞き

しながら魅力ある図書館となるよう努めてまいります。 

  98ページの５目文化財保護費では、楯山公園工事費のほか、百目木地区の堤防整備に関連

した埋蔵文化財の調査に要する経費などを計上いたしました。 

  99ページをご覧ください。 

  ５項保健体育費は、体育協会や総合型地域スポーツクラブに対する補助金、各体育施設の

管理経費などであります。このうち、102ページの２目体育施設費では、劣化が進んでいる

町民プールの塗装工事と、体育センター２階観覧席の手すり改修工事などを予定しておりま

す。 
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  11款災害復旧費は、前年比903.7％と大幅増の１億7,234万円になりました。令和４年８月

豪雨により被災した町道沢口勝生線ほか２路線の道路災害復旧工事費に加えて、令和３年に

発生した町道山田原市野沢線の地すべり災害復旧工事費などを計上したことから、大幅増と

なっております。 

  103ページをお開きください。 

  12款公債費は、前年比3.5％減の６億3,596万6,000円となりました。償還期間が長年にわ

たるため、増減は償還が始まるものと終了したものの差引きになりますが、５年度に元金償

還が始まる主な高額の借入れといたしましては、令和５年度の藤田地区の町営住宅建設に係

る公営住宅建設債6,310万円、臨時財政対策債１億220万円などの分になります。 

  なお、平成27年度から令和元年度までの５年間の公債費は４億円台で推移していましたが、

今後は６億円台の償還がしばらく続く見込みとなっており、財政指標も現在よりは若干悪化

することが予想されます。 

  中段からの13款支出金は、前年比64.4％増の2,201万1,000円です。水道事業会計に対する

補助金の額が主な要因であります。 

  以上が令和５年度大江町一般会計予算の内容であります。 

○委員長（土田勵一君） ご苦労さまでございました。 

  お諮りいたします。 

  審査の方法については、歳出から順次款ごとに区切って行いたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳出から款ごとに審査を行うことに決定いたしました。 

  なお、質疑については、大江町議会会議規則第51条及び第55条の規定により、発言しよう

とする者は、議席番号を告げて許可を得てから発言してください。その際、ページ数を明ら

かにしてください。 

  また、同一議題については、１人３回を超えることができないという規定を準用したいと

思いますので、委員諸君のご理解とご協力をお願いいたします。 

  それでは、歳出１款議会費の質疑を行います。 

  28ページ、29ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○委員長（土田勵一君） これで議会費の質疑を終わります。 

  ２款総務費の質疑を行います。 

  29ページから48ページになります。 

  伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ８番、伊藤です。 

  ページ数は38ページをお願いします。 

  38ページの負担金補助金及び交付金の中で、デュアルモードビークルの推進ということで

負担金２万円ありますが、この協議会ができて大体何年ぐらいになるのか、そして今現在ど

の状態でおるのか、説明をお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 少々お待ちください。 

  お答えしたいと思います。 

  ２款１項７目になります負担金のデュアルモードビークル推進協議会負担金につきまして

は、この協議会につきましては平成25年に発足になっているものでございます。構成団体と

いたしましては、山形市、寒河江市、長井市、大江町、あと朝日町、白鷹町と山形県が入っ

ている協議会でございます。 

  昨年度、デュアルモードビークルの先進地であります徳島県、阿佐海岸鉄道のほうに議長

をはじめ副町長と私と大江町から３名参加して、デュアルモードビークルを観光目的で走ら

せているところに視察に行ってきたところでございます。 

  この視察の結果を受けまして会議を開いたところでありますけれども、なかなかこのまま、

今現在のデュアルモードビークルを山形県でこの地域にそのまま持ってくるのはなかなか難

しい。ただ、全国的にもデュアルモードビークルに興味を持っている組織、協議会がありま

すので、その辺のところと一緒に国に対しての要望活動であったり、今後の在り方等をもう

少し研究したほうがいいのではないかなというところで、引き続き来年度の負担金というこ

とになった状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  10年以上たっているわけなんだけれども、さっぱり進んでいない気がするんだよ、判断。

なので、やるのか、やらないのか。そして、地区においては今、高知県だったかな、高知県



 

- 16 - 

 

でやっているようですけれども、だから、まだ検討、検討だけで、ここで２万円しか負担金

がないんだけれども、これに対する例えば行政調査などと言っているわけだ。だから、もっ

と金かかっているわけよ、このデュアルモードに関しては。だからよ、例えば組織の中でも

そろそろ決断を出さなきゃならないと思うんだけれども、その辺の考えどうですか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 今、委員おっしゃったとおり、協議会ができてから10年近く

たつわけです。勉強会といいますか、協議会の中でも様々なご意見があります。 

  ただ、これまで勉強してきた、あるいは検討してきた結果を踏まえて、今後のこの協議会

の進め方については、今後２年程度をかけながら進めていきたいというようなことで進んで

いる状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） いろいろと、組織の中だから、簡単にいかないと私も理解できるん

ですけれども、ただ、ずるずるではやっぱり駄目じゃないかと思うのよ。そして、例えば行

政調査に行って、議長からちょこっと報告ありましたけれども、やっぱりどういう結果だか、

恐らく町長も行っていると思うんだけれども、やっぱり議会で報告してもらわないと、何年

も毎年同じことやって繰り返しているんじゃないかと、こう思われますので、これからもこ

のデュアルモードに関しては真剣に取り組んでいってもらいたいと思います。 

  以上で終わります。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  ページ数35ページの中の委託料、道の駅再整備準備業務委託料1,830万、これは、いつだ

ったか、道の駅の全協の説明の折に、令和５年４月１日より1,710万、もろもろの経費でお

聞きしましたけれども、その経費と1,830万と100万ぐらい違いますけれども、中身をちょっ

と教えてください。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 道の駅再整備準備業務委託料1,830万円の内訳についてお答

えさせていただきたいと思います。 

  今、委員おっしゃったとおり、産業振興公社に委託する開設準備業務をその中に含んでお

りまして、この金額の内容につきましては、先日の議会全員協議会の中でお示ししたとおり



 

- 17 - 

 

1,710万円を予定しているところでございます。 

  そのほかに、住民を巻き込んだ道の駅再整備を行っていきたいということから、住民ワー

クショップ開催委託料といたしまして100万円を見込んでおります。内容につきましては、

住民参加によります大江町の特産である青苧などを使ったタペストリーの作成であったり、

販売商品の開発であったりというようなところを検討できればなというふうに思っておりま

す。あわせて、道の駅全体、道の駅を中心とした柏陵エリア全体の理想像の検討あるいは町

民からのご意見などを伺っていければなというふうに思っているところでございます。 

  そのほかに認知度調査といたしまして、道の駅の認知率等々をネットアンケートなどを使

った調査費として20万円を計上させていただいております。合わせて1,830万円の計上とさ

せていただいているところです。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  今、100万近く上乗せになった経費の中で、５年度は柏陵荘跡が開発になりますよね。課

をまたがって、おしんのほうにはどこかの課といろいろ動きある中で、まだまだあそこのエ

リアをどういうふうにしたらいいかというふうに持っていくということですか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） この100万円を予算化させていただいております住民ワーク

ショップ開催委託料につきましては、今、委員おっしゃったとおり、まずは道の駅を核とし

て、あそこの柏陵エリア一帯を今回の令和５年度の当初予算の中でも様々と予算化させてい

ただいておりますので、その辺のところ、全体計画、全体構想ということで、昨年度、庁舎

内の若い職員から構想を練っていただいて、町民の方から意見は聞いておりますけれども、

まだまだ構想の段階でありますので、その辺を具現化・具体化するに当たって、ワークショ

ップなどを開催しながら皆さんの意見を出していただいて、参考にさせていただければなと

いうふうに考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） 分かりました。 

  あと、それともう一つ、道の駅が工事いろいろ入っていく中で、この準備室のところでも

いろいろ備品とか出てくると思いますけれども、町内で買えるような備品はぜひ町内で買っ
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ていただいて、それとともに、道の駅の建物も随時これから先、工事になっていくと思いま

すけれども、本体工事とか、そういうのはやっぱり大手になるわけでありまして、中に入っ

てくる棚とかエアコンとか、買えるようなものはぜひ町内の業者等を使っていただきたいと

いうところもあるんですけれども、そのような考えはどういうふうに思われていますか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  今回の準備業務の1,710万円につきましては、人件費のほかに準備室で使うレンタル・リ

ース料であったりとか、あとは活動経費なども含んでおります。基本的に物品の調達につい

ては、公社であっても、町と同じような考え方で進めていければなというふうに思っている

ところでございます。町内の産業の振興という部分もありますので、ぜひその辺のところは、

できるだけ町内の業者から物品調達できるものについては物品調達を行っていきたいと。 

  ただ、やっぱり決定に対しては、当然、町のお金ですので、公平性あるいは透明性、あと

は産業振興公社として経営も当然必要になってきますので、その辺のところのバランスを考

えながら、決定のプロセスについてはきちんと説明できるようなところで収めていただけれ

ばなというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ５番、関野です。 

  ただいま菊地委員の質問に対しての課長から、柏陵エリアの開発、総合開発ということの

話がありましたけれども、以前、全協あたりで議員のほうにも説明ありました。柏陵エリア

にこういうものが欲しい、ああいうものが欲しいというものをまとめた資料が提出されまし

た。 

  その中で、今後それをどういうふうにしていくかということをこれから考えるということ

の話だと思いますけれども、今現在、温泉の工事が始まって、間もなく温泉の工事は終わり

ます。それで、今年度の末か来年の頭には道の駅の工事が始まってきます。 

  その後、また柏陵地区の新たな施設の工事とか、そういうものが検討されるというんであ

れば、いつそういうものが決まってくるのか。本来であれば、道の駅の構想が出た時点でし

っかりと柏陵エリアのグランドデザインを考えて、それに対してどういうふうな時系列でそ

れを実現していくかということが本来の再開発の姿だと思いますけれども、これができてか

ら、これができてから、次にこういうものを言われたからこれをつくる、あれもつくる、そ
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ういうのではなかなか一貫した柏陵エリアの再開発にはならないと思いますので、その辺の

ところをどのように考えているか、いま一度、考えをお聞かせください。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  これまでの道の駅をはじめ、柏陵エリアの構想につきましては、事あるごとに議員の皆さ

んには丁寧にご説明させていただいたのかなというふうに思っております。 

  個々の事業につきましては、当然担当するところで丁寧に説明をしながら予算化をして行

っているというような状況かなというふうに思っておりますので、今後も引き続き丁寧な説

明に心がけていきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 確かに丁寧に様々なことで説明はしていただいておりますけれども、

私が言っているのは柏陵エリアのグランドデザインというものをどう考えて、それがあるの

か。これから例えば、今回石風呂の改修が終わります、今度は道の駅が始まって道の駅が終

わります、その後どうやるかというやつがこれから決めるって話なわけでしょう。本来であ

れば、そこを一体で何とかならないかという、道の駅の構想が出たときに我々議員のほうか

らの話も当然行っているわけですよ、役場のほうに。それがいまだに出てこない。本気に柏

陵エリアを開発する気があるのか。温泉をやって、はい、道の駅をやって、はい、あとは議

員の方から言われた、町の人から言われた、じゃキャンプ場でも造るか、おしんのモニュメ

ントでも造るか、そういうふうなのは開発じゃないと思うんですよ。 

  しっかりグランドデザイン、あそこの柏陵地区で何が必要なのか、何を造るのかをきちん

と考えて出してくる。それで、我々に、温泉はこうする、道の駅はこうする、次はこうする、

そういうものが出てくるのが本来の再開発だと思うんですけれども、その辺どう思いますか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 何をもってグランドデザインと呼ぶのかなというところはあ

りますけれども、昨年度、柏陵エリア全体の基本構想を出させていただいておりますので、

それに基づいて今現在は進んでいると。その中でやっぱり時代といいますか、今の流れでど

ういうものが必要なのかというのは変わってくるかなというふうに思いますので、その辺の

ところ、変わったところについてはご説明を申し上げながらと思いますけれども、今現在進

めている柏陵エリアの部分については、昨年度ご報告申し上げた基本構想というか、構想に
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基づいて進めているというような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 何をもってグランドデザインということを言われましたけれども、取

りあえずその柏陵エリアの例えば地図を作った中に、温泉がここにある、道の駅はここにあ

る、例えばここにモニュメントを造る、ここに例えばキャンプ場なり、そういうものを造る

という、そういうものの構想の形をまず出す。そういうものも見えない中でやはりやるとい

うことはどうなのかなと。素案の部分というのは多分我々もらっていないと思うんです。も

らったのは何々の資料、ここに何かを造りたい、こういうものの案が出てきた、こういうも

のをしたいというのがあったということのやつが、私はそういうふうに理解しているんです

けれども、そういうものをきちんとやらないと、結局後々また終わった後に、また工事、ま

た工事、ずっとあそこの柏陵地区で工事がずっと終わらないわけですよ、いつまでたっても。 

  そういうふうじゃなくて、できるものは一気にやれる、そういうふうなことをしないと、

結局お客さんから来てもらう、観光客が来てもらったときに、やはりそういうのはまずいん

じゃないかなということでの提案でございますので、しっかりとそこは検討して、お示しし

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

  毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） ページ数が39ページの９目のふるさとまちづくり寄附金事業につい

てお聞きしたいと思います。 

  予算額が３億円というふうなことで、昨年と同額の計上になっております。そういった中

で、３億円の中で基金に積み立てるのが１億1,000万だということの中で、必要経費が２億

円ぐらいかかるということなんでしょうけれども、今年のふるさと納税の返礼品といいます

か、どこの、どこというか、昨年度どういうふうに改善して、どこの部分を増やしていこう

としているのかどうか。それとも、去年と同じような感じの中の返礼品で対応するというふ

うに計画しているのかどうかをお聞きします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） ふるさとまちづくり寄附金の返礼品、寄附を増やすための手

だてをどのようにしているのかなというようなご質問かなというふうに思いますけれども、

当然、ふるさと納税の寄附金を増やすためには、充実した返礼品でなければ大江町を選んで
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いただけない、大江町の返礼品を選んでいただけないということがありますので、日々、事

業者あるいは新たな事業者を募集するに当たっては、サイトの掲載のやり方であったり、見

せ方というのもなかなか大変ではありますけれども、見せ方を変えたり、ほかと比べて大江

町を選んでいただけるような、そういった見せ方を工夫したりということは、常々事業者と

打合せをしながらさせていただいたところでございます。 

  特に、大江町におきましては、今年の返礼品の、今年全部終わっていないので正確な数字

じゃありませんけれども、返礼品の内訳といたしましては、やっぱり果物が多いと。果物の

中でもリンゴ、サクランボ、モモが選ばれているというようなところがありますので、事業

者さんとできる限りいい品物をたくさん出していただけるように打合せ、協議を行っている

ところでございます。 

  それに引き続いて、米の部分についても選ばれているというところがありますので、その

辺のところもぜひ多く出していただけるように打合せを行っているところでございます。 

  あとは、新たな取組といたしましては、山形連携中枢都市圏の共通返礼品という部分もあ

りますので、その辺のところで新たな返礼品を出していただいている事業者さんもあります

ので、その辺の新たな事業者さんの掘り出しも引き続き行っていきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） いろいろの考え方があると思うんだけれども、物を返礼するという

形が通例だと思うんだけれども、ソフトの中で、例えば柳川温泉の宿泊券とか、テルメ柏陵

の利用券とか、そういったソフト面での返礼というかな、そういうふうなものも、全国各地

を見ると、いろんなアイデアを駆使しながらふるさと納税について伸ばしているというふう

なことをニュース等で聞くところもあるんですが、そのソフト面で町をＰＲしていく一助と

なるというふうなことも考えると、そういったソフト面での返礼というものを考えるべきで

はないかなと思うんだけれども、その辺の考え方はどうでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 今、委員おっしゃったとおり、全国的には物だけでなくてこ

とということで体験あるいはソフト面の返礼品を準備しているところもあります。 

  その中で、本町におきましても、ソフト部分については、具体的にはちょっと忘れました

けれども、産業振興公社さんのほうから、大山か、柳川温泉か、宿泊というような部分のソ
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フトは入れさせていただいておったのかなと、ちょっと正確な情報ではありませんけれども、

プラスして、郵便局さんのほうで今年度から高齢者の見守りというようなサービス、全国的

に行っておりますけれども、本町においても見守りの部分のソフトの返礼品を入れさせてい

ただいたところでございます。 

  あと、併せてというか、シルバー人材センターさんのほうにお墓の掃除のソフト的な部分

の返礼品を入れさせていただいて、実績であるかどうかはちょっと今確認できませんけれど

も、その辺の返礼品も準備させていただいて、サイトには掲載している状況にあります。 

  今あったとおり、やっぱり物だけでなくて体験あるいは宿泊であったりというソフトの部

分についても今後いろいろと検討していきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 町をＰＲしていくというふうな中で、町をいろんなところを知って

いただくというふうな中で、大山自然公園もあるでしょうし、いろんな角度からＰＲしてい

くためにも、そのソフトの返礼品をぜひやっていただきたいというふうに希望して、質問を

終わります。 

○委員長（土田勵一君） ここで11時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

  ２款総務費の質疑を続けます。 

  結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  36ページ、上段のほうで18節負担金補助金の中の下から２番目の集落活性化交付金1,000

万円ということで、ここ数年1,000万円で推移していますけれども、各区によって交付金が

それぞれ違うということで、その計算の根拠といいますか、そういったところを教えていた

だきたいなというふうに思います。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 
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○地域振興課長（清水正紀君） お答え申し上げます。 

  集落活性化支援交付金の算出根拠でありますけれども、世帯割、世帯戸数割ということで、

高齢化率及び世帯数を考慮した上で額を算出するというようなことと、あと公民館があるか

ないかというようなことで、この３項目の基準に従って算出させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） 分かりました。 

  高齢化率はどういうふうに計算していくのか分からないんですけれども、それも含まれて

いると言いましたね。今年４月からあおぞら区も立ち上げるということで、１区増えるんで

すけれども、同じ予算でそこは大丈夫なのかということと、1,000万でね、１世帯だけの集

落、そういうのは該当していないと、こういうふうになるんですかね。２世帯から該当して

くるとか、その辺のところ、お願いします。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） まず、今度新しくあおぞら区ができるというようなことでお

聞きしておりますけれども、そこの部分も含めた形で1,000万円の中でやっていくというよ

うなことで考えております。 

  あと、集落ではない団体への補助というようなことでありますけれども、以前、集落であ

ったところが戸数が少なくなって、今は区として存在しない、しかし、もといた方々が地域

のほうに戻ってきて、例えば夏場とか春先に戻ってきていろいろ集落活動をしているという

ようなことであれば支援をしているというような実績もございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ページ数の33ページ、財産管理費用の中の委託料について質問いた

します。 

  財産書類整備等委託料について、ちょっと詳細説明をお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） お答えいたします。 

  財務書類整備等委託料でありますが、こちらにつきましては、もう何年になるでしょうか、

国のほうからの指示で、自治体においてもいわゆる企業会計的な手法で決算を整理しなさい

というようなことになっております。９月の決算とは別にそういったものを整備する必要が
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ありますので、そちらを業者のほうに委託する費用であります。財務書類でありますとか固

定資産台帳の作成、そういった評価でトータル352万円というような内容であります。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） 大江町にはいろんな財産があって、恐らく数え切れないほど、いろ

いろな立場であると思うんですけれども、やっぱり私、感じているんですけれども、眠れた

財産があるんじゃないかなと思うのよ、町に。 

  要するに、これまでと話ちょっと変わるかもしれないけれども、梨木原、あそこに新しい

今度農村住宅建てるのに、あそこに大きい灯籠があったんですよ。これは町のものですかと

言ったら、町のものですと言ったから、あれらをちょっと処分でもしてとか、ある程度財産

の整理も少し含めた中で管理していくのが必要であるんでないかなと思うんですよ。 

  だから、これはどういう形で利用するのか分かりませんけれども、やっぱり整理されると

ころを整理して、そして、大事なところはこれからも守っていくという形でしていってはど

うかと思いますが、いかがですか。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 委員おっしゃるとおり、不要になった財産については努めて処

分すべきだと思います。 

  ただ、都心部のように土地そのものの価値は少ないものですから、物件的には少ないんで

すが、町のほうといたしましても、今回は予算は計上しませんでしたが、町の土地に建物が

あるような物件もあります。そちらも来年度以降解体を予定しておりまして、更地になった

時点で売却というようなことも考えておりますので、そういった方向性で広げてはいきたい

というふうには思っております。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  これまで、麻績水林館も、町の財産であったやつが譲渡されたということで、やっぱりあ

る程度行政というのは、持ち物も何も、あまりにも多く持ち過ぎじゃないかなと思うんです

よ。仕事も何も、温泉にしろ、何にしろね。だから、ある程度、行政の仕事は行政の仕事だ

ということで考えながらしてはどうかと。 

  この前、テレビだかで見たんですけれども、役場の方がいろいろ調べたら、えらい宝物ば

かり出てきたというんだよね、昔の絵画とかよ。それを入札にかけたりして、所得として町

でもうかって、それを町の予算に使ってあげた話題もありました。 
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  そういうことも考えながら、いろいろとありますけれども、例えば皆さんから寄附された

昔の道具とかっていっぱいあると思うのね。それだって、やっぱり同じようなものがあった

らその辺の整理をするとか、そういうような形で、やっぱり財産もある程度整理しながらこ

れから管理していってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ５番、関野です。 

  39ページ、空き家バンクについてお聞きしたいと思います。 

  大江町の空き家バンクというシステムはかなりほかの町村からも注目を浴びていて、先日

も寒河江市のほうの議会で話を聞きにきたと聞きました。それだけ注目されている空き家バ

ンクですが、空き家を売りたい方、土地を売りたい方、あと買いたい方というマッチングを

町のほうが積極的にそのバンクに登録してもらって行っているという大変すばらしいシステ

ムだと思っております。 

  そこで、そのシステムについて若干お尋ねしたいと思います。 

  空き家バンクに登録すると、登録料として２万円だっけかな、数字が間違っていたら申し

訳ございません。あと、その登録された土地なり住宅を、空き家バンクに登録してなのか、

それとも登録しないと買えないのか分かりませんけれども、登録して購入した方には、その

リフォームに使える金とか購入資金として町のほうから50万だか幾らかのお金が出てくると

いうことで、空き家等利用促進補助金ということでここに650万円という数字が出てきてい

るんだと思います。 

  そこで、今年度、その空き家バンクに対して、こういう事例はどうなんだと聞いたら、事

例というのは、空き家バンクに登録まだされていない物件と買いたい人がたまたま話をして

購入を決めたと。購入を決めたんだけれども、後でその空き家バンクというシステムを聞い

て、これで空き家バンクの利用促進補助金が使えないかといったら、あくまでも空き家バン

クに登録しないと駄目だという話を聞きました。その中には、百目木地区の住宅の移転をす

る方の話もありましたし、そのほかの話もありました。 

  そこで、あくまでも空き家バンクに登録しないと、その利用促進補助金というのは、新年

度も使えないとか、それともその辺のところは少し解釈を拡大して、町内の空き家バンクを

購入する方等に対しては、それが使えるようにするのか、その辺のところお聞きしたいと思

います。 
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○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 空き家バンクの制度の関係のご質問だと思いますが、私ども、

私どもというか、空き家に関して利用促進をしていくというような観点で、やはり基本的に

空き家バンクに登録していただいた物件に対して補助していくよというような形で来年度も

進めさせていただきたいと考えております。 

  民民で売買されるというような方については、それはそれで進めてもらっていいのかなと

は思いますけれども、町のほうではそういった空き家をなくして利用促進していきたいとい

うような思いでいますので、ぜひ空き家バンクに登録していただいてやっていただければと

思います。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 今、空き家をなくして利用を促進してもらうということを課長言われ

ましたけれども、空き家バンクに登録して利用促進するのと、お互いの話合いで空き家とか

そういうものを売買するものの違いを教えてください。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 民民で売買されるのも、それもありかと思いますけれども、

それはそういう形で進めていただいていいのかなとは思いますけれども、そうやって民民で

も売買されてもよし、私どもでも支援をしていくというような形で空き家を利活用していっ

てはどうかなと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 多分、ずっと話していても、なかなかあれはならないと思うんですけ

れども、ルールということで、その空き家バンクに登録してもらわないと町からの支援はで

きない、ただそういう話だと思うんです。ただ、それが100％周知になっているか、最近登

録される方が非常に多くなってきているということで、登録する方も増えてきている、また

それをパソコンや町に来ていろんなものを見ながら、こういう物件があるんだなと見る方も

多いと聞いております。ただそこは、課長再三言っていますけれども、民民、民民と今言う

かもしれないけれども、やっぱり家の売り買いとか土地の売り買いなんていうのは、何も空

き家バンクじゃなくて、隣同士の話をしたりとか、知り合いの方からどうだって話は当然あ

るわけです。その中で、一回一回空き家バンクに登録しないとその制度が使えないのか、空

き家バンクに登録するということは、不動産何がしで調査をする、何だかする、その経費だ

って多分かかると思うんです、町で。 
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  そういうものを考えたら、それをしないでも、制度がそう、売買とかそういうものになっ

たときには、何も制度を使えるようにすればいいだけの話だと私は単純に思っています。そ

こで必ず言うと、予算、あとはルール、これでは全然進まない。 

  あくまでもその、うちの町じゃ何でもそういうことをしないと制度が受けられないのか、

その辺のところは少し大きく心を開いて、いいですよとか、そういうようなことをすれば、

もっともっとそういうものが広まるんじゃないか、空き家も少なくなるんじゃないか。土地

もそういうことで購入する方が増えるんじゃないかというのもあると思いますし、やはりそ

の制度をもう一回見直しして、どのようにしたら町民の方とかほかの町から来る人たちが大

江町の土地の有効利用なり、建物の有効利用をしていただけるかと考えたら、再度その辺を

一回考えてみるのもあるのかなと思いますけれども、どうですか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） まず、趣旨は分かりますので、まず制度としては空き家バン

クはこういうような形でさせていただいていますけれども、一応基準があってそういうふう

な形でさせていただきますけれども、新たな制度としてそういったことにも支援するという

こととかあるかもしれませんので、そこについては今後研究させていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） ４番、櫻井一彦です。 

  35ページ、２款１項５目12節委託料の中で、おためし地域協力隊の受入れで100万円計上

されております。今までなかったんですけれども、地域おこしはあったのに、なぜおためし

地域協力隊を新たにやらなきゃいけなくなったか、その募集する人員はどうなっているか、

内容は今までの地域おこしとまた別個か。 

  もう一つ、今までの地域おこしが期限が３年なんですけれども、なかなか３年までに到達

しないで辞められる方が多い。その要因は何だったのかを教えてください。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） おためし地域おこし協力隊の受入れの業務の委託料でありま

すけれども、４年度の今年度も実施させていただいております。来年度から新しく行うとい

うような事業ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

  まずこのおためし協力隊の受入れのことでありますけれども、まずやっぱり大江町のほう

に来ていただいて、２泊３日ぐらいで大江町のほうに来ていただいて、町で少しお試しに住

んでいただいて、住んでというか、ちょっと体験していただいて、今行っている活動、山里
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交流館とかまちなか交流館で活動している隊員ともいろいろ意見交換をしながら、そんなこ

とで今の現状をどういったことをやっているかというのを体験していただいて、次の協力隊

員募集のときに応募してもらうというような流れでいってはどうかなということで、今年度

から行わせていただいております。 

  そんなことで、来年度については、今の予定では年に３回ぐらい、２泊３日で山里交流館、

そしてまちなか交流館で活動をやってもらおうかなというような計画で予算を計上させてい

ただいております。 

  あと、協力隊で途中で帰る方がいらっしゃる、それはどうしてかというようなご質問があ

ったかと思いますが、やっぱり来てみて、ちょっと私、３年間ではなく、途中で退任される

方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりその方が大江町のほうに来て住んでもらって、

活動してもらって、少し違うなという、やりたいことがちょっと合わなかったなんていうよ

うなことで途中で退任される方もいらっしゃいますけれども、そういったことで退任される

方がいるようです。 

  私どもとしてはなるべく、協力隊が終わっても大江町のほうに定住してもらいたいという

ようなことで、そういったことも考えつつ、協力隊を支えてはおりますけれども、なかなか

本人の希望もあってそういかないところもありますけれども、そういう実態で途中で帰ると

いう方がいらっしゃるようです。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） 今年度からやり始めたということで、私の認識不足で恥ずかしい限り

です。 

  実際、今年１年近くやってみて、その感触、その方たちが来年度なり、この先、地域おこ

し協力隊として正式に入られるような感触はあるのかどうか。あとは、自分が考えるに地域

おこし協力隊の設定する目標がちょっと高いんではないか。例えば、種をまくだけでもいい

んじゃないかと。種をまいて水をやって剪定して、花が咲いて実がならなければ駄目だとい

うプレッシャーを与えていないか。そういう設定のやり方、あとは、隣の西川町は、結構大

量に地域おこしを今年度も入れているんですね。また最近入りました。ユーチューバーの人

も入りました。先ほど言ったお助け隊みたいな、お墓掃除なんかを頼んだり返礼する、そう

いうところにも入れるとか、それはシルバーの人と一緒にやるとか、あとは高齢者のほうを

助けるためのやり方とか、あとは私が一般質問でやったＳＮＳの設定を助ける方とか、あま

りハードルが高くない設定をする必要もあるのではないかと思うんですが、そこら辺、規模
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等と設定の仕方についてどう考えますか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） まずは今年度の実績でありますけれども、お試し協力隊の関

係では、今回は山里交流館を舞台に２泊３日とか３泊４日のほうで来ていただいてというこ

とで、延べ９人が参加していただいております。その中から、来年度、山里交流館に１名配

置をするということで予定しておりますけれども、その参加者の中から１人応募があるとい

うような状況でして、その山里交流館に来ていただいた方が来年度につながるのかなという

ことで感じているところであります。 

  あと、おためし協力隊員の業務の内容と人数の件でありますけれども、まずは協力隊員の

募集に当たっては、一般質問の中でもありましたけれども、新たな事業に対しても受入れを

多くしていきたいなというようなことで考えておりまして、来年度は空き家の関係、そして

新規就農者の受入れの関係のお手伝いということで、２名、新たに募集をするというような

ことでおります。 

  そんなことで、なるべく多くの方々からご協力いただきたいということでは思っておりま

すが、ただ、その受入れというようなことで、協力隊から来てもらってもほったらかしにし

ておくわけにはいきませんので、ある程度、町とか受入団体が面倒を見てもらうというよう

なこともありますので、そういったこともしなければならないので、その受入先のことも考

えつつ、そういったことができるかどうかも含めていろいろ検討しながら、なるべく枠を増

やすようにしていければなと考えておりますので、今後もその受入れの拡大についても考え

ていきたいと考えております。 

  あと、目標の設定でありますけれども、まずは協力隊の方が私どもでテーマを設けており

ますけれども、テーマを設けて、それに対してどう活動していくかなんていうようなことで、

応募の際、そういった目標を書いていただいておりますけれども、あまり負担にならないよ

うな形でも考えておりますので、配属先と私どもといろいろ相談をしながら、受入れに当た

っては過度な目標設定はしないというか、ある程度の形は行っていただきたいとは思ってお

りますけれども、あまりハードルは高くしないような形で、まずその先の定住というような

ことにつながるような形で地域おこし協力隊については取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） 地域おこしで来られた方で、最後までおられないという方の中では、
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結婚された方とか、地元の方と、大江町の方と結婚された方もいるや、あとは役場職員のほ

うに応募されて採用された方もおられます。結局はそれで大江町の人口が増えているわけで

すよね。全然マイナスじゃなくてすごいメリットがあると思うんですよ。規模を広げるとい

うのは、例えば隣の西川町は、個人だけじゃなくて、グループとか会社のほうで、団体で受

入れたりもしているんですね。それでＳＮＳで発信してくれたり、いろいろやっているんで

すよ。ハードルを下げれば下げるほど、役場の人がそこまでしょっちゅう指導しなくても済

むと思うんですよね。 

  そこら辺もよく考えていただいて、間口を広げて、なるべく多くの人から来ていただいて、

ハードルを下げて、結果、種まくだけでもいいんでやっていただけるような形に今後検討し

ていただきたいと思いますので、この100万円、有効に使ってください。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  ページ数42ページ、税務総務費の中から、負担金補助及び交付金、たばこ小売組合補助金

３万円、今年の入にも5,000万と計上ありまして、これ貴重な町の税金、資金でありまして、

このたばこ組合、まず何軒この町に存在しているのかと、この補助金を差し上げて、この団

体に何をなさっているのかと、ちょっとお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 税務町民課長補佐。 

○税務町民課長補佐（伊藤和幸君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  たばこ小売組合補助金につきましては、現在、加盟店舗数が５店舗というふうなことで、

こちらのほうに実績報告等上がってきております。 

  活動の内容としましては、やはり地域活動とかなんかも含んでいるんですけれども、基本

的にはたばこの販売促進とか、そういった部分にかける経費というふうなことで、支出のあ

ったものとか地域活動なんかも対象としてこの補助金、実績報告に基づいてお支払いをして

いるというような状況でございます。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  すばらしい金額のものが入る中で、単にこれはちょっと少ないかなというところもあった

りもするんですけれども、その金なんかは全然ないわけですよね。 

○委員長（土田勵一君） 税務町民課長補佐。 
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○税務町民課長補佐（伊藤和幸君） 金額的に少ないというふうなことでございますけれども、

基本的にたばこについては、この５店舗、先ほど言った５店舗にはコンビニエンスストア等

は加入していないというふうな状況です。 

  やはり今利用されている方につきまして、たばこを喫煙されている方というのに関しまし

ては、様々なところで入手されていると思います。このたばこ小売組合として加入されてい

るというのは、昔からたばこを取り扱っているお店さんというようなことで加入されており

ますので、そこが全て販売しているかというと、そうではなく、やはり利用者としてはコン

ビニエンスストアとかで購入されている方が大分増えているのではないかなというふうに考

えておるところです。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ３番、藤野です。 

  所管ではありますけれども、質問をさせていただきます。 

  35ページの工事請負費の中の道の駅再整備工事費６億2,960万についてお伺いします。 

  この道の駅再整備の資料、先般の議会全員協議会で頂いた資料によりますと、全体の予算

が13億3,616万7,000円というふうに提示されていたと思います。その中で、基本設計の時点

よりも２億6,462万9,000円の増ってなっていたと思います。その中で土木工事費は減額、建

築費が２億6,490万円の増額となっていたと思います。この増額分というのはどの財源が充

てられるのかということをお伺いします。 

  また、債務負担行為ということで、この中に厨房機器とか什器類等が入っていないという

ふうに説明を受けておりますが、そこもお聞きします。 

  まず、建物が基本設計時に幾らだったか、今回、資材高騰等があって、増額が幾らで、全

体が幾らの建物なのか。先ほど、来年度の債務負担行為になるという厨房機器、什器等は幾

らなのかをお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  前回の全協の資料のお話がございましたので、その中からご説明させていただきたいと思

いますけれども、全体の工事費としては、今おっしゃったとおり、工事費といいますか、全

体の事業費といたしましては13億3,600万円というような数字を出させていただきました。

この金額については、今のところはこれで進めていきたいというふうに考えているところで
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ございます。 

  あとは、増減の理由につきましても、先日の全協のほうでお話しさせていただきました建

築費については、増嵩分、建築資材であったり人件費の増等々も踏まえてかなりの金額が増

加したと。あと、土木については減額になっておりますけれども、こちらについてはレイア

ウトが変更になった部分がありますので、その辺のところが減った部分が大きいのかなとい

うふうに思って説明させていただいたところでございます。 

  あとは、財源内訳のほうに関しましてですけれども、どの部分の財源が減ったかというこ

とでなくて、全体的な工事の中での、減ったというか増えた部分がどの財源が増えたかとい

うことですけれども、全体的に工事費が増えておりますので、財源として単独、補助対象外

の部分もありますけれども、全体的に増えているというようなことでご理解いただきたいと。

財源内訳についても、先日の全協のほうでご説明させていただきましたので、そちらのほう

については割愛させていただきますけれども、そのような理解をいただければなというふう

に思っております。 

  あとは、債務負担行為のご質問かと思います。 

  今回、債務負担行為、第２表のほうでさせていただいた中には、工事費の令和６年度分、

あとは工事監理業務も６年度にまたがりますので、その部分の経費と、あとは備品購入費の

厨房関係の部分については、これは令和６年の夏から秋にかけたオープンを目指したときに、

令和６年度になってからではなかなかオープンに備品を購入するのが間に合わないというこ

とから、令和６年度中に発注をかけたいという部分について債務負担行為をさせていただい

ているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  今、建物、当初の予算が幾らで、増額分、資材高騰の分が幾らで、建物全体では幾らにな

るんですかとお聞きしたんですけれども、その答弁をいただいていないように思いますが、

お願いします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  全体の、基本、前回の資料というのは持っていますかね。全協の資料の中で、基本計画時、

あとは基本設計時、あと現時点ということで今現在進んでおりますけれども、その金額を載
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せていただいておりますので、その中で建築費の部分を見ていただくと、基本設計の部分で

は４億4,990万円で、現時点では７億1,400万円、この中には厨房機器等も踏まえております

ので、建築費については５億8,740万円ということですので、その部分が増えた部分なのか

なというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ちょっと計算して、今、足し算、引き算まだしていないので後でして

みますけれども、建築費に関しては全員協議会で私も質問させていただきました。実施設計

に入る段階で、面積が今のままだと、資材高騰もあるんでこれくらい増えますよということ

を設計事務所のほうからは説明を受けたというふうな課長の答弁であったと思いますけれど

も、今の計算からすると１億幾らの増額になるのかなというふうに思うんですけれども、そ

こ、実施設計をスタートする際にこれくらいオーバーしますよという提示があったときに、

なるべく予算等がオーバーしないような設計に努めていただきたいということを打診をした

のかなということをお伺いします。 

  また、こういうふうになってもこの建物は建てたいんだという町長の思いがあると思いま

すので、そこをお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  基本設計の段階で、当然、事業費を出していただいて、それで進めていくわけですけれど

も、基本設計から実施設計に移ったときに、実施設計でも当然打合せをしながら、あとは管

理委託をお願いする公社のアドバイザーを今年度令和４年度はお願いしておりますので、管

理運営も踏まえて実施設計を行っておりますので、その中では当然打合せをしている段階で

変わってきている部分はございます。使いやすさであったりとか、あとは収支を考えたとき

に、ここをこういうふうにしたほうがいいというような部分で打合せをさせて、実施設計は

進めております。 

  なので、実際、予算というか建築費が幾らというところは、基本設計のときには出してい

ただきましたけれども、その辺も踏まえて、あとは建築費の増嵩分、建築費の値上がり分

等々も踏まえて今現在は進めているところなので、打合せをしながら進めているというよう

なこと、あとは当然、町としての考え方もこの中には入っていますので、その辺のところで

今回の予算のほうに計上させていただいて、進めていくということでご理解いただければと
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思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） ここで１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

  ２款総務の質疑を続けます。 

  宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ７番、宇津江です。簡潔に質問させていただきたいと思います。 

  39ページの２款１項８目の18負担金、婚活支援事業補助金ということですが、話によりま

すと、これはＡＩ、いわゆるコンピューターですかね、ＡＩを活用した支援事業というよう

なことを聞いていますが、これに間違いはありませんでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 婚活支援事業については、委員おっしゃるとおりにＡＩによ

る出会いのマッチングのシステムに対しての入会に対しての支援というようなことでおりま

す。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） 分かりました。 

  ＡＩというと、人工知能、よく将棋とか囲碁の対戦相手でＡＩというようなことも聞きま

すが、このＡＩを活用したものが婚活までも来る時代かなというふうに感慨深いものがあり

ます。我々年代、昔においては、婚活といいますと非常に世話好きな仲人さんとか、あるい

は情報をいっぱい持っている保険会社のおばさんとか、こういった方がいろいろどうですか

と話しかけてきて、見合いして結婚に至るわけですが、私もその一人であります。 

  こういった方々のおかげで今生活しておるわけなんですけれども、それで人口減少・少子

化ということをよく痛いほど耳にするんですけれども、やはり結婚してもらわないと人口は

増えないというのは明らかであるわけですけれども、こうした中で、このＡＩというコンピ

ューターを使ったいわゆるマッチングですかね、相手方との縁の問題もあると思いますが、
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そういったことは非常に画期的なことだと私は感じております。 

  それで、役場内にも何か婚活チューター制度とか、いろいろありますよね。そういうのは

あるんですけれども、それと、私が先般、新聞で見ましたこのＡＩを活用した相談所は山形

市内で実際にやり始めているというようなことを聞いていますので、それとの関係、積極的

にそういったところに町としても連携を取って、町内にいるいわゆる独身者ですかね、こう

いった方々に紹介してはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） まず昔でいう仲人さんというようなことでありますけれども、

そこの部分については婚活コーディネーターというようなことで委嘱をさせていただいてお

ります。その方々がいろいろ相談に乗っていただいたりとかして、相手方と、お見合いでは

ないんですけれども、ちょっと引き合わせる場面なんかもつくってもらっているというよう

な取組もさせていただいています。そして、その方々にこのＡＩのシステムもどうですかな

んていうようなことでのお誘いもしていただいているところでありまして、そんなこともし

ております。 

  あとは、近々、そのＡＩでの申込みの募集というようなことで、寒河江・西村山地区合同

で、寒河江のほうでそういった説明会をしながら、登録者の拡大に向けての取組もさせてい

ただいているところです。多くの人から登録をしていただかないと、これも先に進まない話

ですので、まずは会員の登録の拡大に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ありがとうございました。 

  始まったばかりということで、最初が肝腎だと思います。幅広く独身会員等、こういった

いわゆる募集、ここに頑張っていただきたいと思います。 

  それで、こういう制度というか、こういうのがあるというのがほとんど知らないんではな

いかと思いますね、若者が。今、スマホの時代で、そういった若者がそういったスマホの操

作、それから情報を得ているかもしれませんが、できましたら、こういうのもあるというこ

とで、いわゆる町のお知らせ版とか、チラシの配布とか、ホームページとか、こういったこ

とで幅広く宣伝していただければいいかなと思います。やっぱり昔みたいに仲人さんの、対

面形式で会って、いろいろ話して、趣味は何ですかとか、給料はどのぐらいですかとか、い

ろんなことが話合いの中で出てくるわけですけれども、このＡＩにおいては、最初にそのデ

ータ、その人の例えば趣味とか、給料は幾らだとか、身長、体重は幾らだとか、そういった
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いろいろその方の、あと要望とか、データが蓄積されて、その結果マッチングして、この人

だったらどうかなというようなことだろうと私は感じておりますので、そういった広報のほ

うにもぜひ力を入れて宣伝していただきたいと思います。回答は要りません。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  ページ数38ページ、公共交通対策費の中の負担金補助及び交付金の中で、バス路線維持費

補助金、これについてお伺いします。 

  このバス路線は山交バスだと思うんですけれども、寒河江、大江、朝日にまたがっている

と思いますけれども、この230万というのは大江町の負担金で、寒河江と朝日はどれぐらい

の割合なのかなと思いまして、またこれっていつぐらいから遡ってこの補助は出していたん

でしょうか。お聞きします。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  今、委員おっしゃったとおり、この補助金については、山交バスの寒河江宮宿線に対する

収支に対する補助ということで行っております。これには当然、国からの補助あるいは県か

らの補助ということが入っておりますので、それを除いた町からの補助ということで考えて

おります。 

  実際は、路線の延長によりまして、大江町と寒河江市と西川町が負担しております。大江

町の負担分が補助金全額のうちの23.3％が230万円ということで行っております。寒河江市

さんが28％の276万4,000円、朝日町さんが48.7％で480万8,000円ほどを補助しているという

補助になってございます。この補助については令和３年度から行っている補助でございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  令和３年度から、はい。 

  それで、そのバスについて、大体どれぐらいの利用率とかというのも調べてはありますで

しょうか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 
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  利用率といいますか、乗客の数については、ちょっと資料を持ち合わせておりませんけれ

ども、当然、昨年、一昨年と比べると、コロナの状況でかなり利用者が減っているというよ

うな状況をいただいております。補助金のほうも令和４年度よりも実際の金額で94万2,000

円、当初予算で94万2,000円上がっているということは、それだけ利用者も減って赤字が大

きくなっているというような状況にありますので、危機感を抱きながらの補助というふうに

考えております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） ページ数が42ページの２目の賦課徴収費でございますけれども、そ

の中の委託料ということで、地方税共通納税システム導入委託料154万円があります。その

３つ、４つ上に税システム処理等委託料287万3,000円というふうにありますけれども、シス

テム関係で、委託料と、その下の使用料及び賃借料でも、基幹システム借上料ということで

1,200万円ぐらい計上になっております。 

  それぞれ違うというふうになるんだろうと思うんだけれども、上のほうの委託料の287万

3,000円の税システム処理等委託料の中に組み込んだ形の中で一本化できないのかなという

ふうに思うんだけれども、そのシステム関連の３つのシステムの委託料関係についてどうい

う違いがあるのか教えてください。 

  それから、委託料の３番目に評価替資料作成委託料401万5,000円というふうなことが載っ

てございますが、固定資産税の評価替えというふうなのが恐らく６年度にあるのかなという

ふうなことを理解しておりますけれども、今年度から400万円何がしの制作委託料を計上し

て、来年度もまた同じような金額が計上されるのかなというふうな心配もあるんですけれど

も、評価替えに伴っての委託料がこれで十分足りるのかどうか。 

  以上２点。 

○委員長（土田勵一君） 税務町民課長補佐。 

○税務町民課長補佐（伊藤和幸君） ご質問のほうにお答えさせていただきます。 

  まず最初に、税システム処理等委託料、あと地方税共通納税システム導入委託料等、シス

テムに関する委託料の統一というふうな、まとめられないかというふうなことでのご質問だ

ったかと思います。 

  こちらにつきましては、まず税システム処理等委託料につきましては、基本的に経常的な、

毎年、税の賦課に係る各税目ごとの処理に係る委託料でございます。地方税共通納税システ
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ム導入委託料につきましては、これは現在全国的に進められております地方税の共通納税に

関わるシステム改修委託料ということでございまして、一緒に表記というようなことをちょ

っとせずに、別々に計上をさせていただいているところです。 

  ちなみに、共通納税システムにつきましては、これまでも毎年いろいろ改修を行っており

まして、令和５年度につきましては、税目、現在法人税、法人町民税とかで使われているん

ですけれども、その税目に新たにたばこ税とか入湯税というふうな形で税目が増えてくると

いうことに対応するものと、あと令和６年度から、今度は森林環境税というのが導入されて

きます。そちらに対応するシステム改修も今回の予算のほうに含ませていただいているとい

う状況でございます。 

  次の評価替資料作成委託料についてのご質問ですけれども、こちらにつきましては、評価

替えがある年もしくは評価替えの前の年だけというふうな形で資料を作成しているのではな

くて、基本的には、不動産鑑定、簡易鑑定なんですが、そちらは例年実施しております。必

ず時点修正といって年ごとに価格帯が若干ずつ変わりますので、その時点修正分の算定をす

るために毎年実施しているものとがあります。 

  それと別に、この評価替資料作成委託料につきましては、その土地の画地条件とか、土地

の形状とか、間口とか、その土地に関する条件が分合筆で変わったりしますので、そちらに

関する測量等の業務委託をしているというような状況でありまして、こちらも令和５年は、

それともう一つの公開用図面を作成するという業務も含んでおりますので、年によってこの

評価替資料の作成の内容が若干異なるというふうなことで、その分、予算額も毎年ちょっと、

同じ名称なんですけれども毎年金額が変わってくるというふうなことになってございます。

一応そちらのほうご理解いただければというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 詳しい説明ありがとうございました。 

  それでですけれども、総務課長にお聞きしたいんですが、電子関係の要するにシステム委

託料というふうなのが随所に出てくるわけですよ。これから出てくる民生費の中でも、シス

テム改修委託料とか、ずっと、電子関係のシステムの委託料というのが随所に出てくるとい

うことの中で、全体的に把握しているかどうか分かりませんけれども、町全体でそのシステ

ムの管理とか、保守点検とか、システム借上料とかというのはどのくらいになっているのか

なというふうなことを分かれば教えていただきたい。 
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  それから、現在、システム関係の業者というものが、恐らくＴＫＣという会社と契約をや

っているというふうに思うんだけれども、何年か、例えば５年契約とか10年契約とかという

ふうになっていると思うんだけれども、現在のそのＴＫＣと交わしている契約というのはい

つまでの期限なのか、その２点についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） お答えいたします。 

  こういったパソコン関係のシステムの使用料でありますとか保守料、全体で幾らかという

ご質問ですが、ちょっと今年分についてはまとめておりませんが、以前、10年ほど前に私、

財政係担当のときに積み上げたことがあります。そのときは一般会計だけで１億を超えてい

ました。ですので、今はもう1.5倍とか、もしくはそれ以上の額になっているかもしれませ

ん。 

  そうした経費を抑えるために、今回も２款１項６目のほうの36ページのほうですが、基幹

システム改修委託料という予算を計上しております。これにつきましては、そうした経費が

どこでもかさんでいるものですから、全国的に共通化したシステムを作って経費を圧縮して

いこうという流れがあります。これについても国のほうの補助を当てて進めるというような

ことになっております。 

  基幹システムの業者はもうかなり、10年以上契約しているわけですが、そちらにつきまし

ても、たしか令和３年度末で一旦切れる予定だったんですが、これを延長しまして、その統

一化したシステムを導入するべく今準備を進めているというような状況であります。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） パソコン関係、システム関係の予算が１億5,000万から２億近くに

なっているかなというふうに思うんだけれども、要するに新しい事業が出ると、そのシステ

ムを借り上げるとか、それとも委託するとかというふうなのが出てくるんですけれども、古

いというか、私みたいなあまり分からない人から言わせれば、全体の町の基幹システムの中

に取り込めるんではないかななんていうことも考えるんだけれども、事業そのものが新しく

なったから、そこを全部取り替える、全部委託料で補うとか、賃借でやるとかというふうな

のは全体でできないのでしょうかね、そこは。そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） お答えいたします。 

  それぞれの目ごとに基幹システム等借上料という予算があるわけですが、基本的にはＴＫ
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Ｃのシステムで、例えば総務課ですと給与システムでありますとか人事管理システム、あと

は税のほうでは戸籍のシステムとかということで、様々な種類のシステムは統一化をできる

だけ図っております。 

  ただ、一部、農政係の中山間地域の管理システムありますとか、部分的には別システムは

ありますけれども、可能なところは一元化するようにはしているというようなところであり

ます。 

○委員長（土田勵一君） これで総務費の質疑を終了します。 

  ３款民生費の質疑を行います。 

  48ページから56ページになります。 

  結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  55ページの委託料の中で、通園バス置き去り防止装置設置委託料の40万ですか、これ、具

体的にどういう装置なのかということと、何台分になっているのか、１台幾らぐらいかかる

のかというようなところ、お願いしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） お答えをいたします。 

  通園バス置き去り防止装置委託料につきましては、昨日の条例改正のところでも申し上げ

たとおり、昨年９月に発生した園児の置き去りの死亡事件を受けて、今回、国のほうからバ

スのほうに置き去りの防止のブザーを設置するという指導がなされたところでございます。

今回につきましては、対象につきましては町立保育園管轄のにじいろ保育園のバス２台分を

計上させていただいております。 

  その装置の内容ですが、現時点で考えているのは、まずは園児バスを運転をいたしまして、

とまったときに運転手の方がエンジンを停止すると、そういったときには必ず警報が鳴りま

して、警報を解除するには、バスの後ろのほうまで運転手の方が見回りをしながら行かない

と警報が解除にならないという装置と、あとはバスが停止した場合に、ある一定期間を過ぎ

ますと、例えば取り残した園児の方がいらっしゃればセンサーが鳴りまして、それに基づい

てもう一回園児バスの中を確認するという装置でございます。 

  ということで、今回40万計上しておりますが、１台当たり20万円ということで計上させて

いただいているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 
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○３番（藤野広美君） すみません、今のに関連でお願いします。 

  今、運転手のほかに１人の先生が常時乗ってこのバスを運行していると思いますけれども、

その体制は変わらずにやっていくということでよろしいですか。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 幾ら装置があったとしましても、結果的には人間の方が確認

するのが一番でございますので、当然これからも補助員をつけていただいて、二重チェック

ということでやっていきたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 実施はいつからの予定なんでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 装置のほうの設置ですかね。これも昨日の条例改正のほうで、

経過措置ということで来年３月31日までという経過措置が設けられておりますが、新年度予

算が通れば早々に設置をしたいというふうに考えております。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

  関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 民生費のほうで質問させていただきます。 

  49ページ、扶助費の中の冬の生活応援事業と、50ページの扶助費の中の雪下ろし等費用支

給費について聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 冬の生活応援事業費につきましては継続事業になりますけれ

ども、要は大江町に在住の高齢者世帯、高齢者のみの世帯で町民非課税の方を対象として、

冬の暖房の費用に対して助成をするものでございます。 

  あと、雪下ろし等支給費につきましては、この方も町内の高齢者の世帯、高齢者のみの世

帯、あとは障害者世帯に対して冬季間の雪下ろしの費用に対して助成を行う事業でございま

す。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 了解です。 

  雪下ろし等費用支給費ということで、１件当たり幾らなのか、またその支給というのは、

高齢者の方なので、その高齢者本人に支給をして、それを業者の人に払ってもらうのか、そ

れとも町のほうで申請があったときには、当然、個人でもお支払いはしなければならないと
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思うんですけれども、その補助分を町のほうで事業所に払うのか、その辺のところをちょっ

とお聞かせください。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） まず、限度額につきましては、雪下ろし費用については２万

5,000円の９割分について助成を行うものでございます。また、玄関除雪につきましては２

万4,000円の９割を助成をしております。 

  その補助の仕方ですが、基本的には、申請者の方から領収書を添付していただきまして、

その内容を確認した上で利用者の方のほうに補助をするという形を取ってございます。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ありがとうございます。 

  高齢者の方にとってはやはり冬季間の雪下ろしとか間口の除雪というのは大変な作業にな

ると思います。多分これ、シーズンに１回きりだと思うんですけれども、やはり雪の状況を

見て、やはり２回とか３回しなければならないときにはそのような支援も当然していただき

たいと思いますし、ここの支払いの部分なんですけれども、利用者の方が領収書を出して、

それをもらって払うということの作業も少し大変な作業になってくる高齢者の方もいるんで

はないかなと思っております。 

  そこで、以前、居宅介護サービスのときに、町のほうが先に払うというようなことのシス

テムもあったと思うんですけれども、業者との話ともなると思いますけれども、そういうふ

うなところも少し利用者の負担が軽減できるような、そういうふうなシステムとか、そうい

うふうなことも考えてはどうかと思いますけれども、どうでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 最初に、雪下ろしのほうは、年１回ではなくて年３回助成を

させていただいております。 

  あと、支払いの方法は、業者の方に支払うということもありますけれども、今回３回とい

うのは、年３回分合わせて請求していただければ一番よろしいわけでして、一回一回分です

とそれなりに計算をしなければならないので、例えば大雪の場合は３回下ろす方もいらっし

ゃるので、そのときについては合わせて請求をして、その補助率を掛けて支払うという方法

を今は取らせていただいているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○委員長（土田勵一君） これで民生費の質疑を終了します。 

  次、４款衛生費の質疑を行います。 

  56ページから60ページになります。 

  藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 57ページ真ん中、委託料の一番下、産後ケア事業委託料22万5,000円

についてお伺いします。 

  令和４年度は出産した方が何人いらっしゃって、この対象となって利用している方は何人

なのかお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） ご承知のとおり、令和４年度の出生者につきましては現在の

ところ14名というところで、今の時点でこの産後ケア事業を利用している方はいらっしゃい

ません。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 令和４年度は誰も利用した方がいないということでしたけれども、そ

の前に例えばあった方で、どのような悩みの相談とかがあったのかお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） この事業の中身につきましては、やっぱり出産に伴いまして、

様々な保護者の方についてストレスとか、そういったところをケアする事業でございます。

その中身としては、保健師さんによる相談事業とか、あとは病院・診療所等に入院をして療

養する事業も含まれておりますが、基本的には療養する方はいらっしゃいませんけれども、

過去にはというか、保健師の相談事業というのは、様々な中で１名、２名については今まで

相談をしてきた経過がございます。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  59ページかな、59ページの上のほうで、18節負担金補助金のほう、これの中の重粒子線が

ん治療患者支援事業費補助金でありますが、これは何件分ぐらい見込んでいるのか、去年あ

たりはこの補助を受けた方は何人かおりましたかということで、その辺のところ、お願いし

ます。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（伊藤 修君） ご質問の重粒子線がん治療患者支援事業補助金につきまして

は、これは山形大学附属病院のほうで新たな機械を入れて実施をしているものでございます。 

  これが対象となるがんというものは、保険適用になるがんと、それ以外の先進医療のがん

というものがございますが、その先進医療のがんにつきましては、照射回数にかかわらず１

回当たり314万円の費用がかかるということになっております。それは個人にとってはかな

り負担になりますので、そういった場合については、先進医療の保険とか、そういったもの

を適用することになるわけなんですが、今回の補助の内容につきましては、その照射費用

314万円の20％の62万8,000円を国・県でそれぞれ半分ずつ持って補助をするという形になっ

ております。これは昨年から始まりましたけれども、令和４年度も含めまして現在のところ

申請されている方はいらっしゃいません。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） ４番、櫻井和彦です。 

  58ページ、４款１項２目12節ウイルス検査委託料25万円、今度コロナが２類から５類に引

き下げられますよね。これが５月８日から、５類というのは季節性インフルエンザと同じ扱

いなんですけれども、この検査委託料にはコロナ関連のやつは含まれているんですか、いな

いんですか。それとも、国からの指針がまだ出ていないんで、それは指針が示されたときに

追加という形になるんでしょうか。どうですか。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） コロナの在り方については、現在政府のほうで進め方が検討

されているところでございます。正式な国のほうから通知はございませんけれども、新聞報

道によれば、ゴールデンウイーク明けからは、外来診療だとか、あとは検査費用については

個人負担になるという話は出されております。 

  今回予算化しているのは、そこまでの期間、例えば４月の期間については全く情報がない

ものですから、その１か月分だけについては、もしも町民の方がＰＣＲ検査を受ける場合に

ついては全額補助をしたいということで、そういうことで今回予算を上げさせていただいた

ところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） じゃ、国の指針が定まればまたいろんな情報が来たり、追加になった

りするということなんですよね。 

  実は、来週からマスクは個人の判断になったりするんですけれども、それに関して何か町
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民の方に徹底しなきゃいけないとか、通知とかという考えはありますかね。 

○委員長（土田勵一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 国からの通知につきましては、２月22日付のお知らせ版のほ

うで既に流させていただいております。内容的には国の方針のとおりで、基本的に５月13日

からはマスクの着用については個人の判断に委ねられると、すみません、３月13日からは。

ただ、医療機関を受診される場合とか、あとは高齢者とお会いになる場合、あとは通勤の場

合に電車、バスで混み合っている場合については推奨してくださいというお話がありますの

で、町としてもその政府の方針に従いまして、そういったことで現時点では考えているとこ

ろでございます。 

  ただ、今日のニュースなどを見ると、各会社によっては、従業員の方はマスクをするとか、

そういったところもありますので、その辺のところは今後改めて検討していきたいと考えて

いるところです。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ちょっと簡単にお願いします。 

  59ページの負担金補助金のところで、下から２行目ぐらいのごみ集積所設置等事業補助金、

去年は４件ほどあったと思うんですけれども、今年は何件予定しているのか、それから場所

がどの辺なのかというのをお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） ごみ集積所設置事業補助金についてご説明いたします。 

  この補助金につきましては、令和３年度から始まった制度であります。今年の実績につき

ましては４件実施がされました。令和５年度につきましては５件を想定しておりますが、今

のところ実施する区は確定はしておりません。これから応募をかけるというようなことにな

ります。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで衛生費の質疑を終了いたします。 

  ５款労働費の質疑を行います。 

  60ページ、61ページになります。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで労働費の質疑を終わります。 
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  ６款農林水産業費の質疑を行います。 

  61ページから70ページになります。 

  藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 63ページ、18負担金補助金交付金、一番下になりますが、青果物等振

興支援事業補助金1,000万円についてお伺いします。 

  詳細をまずお願いいたします。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 青果物等振興支援事業ということで、令和５年度からの新たな事

業でございます。 

  令和６年にリニューアルオープンする道の駅の産直施設を充実させようというふうな目的

で、特に冬場の出荷ブースが少なくなるであろうというふうなことから、園芸作物の作物用

のハウスの設置等、出荷調整に必要な冷蔵庫の購入費に対して補助をするものでございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  ハウスというのは大きく建てるんじゃなくて、各農家さんの農地にそれぞれというふうに

なるのかと、あと補助金等の上限とかはあるのかもお伺いします。 

  ハウスにつきましては、それぞれ農家さんごとに設置するというふうになります。補助率

は３分の２で、上限を100万円ということで予定しております。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 農家さんには、今どのくらいの方が新しい道の駅についてアポ取って、

いいとなっているか分かりませんけれども、町内、町外もいらっしゃると思うんですけれど

も、町外の方もその冷蔵庫、ハウス等の補助金の対象になるのかということと、あとハウス、

冷蔵庫一緒じゃなくて、それぞれ一つという申請で考えているのかお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） これは町単独の補助事業でありますので、原則町民の方というふ

うに考えております。 

  ただ、現在も町外の方でも道の駅に出荷している方がいると思います。あと、新たな道の

駅の出荷組合といいますか、協議会といいますか、これから立ち上がるようですので、それ

の加入状況などを見ながら、あくまでも道の駅に出荷してくださるという方でしょうから、

そこら辺の加入状況を見ながらちょっと検討をしたいとは思います。３分の２の上限100万
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円以内であれば可能かなというふうに思います。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  64ページの畜産業費、これの委託料、食鳥処理施設指定管理料が360万ということで、去

年から見ると60万円アップしていると。そういったことと、大分軌道に乗ってきたんではな

いかなと思っていますが、令和４年度の実績などもちょっとお伺いしたい。 

  あと、今後の見通しといいますか、処理数というか、お願いします。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 指定管理料、今年度までは300万円から来年度以降は360万円とい

うことで、この委託料の中には電気料等も含んだ料金になっておりますので、昨今の電気料

の値上がり分などを勘案して60万円増額したものでございます。 

  令和４年中の処理数といいますか、飼育数で申し上げますと、大体2,500羽程度でござい

ます。 

  今後は、これまではちょっとコロナ禍などもあり飲食店への出荷などもかなり減っていた

というようなことから、飼育控えもあったかと思います。今後、コロナも大分収まってきた

ということで、５年以降はもう少し羽数も伸びるのではないかと期待をしております。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 関野幸一です。 

  65ページ、工事請負費の中の農山村地域環境施設維持修繕等工事費のことでお伺いします。 

  最初の説明では、月布、あと十八才の遊具の撤去というお話でありました。町内にたくさ

んの公園があって、その公園には子どもの遊具等が設置してあり、地域の子どもたちがその

公園で遊んだり、町内の子どもたちが何かの折にそういうところに行って遊んでいる大切な

遊具だと思っております。どういう理由でその遊具を撤去するのか、その辺のところをお聞

きしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） この農山村地域環境施設維持修繕等工事費ということで、今、委

員がおっしゃったように月布と十八才の公園の遊具の撤去工事でございます。 

  遊具関係につきましては、毎年、専門の業者から安全点検をしていただいております。そ

の安全点検結果に基づいて、非常に危険だというふうな判断をなされた遊具について、その

遊具について撤去するということでございます。 
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○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 今回、地域が月布、十八才ということですけれども、やっぱり公園、

あとその中にある遊具というのは、やはりこれ、町の政策でもあります子育て支援、あと移

住・定住等に関して言えば大変貴重な財産だと私は思っております。 

  その中で、月布に移住してきた、十八才に移住してきた若い夫婦の方がそこで子どもを育

てるときに、公園に遊具がなくなっていたとか、そういうふうなこともあり得る話だとは思

っております。町では、片っ方では移住・定住、子育て推進ということを言いながら、その

公園等の遊具に関して、古くなって危なくなったからすぐ撤去するというんでは、話のつじ

つまが合わないのではないかと思っておりますし、以前から公園に関しては様々なご意見を

述べさせていただいておりますが、やはり公園にかける予算というのがあまりにも少な過ぎ

て、やっぱりきちんと公園の整備がなっていないのではないかと思っておりますが、その辺

に関して課長はどういうふうに思っておりますか。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 農林課の場合は農村公園ということで、各地区に公園ありますけ

れども、この月布、十八才に関しては、危険な遊具については撤去いたしますけれどもまだ、

それ以外にも遊具は残っておりまして、修繕の利くものについては修繕をしながら利用して

いきたいというふうに思っております。 

  ただ、やはり子どもさんたちが遊んでけがをしたというふうなことがないように、やはり

安全点検をしながら、今後とも修繕をしながら利用していただきたいというふうに思ってお

るところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ありがとうございます。 

  本当に古くなっている遊具でけがをするというのは大変困りますけれども、やはり地域の

中で公園で子どもたちが遊んでいる声が聞こえるだけで、やはりその地域の活発化、活性化

が出てくると思います。私たち高齢者の方、私は高齢者じゃないですけれども、高齢者の方

も、子どもたちの声が聞こえることによって元気を取り戻すというようなことになると思い

ますので、やはり撤去したんだったら、また今、あまり壊れないようなプラスチック製とか、

そういうふうな遊具等もあると思いますので、そういう足りないものはそこにまた入れても

らえるようなことで、やはり公園があるんであれば、そこで子どもたちが遊べるような設備

はきちんと整えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  68ページの工事請負費、新規就農者用住宅建設工事費なんでありますが、これの詳細につ

いてでありますが、建坪はどのぐらいなのか、あるいはこれは恐らく西山杉を利用して建て

るのかなというふうに思いますけれども、それから大江町型住宅として建設していくのか、

あるいは建築費用の坪単価ですね、どのぐらい見込んでいるのかといったところ、お願いし

ます。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 新規就農者用住宅建設工事費2,700万ということで、予定してお

ります延べ床面積につきましては約86平米、約26坪の木造一部２階建てでございます。もち

ろん、木造部分につきましては西山杉も活用しながら建築するということでございますけれ

ども、いわゆる大江町型住宅と、これまで建設してきた住宅とは違って、極力安価に抑えら

れるようにということで、例えばまきストーブなどはこのたびは設置しないというふうなこ

となどもあって、大江町型住宅にはこだわらず、このたびは建設したいというふうに考えて

おります。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） これまでずっと大江町型住宅で進めてきたんですけれども、今ちょ

っと聞こえなかったんで、なぜその大江町型住宅を断念したかというか、やめたのかという

か、その辺と、それからもう一点で、その下にある新規就農者育成総合対策事業補助金とい

う、ここの説明もお願いします、併せて。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 先ほども申し上げたように、かなり今建築費等も高騰しておりま

すので、できる限り安価に抑えたいというふうなことから、大江町型住宅にはこだわらず、

このたびは建設したいというふうなことでございます。 

  あと、新規就農者育成総合対策事業補助金1,500万円でございますけれども、この事業に

つきましては、その上に記載しております農業次世代人材投資事業補助金、これが令和４年

度からその下の新規就農者育成総合対策事業に名称と一部内容が変更になってできた事業で

ございます。 

  こちらにつきましては、新規就農者が営農を開始した際に年間150万円が国から補助され

るものでございます。これまでは５年間の補助、最長５年間でありましたけれども、この令
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和４年度からの新事業は３年間に期間が短縮されました。その代わりと言っては何ですけれ

ども、初期投資部分について厚く補助するというようなことで、初年度に例えば大型機械を

購入するとか施設を整備するというふうなことに使うために事業費で上限500万円の４分の

３の補助が出るというふうな内容に変更になった事業でございます。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） ４番、桜井です。 

  あまりやり取りはしないやつなんですけれども、６款１項７目18節ユリまつり負担金なん

ですけれども、これ、大山でやるヒメサユリのやつだと思うんです。66ページです。 

  これは、ユリまつり、私も行くんですけれども、仮設トイレなんかは準備するものも入っ

ているんですかね。 

  実は、去年行って、利用者の方からトイレがないと。一番高いところに管理棟があるんで

すけれども、そこまで行けばあるんですけれども、たまたま障害、ちょっと足の不自由な方

がいて、車椅子を借りにいったんです。管理人さんがすごい優しく車椅子を貸してくれて、

私が押して園内を案内したら、トイレに行きたいと。トイレがやっぱり近くにないので、上

まで上らなきゃいけないんです。坂道を押しながら上まで上らなきゃいけないんです。結構

な距離があるんですよね。足が不自由なんで、裏から行けば近いんですけれども、木造の階

段みたいなやつがあってなかなか上がれない。仮設トイレがあれば、もうすぐに利用できる。

でも、仮設トイレがなくても、コテージを１棟、２棟開放すれば、トイレを利用できて、し

かもコテージのアピールにもなるんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺、この金額

には反映されていますでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） このユリまつり負担金については、そういった費用は含まれてお

りません。近年はちょっとコロナ禍ということで縮小して開催しておりましたけれども、コ

ロナ禍前は１棟コテージを開放して、見学兼トイレもお使いくださいということで開放して

おりました。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） では、コロナはもう少し収まりつつあるんで、今後やるときにはコテ

ージを開放して使えるような形にするということでよろしいんですかね。これは町民からの

要望もありますので、返答だけでお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 
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○農林課長（秋場浩幸君） ５年度の開催からはそのようなことができるのかなというふうに

思っております。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで農林水産業費の質疑を終了いたします。 

  ２時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

  総務課長より発言の申出がありましたので、許可します。 

  総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 先ほどの２款の質疑の中で、毛利委員のほうから、パソコンと

か、そういったシステム関係の経費で幾らかというご質問がありました。 

  その中で、私は10年ほど前の金額を１億を超えていたと申し上げましたが、ちょっと過大

でありました。今から12年前の平成23年当初予算段階では、一般会計分で約8,000万、特別

会計で700万で、合計8,700万円という金額でありました。 

  なお、令和５年度につきましては集計はしていないんですが、当時と比べまして特に教育

費関係、学校関係でのそうした経費がかなり増えておりますので、1.5倍以上というのはあ

ながち間違っていないように思っております。 

  なお、参考までに基幹システムだけに限定しますと5,500万ほどかかっているというよう

な状況であります。 

  おわびして訂正をいたします。 

○委員長（土田勵一君） ７款商工費の質疑を行います。 

  70ページから74ページになります。 

  関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 73ページ、お願いします。 

  73ページの委託料の中から、観光情報発信業務委託料というのが506万1,000円の金額にな
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っておりますけれども、これは今年度より幾らかちょっと高くなったような気がするんです

けれども、どのような業務の内容か、またどのようなところに委託をしているのかお聞かせ

ください。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 観光情報発信業務委託でありますけれども、これについては

大江町観光物産協会のほうに委託をしておりますが、観光物産協会の職員ということで１名

雇用させていただいて、観光物産協会でのＳＮＳの発信とか、そういった業務等々、職員か

らはしていただいています。 

  このほかに、観光パンフレット、あとはのぼり旗とか、そういったものを作成させていた

だいて、町の観光の情報発信をするものでございます。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） いわゆるこれは観光物産協会のほうの分の料金も入っているというこ

とでいいのかな、今町にいる職員の方。それとも純然たるそのＳＮＳの発信とか、パンフレ

ットとか、そういうものだけの費用になるのか、こういう書き方すると分からないんですけ

れども、そこを詳しくお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 観光物産協会の職員の分の賃金がここに入っております。そ

して、観光物産協会の業務と併せてホームページの更新とかＳＮＳの発信なんかもしていた

だいております。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  73ページの14の工事請負費ですかな、観光やな改修工事費1,200万ほどあるわけですけれ

ども、これは豪雨のたびに毎回同じぐらいの予算が取られているということで、これも考え

なくちゃならないんじゃないかなということでの質問なんですけれども、白鷹のあゆ茶屋の

ように上げ下げすればこういうのは防げるんじゃないかなと思いますし、10回ぐらいやれば、

これが10倍になって１億2,000万になるわけですので、その辺考えたほうがいいのではない

かなというふうに思うんですが、どうですか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 観光やなの件でございますけれども、委員言われるとおり、

抜本的な改革をしてはどうかというようなご提言かとは思いますけれども、なかなか現場的
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に、道路からかなり下に下がってのやなというようなこともありますし、対岸の半分くらい

から先が寒河江市というようなところもございますので、なかなかそういった抜本的な改革

には至らずに現状を維持しているというようなことでございますので、その修理の在り方、

今後のやり方については、様々実施している団体とも、管理委託をしている団体とも協議を

しておりますが、なかなか改善策が見えられないというようなことでございますので、今現

状のままで運営するしかやむを得ないのかなと感じているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） 分かりますけれども、このままでは本当に何か無駄というとちょっ

とおかしいですけれども、何とか考えていただきたいなというふうに思います。 

  それと、もう一つ、上のほうのやつで測量設計委託料2,600万と、これと用地費が関係し

ているのかなというふうに思うんですけれども、その辺のところの説明と、最初に記念碑を

建立するというような話も聞きましたんで、どんな記念碑を建てるのかなということ、その

辺お願いします。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） お答え申し上げます。 

  まず、測量設計と用地費の関係でございますけれども、委員述べられましたように、テル

メ柏陵の東側に駐車場がありますけれども、その隣に道路がありますけれども、その道路か

ら道路のわきの農地、畑になっておりますけれども、そこから川までの間の民有地を買収し

て緑地公園にしていきたいというような計画でおります。 

  ただ、全てが全て買収ということではありませんけれども、あれの北側半分ぐらいという

かな、そういった感じで用地を買収して公園にしていきたいと考えております。まだどうい

ったものという具体策はないんですけれども、今後検討してまいりたいと思います。 

  あと、そこにおしんのロケ地の記念碑を建立するというようなことで考えておりますけれ

ども、それも今、発起人会を設けて今検討しておりますけれども、中身がまだまだ決まって

いなくて、今どういうものを建てたらいいのかなということで、その発起人会の中で相談を

しながら検討しておりますけれども、ある程度の形、どういったものを建てるかについては、

ある程度決まりましたらばお示しをしたいと思っております。 

  その記念碑のところの費用については今回は予算は計上しておりませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 
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○９番（結城岩太郎君） ありがとうございます。 

  記念碑建立、おしん関係のを建立するというのはいいと思いますけれども、農地を購入し

て緑地公園にしたいということなんですけれども、またこれ、またまた管理費用も変わって

くるし、そんなに要らないんではないかなと。上のほうにも道の駅があるわけですし、必要

ないんじゃないかなというふうに思うんですが、どうしても緑地公園をしたいと、こういう

ことでしょうかね。 

  あるいは、そっちこっち、大江町にも公園いっぱいあるんですね。十八才の農村公園です

か、あの辺もほとんど利用していない、そういう公園が結構とは言わない、少しあるなとい

うふうにも、管理費がこれからかかってくるということで、できるだけこの財源を少なくし

ていかなくちゃならないというところでありますので、そこまで必要なのかなというふうに

も考えますけれども、その辺どうでしょうかね。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） おしんの像を建てるというような計画で、ロケ地の記念碑を

建てるということで考えておりますけれども、やっぱりその碑の周りにはある程度の空間、

環境を整備していかないといけないのではないのかなと思います。やはりその前で広場が少

しあって、お客様がそこに来ていただいて、例えば大型バスで来るとするとなると、40名、

50名が一気に来るというようなこともあるので、ある程度の空間構成は必要なのかなと思っ

ていますけれども、それに合わせてやっぱり周りの環境も必要かと思います。ただ何もない

ところにぽつんと記念碑があってもつまらないと思いますので、周辺の環境整備も必要かと

思いますので、緑地公園も含めた形でおしんのロケ地を整備していきたいと考えております。 

  あと、維持費もなるべくかからないように、どういう公園にしていくかですけれども、な

るべく費用かからないような形でやっていきたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ７番。 

  関連質問でございますが、今度新たに最上川の大明神付近に、おしんのいかだがそこから

出発して酒田のほうまで行ったということですが、あわよくば、この記念碑がいつ頃完成す

るか分かりませんが、オープニングのセレモニーですね、こういうのがあったときに、女優

の、いわゆるご本人の小林綾子さんなんかをいわゆるセレモニーに招待していただけたら、

これは最高の観光ＰＲになるんじゃないかなというふうに思います。小林さんも今何歳か分

かりませんが、子どもの頃、もう何十年も前のことですから、非常に懐かしくて、大江町に
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来てくださるんじゃないかなと思うんですが、これについてどう思うか、課長にお願いした

いと思います。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） ご提言いただいてありがとうございます。 

  私どもも、やっぱり記念碑の除幕式というか、そういったものをして、にぎやかにやって

ＰＲを図って誘客につなげていきたいなと思いますので、皆様方からも様々ご意見いただけ

ればありがたいと存じます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ３番、藤野です。 

  73ページ、17款備品購入費の中の施設用備品購入費903万円とありますが、詳細をお伺い

します。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 施設用備品でありますが、テルメ柏陵の大広間のほうにテー

ブルと椅子がないというようなことで、そういったものとか、あとはテルメ柏陵の受付のと

ころにデジタルサイネージということで、受付の上のところにモニター画面がありますけれ

ども、これがちょっと不具合が生じているというようなことで、そういった広告のデジタル

サイネージというようなものと、あとは券売機もかなりちょっと調子が悪いというようなこ

とでありますので、それらと、あとはレジスターを購入して、テルメと柳川のほうに設置を

させていただきたいというようなことで備品を予算計上させていただいております。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 大広間にテーブルと椅子と説明ありましたけれども、何セットなのか

ということと、あとレジスターというのは今もあると思いますけれども、同じ内容のような

レジスターを購入するのか、もう少しレベルの高いものを購入するのかお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） お答え申し上げます。 

  椅子とテーブルの関係でございますが、テーブルが50台と椅子を100台購入させていただ

きたいと思っています。あと、レジスターについてはＰＯＳシステムが入ったものでして、

レジでぴっとすると、誰の売上げでどういったものが販売になったかというようなことで販

売の分析ができる、売上げの分析ができるレジスターを購入させていただいて、どういった

ものが売れ筋商品かというのも分類していって売上げ向上につなげていきたいという考えで
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ございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 購入時期とか、この工事の時期とかというのは、今のところ分かるん

であればお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 予算をお認めいただければ、なるべく早めに順次購入してい

きたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 73ページからお願いいたします。 

  まず、委託料のところにある看板委託料の30万円の詳細と、あとは負担金補助金の科にあ

る秋まつり負担金、神通峡祭り負担金について少し詳しくお聞かせください。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 看板作成委託料でございますけれども、まずテルメ柏陵の石

風呂というか、今改修しておりますけれども、グランドオープンを７月頭に予定しておりま

すけれども、そのときに玄関口の上のところに、そのグランドオープンというような形での

その看板を設営させていただきたいというようなことであります。あとは、古寺の駐車場の

ところに仮設のトイレを設置しておりますけれども、そこのところにもちょっと誘導するた

めの看板というようなことで必要となっておりますんで、その部分の看板ということで30万

でございます。 

  あと、神通峡祭りの負担金ということで100万円ということでございますけれども、神通

峡は今現在は通行止めというようなことで、川がダム化しておりまして、その関係で遊歩道

が通れないというようなことになっておりますけれども、まずは、来年度はちょっとどうな

るのか、雪解けがどうなるのかですけれども、もし秋までに開通できるとすれば、神通峡祭

りをまた開催させてもらいたいなというようなことで考えておりますけれども、以前の神通

峡祭りですと、中のほうに、柳川のところから滝前広場まで普通自動車で入っていきますと

道路が混雑するというようなことで、シャトルバスを運行しておりますけれども、そのシャ

トルバスの運行分というようなことでの費用というようなことでの負担金というようなこと

になっております。 

  あと、秋まつりの負担金というようなことで200万でございますが、来年度は、秋まつり

のときにＪＲさんのほうでイベント列車を走らせていただけるというようなことになってお
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りまして、物販のほうも強化して宣伝ＰＲも強化していきたいなというようなことで、来年

度は少しお金をかけながら、にぎわいをしながら、ＪＲ左沢線の利用拡大と駅前のにぎわい

創出をしていきたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） まず、イベントのほうで、神通峡祭りに関しては、今後雪解けが早い

と思われるんで、４月ぐらいになったら、建設のほうで神通峡なり、多分点検に行くと思う

んですけれども、昨年度の状況であれば、今年度の開催もなかなか難しいのではないかなと

思っております。その中で予算を上げるというのは、かすかな期待で予算を上げてきたと思

うんですけれども、その辺のところははっきり現場のほうを確認に行って、どうできるかと

いうことを確認していただきたいと思います。 

  あと、秋まつりに関しては、４月のＪＲとの提携のイベントのように、イベント会社にこ

の金額で頼むのかなと思ったんですけれども、町のほうの指導で様々なものをやるという部

分の経費であるんだったら、なるほどなということで分かっております。先ほど言いました

ように、にぎやかなこういうイベントになるように頑張っていただきたいと思います。 

  看板の設置なんですけれども、今コロナ禍で、温泉のグランドオープンの看板、あと古寺

駐車場の仮設トイレの誘導への看板というのがありますけれども、古寺の駐車場さん、仮設

トイレもいいんだけれども、古寺の案内センターのトイレも使えるんであれば、仮設トイレ

というのはわざわざ置く必要があるんですか。 

○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 古寺の案内センターの前にトイレを設置させていただいてお

りますが、確かに案内センターにもトイレがございますけれども、登山者のことであります

けれども、朝早く出かけたりとか、夜遅くに来たりとか、特に朝早い方がいらっしゃいまし

て、案内センターはそのときは開いていないというようなこともあって、朝お使いになって

上っていく方もいらっしゃるというようなこともあって仮設トイレを置かせていただいてお

りますので、そんなことでご理解いただければと思います。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  72ページの委託料の一番下に、古寺駐車場維持管理業務委託料の30万と、こうあるんです

けれども、今年度といいますか、25万だったなと。５万円アップしたその理由などお願いし

たいなというふうに思います。 
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○委員長（土田勵一君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 古寺の駐車場の維持管理業務でありますけれども、この業務

については、古寺案内センターの前に大きな駐車場がありますけれども、そこに段差がある

ものですから、車が転落すると悪いというようなことで、そこにポールを立ててロープを張

らせていただいています。それでちょっと人件費もアップになっているというようなことも

あって、その部分であとは資材も少しかかるというようなこともあって、若干委託料が増額

になっております。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで商工費の質疑を終了いたします。 

  ８款土木費の質疑を行います。 

  74ページから81ページになります。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 80ページの14節工事請負費、柏陵広場整備工事費9,400万円について

お伺いします。 

  これ、今ある建物の解体と整備に係る費用だと思いますけれども、詳細をお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） ８款４項２目公園費の工事費になります。柏陵広場整備工事

費というようなことで9,400万円でございますが、委員のおっしゃるとおり、現在、柏陵荘、

建っておりますので、それをまずは解体・撤去というようなこと、併せてアスファルトの今

駐車場になっておりますので、そちらのほうの撤去をした上で公園整備というような形にな

ります。 

  整備については、こちらについても令和５年、６年、２か年での債務負担行為での工事と

いうようなことで、道の駅のオープンに合わせてこちらのほうの公園についてもオープンし

たいというようなことで考えております。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 今、令和６年度の５月……、完成時期ですけれども、何月と言ったの

かお伺いしたいということと、遊具の数等がどのくらい入っているのかと、冬も遊べる遊具

ができればあるといいという質問を一般質問でもさせていただきましたけれども、そこは入

っているかもお伺いします。 



 

- 59 - 

 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 何月オープンかというようなことなんですが、まだちょっと

スケジュールのほう、契約の時期等々にもよりますので、まだちょっと具体的に何月オープ

ンだということは申し上げられませんが、道の駅と可能な限り合わせてオープンしたいとい

うふうなことで考えております。 

  あと、遊具の数につきまして、今設計のほう、大詰めで進めております。大型遊具、あと

水場ということでの噴水、そちらのほうを、かなり公園を利用している中で人気のものだと

いうようなこともありますので、そういったものはつけていきたいなというようなことで考

えておりますが、かなり物価も高騰しているというような部分もあります。あと、維持管理

というような部分も含めて、かなり多くの数を設置したい、多くの人から楽しんでいただけ

るような数を設置したいという思いはありますが、そういった部分のちょっと制限もござい

まして、大型遊具、あと噴水、スプリング遊具、そういったものについて今検討を最終的な

部分でしているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） 今ので冬場遊べる遊具があるのかという質問もさせていただいたんで

すけれども、それと、あそこに、県営アパートに住んでいる方からの質問でもあるのですけ

れども、今、県営アパートに住んでいる方は駐車スペースとして利用しているところがある

と思いますけれども、その方たちの駐車スペースの確保はなるのでしょうかという質問があ

りましたので、お伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 大変失礼しました。 

  冬場の利用ということでございますが、かなりやっぱり雪が積もるというようなことで、

今のところ、冬場に利用できるような遊具等については考えてはおりませんが、雪の降った

中で遊ぶということも一部できる、公園全体を使って、広場を使って遊ぶということは、雪

遊びというようなことではできるのかなというふうに考えております。 

  あと、駐車場の件でございますが、今冬場、県営アパートのほうで駐車場として利用して

いるというようなことがございます。その辺については県のほうとも調整をした上で、今利

用されているスペースも含めて、柏陵広場というようなことで整備を予定しております。県

のほうでその部分については対応するというようなことで話は調整されておりますので、県

のほうでの整備というような形になるのかなと思っております。 
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○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 今の藤野委員の質問に関連で質問させていただきます。 

  今、柏陵広場の整備ということで、そろそろ始まってくるということなんですけれども、

当初の説明の中で、道の駅の工事のときの説明の中で、あそこの場所の、大体こういうよう

なことというのは平面図で説明というのがあって、もらっていると思うんですけれども、そ

の後様々な意見があって、公園にするか何かとなった中で、最終的に公園ということになる

と思うんですけれども、その大体の平面図というか、完成予想図なり、予算の概算とか、そ

ういうものというのがまだ我々議員のところには多分来ていないはずだと思いますけれども、

その辺のところを早急にやはり説明をするということをするというのが先ほど鈴木課長のほ

うからありましたけれども、丁寧に説明している、丁寧に説明しているというのがあったん

ですけれども、その辺のところをきちんと説明をしていただいて、やはり議論していかない

と駄目なのではないかなと思いますので、その辺のところ、よろしくお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 図面のほうですが、先ほどちょっと申し上げましたが、かな

り工法、設計のほうも難しいところがございまして、今本当に設計中というような形の中で、

３月いっぱいというような工期の中でちょっと進めさせていただいております。大体形は見

えてきたんですが、ちょっと維持管理というような部分でどうなのかというような内部での

調整をちょっとしているところでございまして、その部分、ちょっとしっかり出てきた段階

の中でちょっと議員さんのほうには図面等をお示しできたらなというふうに考えております。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） やはり子どもたちとか町民の方も楽しみにしている公園になるとは思

いますけれども、町のほうでも、西側のほうにも大きな遊具を置いて、いわゆるにじいろの

ところにも、子育て支援センターのところにも遊具を置いている公園があります。さらに今

度またこの柏陵エリアのほうにもそういう公園を造るということになれば、どちらに行って

分からないとかということにもなると思いますし、まとめるんだったらこっちのほうにまと

めるとか、そういうようなことをしないと、結城委員も先ほど言いましたけれども、造って

ばかりで、やっぱりその維持管理とか、そういうものというのが本当に大変になってくると

いうことを考えながらやはりその公園というものを考えていただきたいと思う。 

  さらには、そのおしんの銅像のところにも、先ほど清水課長のほうが緑地公園をするとい

うことになると、目と鼻の先で公園を２つ造るということになるわけですよ。そういうよう
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なことを考えれば、やはり無駄なものも出てくるんじゃないかと思いますので、しっかりと

そこも考えて整理をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  76ページ、工事請負の中から維持補修工事で、町道の工事とか維持補修のことで3,000万

円ほどありますが、どこがどこということではないと思いますけれども、去年、おととしと

やはり豪雪で町内の町道等がかなり傷んでおります。大きく傷んでいるところもあれば、細

かくひび割れたりとかして傷んでいるところがあり、やはり何年かすれば大きな陥没とかひ

び割れとかが出てくると思いますので、そういうところをしっかり見回りをしながら、その

損傷の大小にかかわらずきちんと補修しなければならないところを補修していただきたいと

思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 維持工事費の3,000万でございますが、今ちょっと予定して

いるのが、側溝関係がかなり傷んできているというようなことで、そちらのほうの入替えと

いうようなことを、この3,000万の中での多くの予算のほうをちょっと活用していきたいな

というようなことは考えておりますが、地区からの要望とか、そういった部分についても結

構出てきておりますので、そういったものも含めて、小さなものも含めて対応するというよ

うなことで考えているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） 地区からの要望というのもあると思いますけれども、やはり町として

も建設課の職員方が町道のパトロールとかしながら、やはり気づいたところはあまり傷みが

大きくならないうちにできるところはやはりきちんとやっていただきたいなと思っておりま

す。 

  あと、それにプラスをしまして、交通安全の施設等設置でありますけれども、これはポー

ルを立てたり、そういうことだけなのかな、それとも道路に直接標識を書いて、横断歩道と

か、あとは横断歩道の前の横断歩道ありとか様々なものがあると思いますけれども、それも

やはりここ何年かはできていないのかなと思っていますので、そういうところにも、この予

算は使うのかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 先ほどの道路維持の関係については、町の職員も気づいたと

ころということで、そこも優先順位をつけながらできるだけ軽度なうちに直すというような

形で対応させていただいております。 
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  あと、５目の交通安全施設、こちらのほうの工事費につきましては、外側線、やはり薄く

なっているというようなことが見受けられます。なかなか追いついて対応できていないとい

うようなところではありますが、引き続きそういったところについてもライン引きをさせて

いただくと。あと、ガードレール、こちらについてもかなり破損が見られるという部分もあ

りますので、引き続きこちらのほうも対応していきたいと思っております。 

  それと、交通安全施設としては道路の照明灯、こちらについて、水銀灯が生産中止という

形の中でＬＥＤ化というようなことで進めておりますので、そちらも併せて対応していくと

いうようなことで考えているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで土木費の質疑を終わります。 

  次に、９款消防費の質疑を行います。 

  81ページから84ページになります。 

  毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 83ページの災害対策費の中の委託料、Ｊアラート保守点検委託料18

万5,000円でありますけれども、この前、北朝鮮からミサイルが発射されて、日本列島を通

過して落ちたところでまだＪアラートが鳴らないというふうな中で、Ｊアラートの機能その

ものが非常にミサイルに対応できないのではないかというふうな論議がされておりますけれ

ども、国の設置ということで毎年18万5,000円を払っているわけですけれども、国からこの

頃入ってきた通知というのがあるのかどうかなんですけれども、このＪアラートをちょっと

見直さなければならないというふうな報道がなされておりますけれども、町に対してはそう

いうような通知等は入っているのでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） お答えいたします。 

  やはりいろいろな考え方、評価があるかと思うんですが、そういった疑問を持たれている

方がかなり多いように思います。そうした中で、国のほうでも見直しはしているかと思いま

すが、具体的な内容については入ってきていないというような状況であります。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 機能しないＪアラートを保守点検委託料ということで毎年払うのは

どうかなというふうに思うんですけれども、今後、国のほうで新たなシステムというか、新
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たな開発をするかどうかでございますけれども、ぜひともあらゆる機会を通して、危機管理

担当者、担当課長として、積極的にこのＪアラートの在り方あるいは設置の仕方、保守点検

の料金の設計とかというものを積極的に発言していただきたいなというふうに思います。回

答は要らないです。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

  宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） 83ページ、９款１項３目消火栓更新工事等負担金ですが、町内にこ

の消火栓というのは何ぼぐらいあって、このたび工事するのは何か所の工事をする予定なの

かお伺いします。 

  それと、いわゆる寿命というか、何年、何十年でこの交換をするとか、そういうのがあり

ましたら教えていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） お答えいたします。 

  消火栓更新工事等負担金でありますが、こちらにつきましては、町道の工事に絡んで移転

等必要な場合に建設課のほうで工事をするわけでありますが、その分の負担金というふうな

内容であります。 

  ５年度につきましては、１区と諏訪原と顔好で予定されておりますが、消火栓の数につい

てはちょっと把握しておりませんで、すみませんが、申し訳ありません。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで消防費の質疑を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○委員長（土田勵一君） 本日はこれにて散会とします。 

  明日午前10時から会議を再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時５７分 
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予算特別委員会 

 

議 事 日 程（第２号） 

                       令和５年３月１０日（金）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 付託案件の審査、採決 

       議第２７号 令和５年度大江町一般会計予算 

       議第２８号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計予算 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○委員長（土田勵一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席委員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本委員会の傍聴については、大江町議会委員会条例第16条第１項の規定に基づき、これを

許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 昨日に引き続き、歳出の10款から款ごとに審査を行います。 

  なお、質疑については、大江町議会会議規則第51条及び第55条の規定により、発言しよう

とする者は議席番号を告げて許可を得てから発言してください。その際、ページ数を明らか

にしてください。 

  また、同一議題について、一人３回を超えることはできないという規定を準用したいと思

いますので、委員諸君のご理解とご協力をお願いいたします。 

  10款教育費の質疑を行います。 

  84ページから102ページになります。 

  伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ８番、伊藤です。 

  96ページをお願いします。 

  委託料の中で、一番下なんですけれども、演奏音楽会出演委託料、250万ほど予算を組ん

でおりますが、来年度の内容、計画というか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） おはようございます。 

  教育費からということで、よろしくお願いいたします。 

  それでは、伊藤委員の質問にお答えいたします。 
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  社会教育費の中の13節委託料につきましてお答え申し上げます。 

  250万、演奏音楽会出演委託料ということで取らせていただきました。こちらのほう、町

誕生60周年記念のときに、日本でも高名なギタリストと、それからピアニストを呼んでまい

りました。教育委員会としては、ああいう音楽、演奏に触れる機会をもっと町民の方に提供

していきたいというふうに考えて、このたび予算化させていただいたものでございます。 

  このたびの予定といたしましては、世界的に活躍しているピアニストを呼んできたいと今

考えているところです。ちょっと具体的な名称はまだ申し上げられないのですが、アメリカ

出身で、アメリカで五本の指に入ったこともあるピアニストで、今、日本で活躍していると

いう方でございます。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  １回だけかなと思いますけれども、何月頃を予定されていますか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） おっしゃるとおり、１回でございます。 

  予定といたしましては、相手方の日程もございますので、これから調整になりますけれど

も、教育委員会のほうでもスポーツイベントとかぶらないような日程で、秋頃にできればと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  ページ数、87ページ、教育活動推進費、負担金、補助及び交付金の中の中学生国際理解教

育研修補助金3,344万、これはブリティッシュヒルズだと思うんですけれども、コロナ禍が

あらかた終わってくるようなところで、前に行っていました、東京の、何でしたっけ、ＬＴ

なんとか……、あたりにまた戻ったりするのかなんですけれども、まずそのあたりからお願

いいたします。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えさせていただきます。 

  中学生国際理解教育研修費の補助金につきましては、今委員おっしゃったとおり、ブリテ

ィッシュヒルズのほうに大江中学校２年生全員を連れて行くということで、このたび計上さ

せていただきました。 

  最初の年に行ったＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹという施設もあるのですが、
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今回はブリティッシュヒルズということで計画をさせていただいております。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  今年もブリティッシュヒルズに行かれるということでありまして、この英語関係に関して

お伺いしたいんですけれども、町でＡＬＴさんを配属して進んでいるわけですけれども、町

長の大要にもありました、本町の特色となっている外国語教育の充実のために、低学年にお

ける云々とここに書いてありまして、実際に５年度から、このような要綱の中で、どのよう

に進んでいくところがあるんですか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えさせていただきます。 

  すみません、中学校における英語教育ではなくて、町長がおっしゃった英語関係の新たな

ものにつきましては、社会教育費のほうの中で考えているものでございます。放課後子ども

教室の中で、このたび新たに英会話塾、英会話教室のようなものを考えております。 

  今おっしゃったように、英語教育については、大江町は特色のある教育を進めてまいりま

して、ここにあります国際理解教育、ブリティッシュヒルズのほうに全員連れて行くという

ことも、大江町が県内でも先陣を切って進めているものでございます。 

  それに加えて、小学校のほうの英語教育のほうも充実していこうということで、英会話教

室を今回新たに設けさせていただいたものでございます。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） 菊地です。 

  分かりました。 

  せっかくそのような形で、町も小さい子どもさんからずっとそういうことに触れさせて育

っていく中で、２年生に向けて、最大でもないでしょうけれども、そのようなところに行っ

て勉強をしていただくという形なんでしょうけれども、そういう中で、せっかくそのような

過程を踏んでいくものであれば、やはり町民に対しても、大江中学校のブラスバンドではな

いんですけれども、発表会とかしていますよね、ふれあい会館で。学校管理の中で、様々な

難しい面があるかもしれないんですけれども、もっと町民に、これだけ英語に力を注いで進

んでいく町なんだよということもアピールしながら、この勉強の成果を町民に広めていくす

べはないのかなと、つくづく思ったりするんですけれども、そのあたりと、外国人ＡＬＴが

毎年いらっしゃるんですけれども、外国人に限らず、日本人のほうが親しみやすいのかなと
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思ったりするんですけれども、その２点あたりをお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） ２点お答えさせていただきたいと思います。 

  英語教育に力を入れているのであるから、町民のほうにもっと広く、分かりやすく説明を

してはいかがかということで、実はこちらのほうは町長からも指示を受けている内容でござ

います。 

  今現在、ブリティッシュヒルズに行くということも、中学校の授業の一環として、英語教

育の一環としてやっているものでございまして、例えば海外研修に行ったとき、テスト選抜

して５人とか10人とか連れて行ったわけなんですけれども、そういうときだと、町民への発

表ということでさせていただいたこともあったかと思うのですが、今現在、授業の一環とし

てやっているものでございますので、これまでそういう考え方は持っておりませんでした。

今後は、今委員からもいただいた内容でもありますし、ちょっと検討させていただきたいな

というふうに考えております。 

  それから、外国人ＡＬＴに限らず、日本人の英語に堪能な方をもっと活用してはというこ

とだと思います。今うちの町では外国のＡＬＴの方のほかに、もう１名、日本人で英語が非

常に堪能な方を１人お願いして、２枚看板でやっていただいております。やっぱりＡＬＴだ

けですと、なかなか日本の文化とか、趣旨がよく伝わっていなかったというようなこともあ

りますので、トモタさんという日本人の女性の方なんですけれども、彼女に入っていただい

て、先生方とＡＬＴとの間を取り持っていただくなどしながら、非常にうまく回っているな

というふうに思っておりますので、この状態で続けさせていただきたいなというふうに考え

ております。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ７番、宇津江です。 

  ２件ほどお伺いしたいと思います。 

  １件は、ページ86の10款１項３目の７報償費、部活動地域移行検討委員会、２つ目は、ペ

ージ94の10款４項１目の報償費、放課後子ども教室についてであります。 

  まず最初の部活動地域移行の件につきましては、この件につきましては、私が昨年の12月

定例会で質問させていただいた件でございます。令和５年度から令和８年、いわゆる４年間

にかけて、部活動の地域移行を行うということでありまして、非常に長期間、気の長い仕事

だと思います。 
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  それで、検討委員会を５年度に立ち上げるというようなことでございますが、恐らく委員

の方は、例えばスポ少をやっている方、ＰＴＡ代表者とか、そういった方々からなろうと思

いますが、何名ぐらいで、いつ頃委員会を設置されるのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） 宇津江委員の質問にお答えさせていただきます。 

  ２点ということで、まず１点目いただきました部活動地域移行の検討委員の報償について

でございます。こちらのほう、今のところ10名程度を人数としては考えております。おっし

ゃったように、中学校の部活といえども、スポーツ少年団のほうからとか、あとＰＴＡのほ

うから、もちろん部活関係者、あと学校関係者などにも入っていただいて、議論を交わして

いきたいなというふうに考えております。 

  時期につきましては、令和８年度までということなんですけれども、国のほうでも最初、

８年度まで完全移行しなさいというふうなことで、初めの頃に指示があったんですけれども、

今現在、できるところからというところまでトーンダウンしております。ただ、それでも議

論しないわけにはいかないなということですので、大江町としてはこの予算を使わせていた

だいて、早急に進めさせていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ありがとうございました。 

  それで、この件につきましては、まだはっきりしない部分もあるというふうに伺っていま

す。国から県、そして県から各市町村というふうに来るわけなんですけれども、そういった

まだはっきりしていない、いわゆる動きがまだあるというようなことでございますので、昨

年12月20日に、ぷくらすで学習会を関係者で行いました。このときは県の教育庁のスポーツ

担当の方が来られまして、大江町の関係者に学習をされたわけですけれども、その後、あれ

から、いろいろ刻々と動きが出てくると思います。出てきた場合、またそういう学習会を企

画していただいて、関係者の皆さんに、今こういう段階なんですよと、そういう教育をして

いただけたらありがたいなと。その件について、どう思われますか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えいたします。 

  委員にも参加していただきまして、昨年12月、まず第１回目の説明会ということで、県の

担当者を呼んで、中央公民館のほうでさせていただきました。その時点から今日までの間に

おきましても、国のほうでも大分考え方がまた変わってきております。 
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  ですので、今後その辺を精査しながら、また皆様方にご説明の機会、それから検討委員会

を設けて検討の機会をつくっていかなければならないなというふうには考えております。 

○委員長（土田勵一君） 宇津江雅人君。 

○７番（宇津江雅人君） ぜひそうしていただければ、ありがたいなと思います。 

  次、２件目の94ページ、放課後子ども教室報償ということですが、この件につきましては、

先ほど菊地委員のほうからも英語のお話があったんですが、この件は子どもたちに英語を教

えるというふうにお伺いしているんですけれども、それで間違いがなければ、どういう方が

子どもたちに英語を放課後教えられるのか。 

  それから、子どもといっても、小学校１年から小学校３・４年から、いろいろ年齢がある

んですけれども、何歳ぐらいの子どもたちから教えられるか、お伺いしたと思います。あと

場所ですね、どこで教えられるか。以上、お伺いしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えいたします。 

  94ページ、放課後子ども教室の報償だと思います。 

  先ほど菊地委員の質問にも、英語がここに入っているというふうにお答えさせていただき

ましたけれども、この放課後子ども教室自体は、これまでも中央公民館のほうで行っている

子どもの放課後の居場所づくりということの引き続きでございます。 

  放課後子ども教室は、例えば手芸教室でありますとか、自然体験教室でありますとか、

様々な子どもたちの活動、活躍できる場を設けております。令和５年度においては、その中

に英語教室を加えて実施しようという考え方でございます。 

  この英語教室につきまして、現在の考え方なんですが、プロの講師に来ていただこうとい

うふうに考えております。例えば山形市内でも英語教室、大手チェーンで、例えばＮＯＶＡ

ですとか、そういう様々な教室があろうかと思います。そういうところからプロの講師を派

遣していただいて、中央公民館のほうでできないかなというふうに今現在考えているところ

です。 

  対象者につきましては、この予算が通り次第、打合せをしたいなというふうに思っている

のですが、講師１人当たりで何名ぐらいの子ども、層としては何年生から何年生ぐらいの子

どもまでを対象としてできるのかというところを相談しながら、４月、５月に向けてやって

いきたいなというふうに考えているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 
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  毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 宇津江委員の関連になるというふうに思いますが、３つほど質問さ

せていただきたいと思います。 

  １つ目の86ページの、先ほど宇津江委員が言った部活動の地域移行、これについては、現

在幾つの部活があるか分かりませんけれども、生徒数が減少している中で、部活の在り方と

いうものを検討して、例えば、子どもの数が激減している中で、大江中学校の部活は３つぐ

らいとか、４つぐらいとか、絞りながら地域移行をしていくべきだというふうに感じるんで

すけれども、その点は、教育委員会サイドでは指導といいますか、教育委員会の考え方を示

すというふうなことがあってよろしいかと思うんですけれども、その考え方をお聞きしたい

と思います。 

  それから２番目、91と92ページの中で、中学校の給食費につきまして、委託料が1,321万

1,000円、それから保護者への補助金というふうなことで1,000万というふうなことで、合計

で2,300万円の予算が計上されておりますけれども、昨年度と比べて、児童数、教職員を含

めて何名減になっているのか、それに対応した予算が計上されているのかどうか、これをお

聞きしたいと思います。 

  それから第３点、前から教育相談というふうなことで、電話による相談というものを教育

委員会の活動費か、それとも学校管理の中で対応しているのかどうか分かりませんが、教育

相談というのがちょっと見当たらないんだけれども、いわゆる学校に行かない不登校児童が

大江町でもかなりの人数になっているという中で、その不登校に対して、どういうふうな対

応をこの予算の中で求めているのか、３点をお聞きします。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） それでは、お答えさせていただきます。 

  まず初めに１点目、部活動の地域移行に関しまして、生徒数が減っている中、部活動とし

ては３つぐらい、４つぐらいに絞りながら地域移行していくべきではないか、教育委員会の

考えはというふうなことだったと思います。 

  おっしゃるとおり、子どもの数は減っておりますし、これからも減り続ける予定でござい

ます。その中で、今の部活動の数を維持するのは、やはり困難だというふうに考えてはおり

ます。そのための地域移行ということでもあろうかなというふうに思っております。 

  ただ、今、子どもたちが多様化しておりまして、親しむスポーツも多様化しております。

例えばスケートボードであったり、今現在、中学生の中でもボルダリングに打ち込んだりと、
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ちょっと我々の時代では考えられないスポーツに打ち込む子どもも増えております。 

  部活の数を減らすことによって、今現在、ボルダリング部とかはないのですが、子どもた

ちから選択肢を奪ってしまうということになるのは、ちょっと教育委員会としては違うのか

なというふうに考えるところもございます。 

  ただ、やはり子どもの数が減少して、部活動そのものが成り立たないということになって

きますので、今後、その地域移行の中で、例えば広域化でありますとか、民間でどの程度請

け負っていただけるのかとか、そういうところも含めながら、今後、地域移行の検討委員会

の中でも話をしていきたいなというふうに考えているところでございます。 

  それから、給食費委託料、中学校のほうですけれども、委託料として1,300万、それから

無償化分として1,000万、上げさせていただいております。 

  昨年度から何名減ったかということですけれども、今現在、令和５年度の子どもの数とい

たしましては、小学校のほうで今年度より８名減る予定です。中学校のほうでは５名減る予

定でございます。 

  委託料といたしましては昨年度と同程度の額を計上させていただいております。ただ、こ

の委託料につきましては、子どもが減ったからといって、委託料もがくっと減るというふう

なことではございません。人件費でありますとか燃料費等、かかる部分は一緒でございます

ので、その分を適切に計算して、計上させていただいているものでございます。 

  それから、３番目の不登校対応でございます。 

  不登校につきましては、本町でも増えている状態であります。これは本町だけの問題では

なく、全国的に増えているということで、昨日の新聞のニュースでも、文部科学省のほうで、

不登校に対応するために、学習指導要領によらないクラスを全国で300クラスほど設けたい

という新聞情報がございました。それほどやっぱり国でも対応に困っているということだと

思います。 

  そんな中で、大江町の対応といたしましては、令和４年度、今年度におきまして、まず不

登校の子どもたちの居場所づくりを進めようということで、ＡＴＥＲＡを使用しまして、子

どもたちに来ていただいて、保護者と我々と様々、ボードゲームであったり、そういうこと

をさせていただいております。 

  令和５年度におきましては、それをさらに進めて、今年度いろいろ課題も見えてきました

ので、さらに進めて、例えば場所を大山自然公園であったり、自然の家であったり、また地

区公民館などをお借りして勉強会などをしてみたりとか、そういうことができないかなとい
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うことで、今現在考えているところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） いろいろと苦労しているなというふうに思うんだけれども、部活の

実態がどういうふうになっているか分かりませんけれども、例えばバスケットボールの女子

が数年前からなくなっているということも事実にあるわけでございます。 

  そういった中で、中学校でバスケットをしたいのでということで、ほかの学校に行くとい

うふうな事例もあるというふうな中で、やはり休部しなければならないと。スポーツが多様

化しているというふうな中であっても、中学校の部活の在り方ということを真剣に考えて、

そして、大江中の生徒数の規模であればこういったような部活、例えば今10あるとしたら半

分に減らすとか、そういうふうな教育の姿勢がないと、なかなか部活動の本来の在り方にな

らないというふうに私は思うんですけれども、その点、教育長はどう考えますか。 

  それから、学校給食については、やはり委託する側について、人数が減っても委託料は変

わりないというふうな、人件費等々というような説明があったわけですけれども、私どもの

予算を審議するに当たっては、やはり５名とかというふうな数字をいただいて、それなりか

なというふうに思うんだけれども、これが例えば20人とか、30人とか、減少する時代が来る

わけです。そのときに、人件費もずっと同じだというふうな考え方はどうなのかなというふ

うに思うんですよ。だから、それなりの人数に合った委託料というのがあるべきだというふ

うに私は考えております。 

  それから、教育相談というふうな中で、いろいろと課長の説明、居場所づくりというふう

な考え方を出してきましたけれども、やはり不登校の原因とか、何でそういうふうになるの

かという個別の問題を集団的に解決しようというふうなことではなくて、やはり個人対個人

の中で解決していくというふうな場面も必要だと思うんですけれども、その点を教育長はど

う考えますか。 

○委員長（土田勵一君） 教育長。 

○教育長（清野 均君） 委員から、部活動の地域移行について、これからの部活動の進め方

ということについてのご質問かと思います。 

  部活動については、先ほどから課長もお答えしているとおり、今、全国で非常に問題にな

っている部分かなと思っています。これはもう部活動の宿命的なところもありますけれども、

本当にどういうふうに進めていったらいいかというのは、全国どこでも今非常に悩んでいる

ところなのかなと。子どもたちのもっとスポーツをやりたい、いろいろな多様なニーズにも
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応えたい、そうしていきたいのですが、なかなか、中体連の大会を含め、在り方を含め、今

そう一筋縄にはいかないというのが現状かなというふうに思っています。 

  これから検討委員会等の中で、そういったいろいろな一つ一つを含めながら、検討してい

かなくてはいけないのだろうと、今の段階ではそこまでしか私のほうも言えません。 

  ただ、何とか大江町の子どもたちにスポーツの機会を、これは学校の先生方のボランティ

アだけでは、今はもう、これからは何とも難しいということだけは分かっていますので、本

当に地域の皆さんと、子どもたちのためにどういった機会がつくっていけるのか、本当に地

域の皆さんも私たちがやるんだという気持ちになっていかないと、なかなか機会がつくれな

いのかなというふうなところがあります。これから話合いを進めていかなくてはいけない大

きい問題だなというふうに感じております。 

  あともう一点が、不登校に対して個別の対応ということかなというふうに思いますけれど

も、今現在、そのような対応をどのようにしたらできるのかということを教育委員会の中で

も日々悩んでおります。 

  私も、最初の挨拶でも述べたとおり、不登校対応は喫緊の課題だなということで、まず、

できるところから少しずつということで、できるだけ常駐の相談員を増やしたいということ

で、学校常駐の相談員を急遽対応したところでありますが、まだまだそれだけではいけない

と。 

  先ほど課長が申し上げましたように、居場所づくり等も複数、やっぱりつくっていかなく

てはいけないのではないか、そういったところも含めて、とにかく不登校の子どもたちは千

差万別の状況にありますので、正直言うと、１人に対して１人の先生が必要な時代が来るん

だろうかと思うぐらい、非常に悩ましい、難しい問題でありますので、一つ一つ、今できる

ところを対応していきたいと考えております。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） 毛利委員からありましたもう一点、学校給食の委託について

申し上げます。 

  先ほどの答弁で、言葉足らずで大変申し訳ございませんでした。 

  令和５年度は、今年度から中学生５名というふうな減少ですけれども、令和10年度におき

ましては、令和４年と比較して14名ほど減る計算になってございます。やはりそうなってく

ると、委託料のほうも変わってくるであろうし、食材の高騰の具合なども、６年後、７年後

にどのようになっているか、ちょっと想像がつかないところではあるんですけれども、その
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辺はきちんと計算して、考慮しながら進めていきたいなというふうに思っております。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 部活の問題、あるいは不登校の問題、全国的な問題だというふうな

中で、非常に苦労しているというふうなことは理解できますけれども、やはり同じく大江町

に生まれて、そして同じく小学校に入って、中学校に入って、楽しく勉強もしながら、それ

から部活もやりながら、友達関係もよくしながら、学校に行くのが楽しいというのが当たり

前の世の中だというふうに思うので、特に教育長からは、全面的に、その問題について頑張

って取り組んでいただきたいということをお願いして、終わります。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ８番、伊藤です。 

  100ページをお願いします。 

  ２款の体育施設費の中で、報償費、小鳥山スキー場関連ということで114万8,000円。これ

は大体、延べ人数だと思うんですが、この単価というのは何人ぐらいになっているか、よろ

しくお願いします。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えさせていただきます。 

  小鳥山スキー場の管理に関しましては、地元の方のご協力などをいただきながら、運営さ

せていただいているところでございます。こちらの報償費の中には、管理人さんの報償とい

たしまして、管理人さんの報償は、日中と夜、分かれているのですが、各２人ずつでやって

いただいております。そのほか、圧雪車の運転でありますとか、そういう様々な報償がこの

中に含まれております。 

  時間当たりですと、日中の管理人さん、6,600円お支払いさせていただいております。夜

間は、ちょっと時間が短いので、3,500円で管理人さんをお願いしているということでござ

います。圧雪車の運転につきましては、１時間当たり、特殊技術もありますので1,800円の

単価でお願いしているというところでございます。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  スキー場に関しては、用地が借地なので、これは借地料も、これには入っていないと思う

んですけれども、ついでですが、借地料も教えていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 
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○教育文化課長（西田正広君） お答えいたします。 

  借地料につきましては、次のページ、101ページの下段にあります13節使用料及び賃借料

の中の用地借上料といたしまして、スキー場の用地、大山の一部、約２万平米をお借りして、

７万円で富沢共有林代表者さんのほうにお支払いさせていただいているということでござい

ます。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  この前、一般質問の中で、用水池を埋めてなんていう話が出ましたけれども、あのため池

は改良区のため池であって、私たちの大事な水源なんですね。だから、絶対埋めるようなこ

とは考えないでいただきたいと思います。 

  そして、むしろ沼周辺には近づかないようにお願いしたいと思います。これは、沼で事故

があった場合は改良区の責任で、管理者責任になりますので、損害賠償の対象になります。

ですから、沼の周辺には近づかないように、これからもご指導いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  ３点ほどお伺いします。 

  86ページ、教育活動推進費の中の報償費、ＩＣＴ支援員報償270万、これは今年からだと

思うんですけれども、この内容、どのようなことをなさっているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

  次に２点目、96ページ、工事請負費のふれあい会館改修工事費385万何ぼとありますけれ

ども、毎回毎回、ふれあい会館は何か直しているような気がしますので、どこがどうなった

のか、お聞きしたいと思います。 

  ３点目、102ページ、工事請負費、これの施設整備等工事費3,000万。 

  この３点の詳細をお願いいたします。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答え申し上げます。 

  まず１点目、86ページ、ＩＣＴ支援員の報償でございます。 

  こちらに関しましては、令和５年度に初めてということではなく、令和４年度も実施させ

ていただいておりましたが、令和４年度におきましては試験的な運用ということで、各学校、
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15時間程度の支援員さんの配置というふうなことになってございます。 

  ただ、今、学校現場ではＩＣＴ機器が多く入り込んできまして、先生方が非常に苦労して

おります。生徒１人が、児童１人が機器の操作でつまずくと、教室全体の授業が遅れてしま

うというような現状にございます。ですので、その辺を解消して、教室全員が同じようなス

ピードで学べるようにということで、ＩＣＴ支援員を派遣していただいて、授業の中に入っ

ていただいて進めるというようなことで考えております。昨年、各校15時間だったのを、今

年度は大幅に延ばしまして、１校当たり200時間ほど支援員さんに入っていただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  続いて、２点目でございます。96ページ、ふれあい会館の改修工事費についてのご質問を

いただきました。 

  この中で今年度一番大きいのは、Ｗｉ－Ｆｉのアクセスポイントについてです。今フリー

Ｗｉ－Ｆｉということで、どの施設に行ってもつなげるようになっているかと思うのですけ

れども、ふれあい会館だけでなく、公民館のほうもアクセスポイント自体のサポートが終了

するということで、更新させていただくものでございます。こちらのほうが一番大きなもの

で、120万ほどかかるということです。 

  その他の工事費につきましては、ふれあい会館も老朽化して、様々なところ、使用者さん

に不便、それから危険な目に遭わないようにということで、例えば玄関前のタイルを補修さ

せていただいたり、駐車場の区画線を補修させていただいたりというものがここに入ってい

ることになっております。 

  続きまして、３点目です。102ページ、こちらの工事費につきましては、体育施設関係の

工事費でございます。3,000万ということで、かなり大きくなっているのですけれども、内

容といたしましては、大小の町民プールがございますけれども、そちら両方とも老朽化して、

ちょっと下のほうが、大プールにつきましては塗装が剝がれて、ささくれ立って危険だとい

うこともありますので、来年度、全面的に塗り直しをさせていただきたいというふうに考え

ているものでございます。 

  それから、体育施設に関してはもう一点ございまして、体育センター２階の観客席からア

リーナを見下ろした場合の手すりが非常に低くなっております。前々からちょっと危険だな

というふうには思っていたのですが、人がけがしてからでは遅いので、町長のほうに私から

お願いいたしまして、かさ上げをさせてほしいということで、このたび査定のほうで認めて

いただいたものでございます。こちらのほう、ぜひ計上させていただきたいと考えておりま
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すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  ＩＣＴ支援員のことなんですけれども、これはどういうふうなプロフェッショナルの方々

が支援をしていただいているのかと、５年度から、先ほど来ありました不登校の方々にもそ

ういうタブレットを随時配置して取り組んでいく予定になるのか。 

  この支援員というのは、誰でも今、パソコンなんかはいろいろあるだろうと思うんですけ

れども、小学校、中学校に対してどのように、もっと具体的に、この200時間と大きくでは

なくて、どういうときに、どういうふうに支援しているのかなということと、不登校者に対

するタブレットの扱いについて、どんどん進んでいっては当然の時代になっていますので、

そのあたりをどういうふうに取り組んでいるのかお聞きしたいです。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答え申し上げます。 

  まず、どのような方が入るのかということに関しましては、ＩＣＴ支援員を専門に派遣し

ていただく会社がございます。というのは、文部科学省で学校ＩＣＴ化サポート事業所の登

録制度がございます。そこの文科省に登録した事業所から来ていただくというようなことを

考えているものでございます。 

  もちろん専門知識を持ったプロですので、教室に入っていただいて、先ほど申し上げまし

たような、タブレットでつまずくような子ども、それから操作がちょっと分からずに別の方

向に進んでしまう子どもなどもおりますので、先生は授業に集中して学習指導要領に沿った

授業をするわけなんですけれども、機器でつまずく子どもなどのサポートを専門にしていた

だくというようなことで考えているものでございます。 

  タブレットの持ち帰りに関しましては、来年度から全員が持ち帰れるような体制を取りた

いというふうに考えております。その中で、持ち帰ると、どうしても壊してしまうという事

例が全国的にも増えておりますので、持ち帰って壊してしまった場合の保険ですとか、あと

ちょっと悪意のあるサイトにつながってしまったりしないように、フィルタリングをきちん

とかけるというようなことで、令和５年度は進めてまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  今説明いただいた中で、大枠が見えてこないんです。小学校、中学校のそのものに対して、
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この支援員の方々が何名来て、中学校もやっている、小学校もやっている、何人で間に合う

のか。その事業体制でそういうことが間に合うのかという大枠が見えてないんですけれども、

そのあたり、どういうふうに配置になっていくのかということと、先ほど来言っている不登

校に対してタブレットを５年度から配付すると、全員に。そういうお子さんの方々を、どの

ようにタブレットを使い、学校側と進んでいくのかというところもお願いしたいです。どの

ように検討しているのか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） 大枠といいますか、学校と相談しながら、必要なときに必要

な教室に入っていただくと。もちろんそれは事前に会社との綿密な連絡が必要ですけれども、

今、文部科学省のほうで、学習指導要領のほうで、どの時間にタブレットを使いなさい、何

をするときにタブレットを使いなさいということは全く示されておりません。先生の得手・

不得手もあって、様々、この授業で使ったらいいのではないかと思えるところを有効的に使

えるように、今、授業配置しております。そこに効果的に、子どもたちの学びが一層伸びる

ように進めていくために配置するものでございます。なので、先ほど各校200時間と言いま

したけれども、１年間の配分の中でやっていくという考え方で、大枠はそういうことでござ

います。 

  タブレットの利用についてですけれども、先ほど持ち帰ってできるような体制をするとい

うふうに申し上げました。もちろん不登校の子どもが自宅で授業を視聴できるような体制も

取っていきたいというふうに考えておりますので、その辺はまた、つながらないというよう

なことのないように、学校と綿密に打合せしながら進めさせていただきたいというふうに思

っております。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで教育費の質疑を終わります。 

  11時５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午前１１時０５分 
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○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

  11款災害復旧費の質疑を行います。 

  102ページから103ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで災害復旧費の質疑を終わります。 

  12款公債費の質疑を行います。 

  103ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで公債費の質疑を終わります。 

  13款諸支出金の質疑を行います。 

  103ページから104ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで諸支出金の質疑を終わります。 

  14款予備費の質疑を行います。 

  104ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで予備費の質疑を終わります。 

  これより一般会計歳入の質疑に入ります。 

  お諮りします。 

  歳入は一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、一般会計の歳入は、一括して質疑を行います。 

  ページ数は、11ページから27ページになります。 

  ありませんか。 

  藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ３番、藤野です。 

  15ページの一番下になりますが、新規就農者住宅使用料120万についてお伺いします。 

  この新規就農者用の住宅は４つあるというふうに思いますが、そして、金額が去年の半分

になっているなというところからお伺いします。 
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  望山地区の方が１月頃から空いているというのは知っておりますが、そのほかのところは

どこが空いたのかお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋葉浩幸君） 新規就農者住宅使用料ということで、４戸あるわけですけれども、

２戸分の計上をさせていただいております。 

  １棟は今委員がおっしゃったとおり、望山地区の住宅について、10月で退去された方がい

るということでございます。もう１棟につきましては、現在はまだ入っておりますけれども、

この３月で退去される予定だというようなことで、伏熊地区の住宅ということで、この予算

計上当時は２戸分のみということで、計上したものでございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） ３番、藤野です。 

  今の説明の中では、１人は10月からで、もう１軒は間もなくどこかに引っ越しをするとい

うことだと思いますけれども、令和５年度に家族でこの新規就農者の住宅のほうに入るとい

う予定の方は、今のところはめどがついていないということでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋葉浩幸君） 望山地区の住宅のほうに、来週に家族４名の方がいらっしゃいま

して、入居する予定でございます。 

○委員長（土田勵一君） 藤野広美さん。 

○３番（藤野広美君） １軒のほうは来週入ってくるということで、もう一つが空いていると

いうことだと思うんですけれども、今度、任用職員の方も農林課のほうに配属になると思い

ますので、やっぱり空いているところがなるべく早く埋まるような体制で今後対応していっ

ていただきたいなと思います。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） 21ページの農林水産業費補助金の中で、下から２番目ですけれども、

新規就農者育成総合対策事業費1,500万と書いていますが、これは何をするのか、ちょっと

内容を教えてください。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋葉浩幸君） 新規就農者育成総合対策事業費1,500万円でありますけれども、

これは令和３年度までの、ここで言うと、４行目に農業次世代人材投資事業費ということで

年間150万円の最長５年間という、営農開始資金ということで国の補助金がありましたけれ
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ども、令和４年度から農業次世代人材投資事業が新規就農者育成総合対策事業費ということ

で名称を変えて、一部内容も変更して実施されている事業でございます。 

  こちらにつきましては、年間150万円の生活支援費は同じなんですけれども、期間が３年

間に短縮されました。その代わりに、まず初期投資について手厚く補助をするというふうな

ことで、営農開始初年度に、例えば機械購入費であったり、設備の設置費であったりに対す

る補助ということで、事業費で最大500万円の４分の３を補助するというふうな内容になり

ます。 

  この1,500万につきましては、５人分の生活支援費150万掛ける５人と、令和５年度に新規

に営農を開始する２名分で、まだはっきりと内容は固まっておりませんが、最大500万の４

分の３ですので、375万の２名分ということで、合わせて1,500万になります。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  新規就農という形で大江町に入ってくる方の支援ということで、国、県並びに町でかなり

支援して頑張っているんですけれども、ばらばらにやってくるから、私たちも、この部分は

どこに補塡しているのか、例えば住宅に補塡しているのか、例えば今言ったように機械を買

うために補塡しているのか、いろいろちょっと区別がつかなかったものですから、質問した

ところでした。 

  簡単に申し上げると、例えば大江町に新規就農として入ってきたいという方がおったら、

例えばどんな支援があるか。例えば大江町に百姓として入りたいと言うと、今言ったこの対

策事業もありますよとか、いろいろな事業があるので、例えば大江町に今度、来年から農業

をしたいと入ってくると、いろいろな事業があって、どの程度、国、県、町も含めて支援が

あるか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 農林課長。 

○農林課長（秋葉浩幸君） まずは国の新規就農者育成総合対策事業費というのが、額的には

やはり一番大きな補助になると思います。 

  大江町の場合は家賃補助ということで、家賃補助と光熱費補助ということで、最大月５万

円の５年間、あとは機械の購入費などにつきましても補助率を少し上げて補助しているとい

うふうなことと、あと農作業小屋の新築・改築費についても上限50万ということで補助をし

ております。それぐらいかと思います。 

○委員長（土田勵一君） 伊藤慎一郎君。 
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○８番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  今現実を見ると、この前もありましたように、65歳の方がかなり農業をやっていると。私

も申し上げましたが、もうこの機械が終わったら、俺は百姓を辞めます、農業を辞めますよ

という方がかなりいるんです。だから、やっぱりいろいろな形で、新しい方が入ってきたり、

年を取った方にもある程度援助しながら、大江町の農地を守っていかなければならないのか

なと思いますので、これからもいろいろな形でご支援願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  20ページ、３目の衛生費県補助金の中で、浄化槽整備促進事業費226万5,000円とあります

が、これは合併浄化槽の推進だと思いますけれども、５年度は何基ほど予定されているのか。

あと４年度はどのぐらい設置したのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） こちらのほうの浄化槽整備促進事業費226万5,000円ですが、

こちらは県の補助金というようなことになっておりまして、合併処理浄化槽の更新といいま

すか、設置に関係して、くみ取り式から合併浄化槽、あと単独浄化槽から合併処理浄化槽へ

の転換を図るというようなことに対しての補助になります。令和５年度については10基分を

見込んでおるところです。 

  今年度の実績としては５基になっております。かなり建築が進んでいないというような状

況を反映してか、今年度はかなり少ないというようなことなんですが、資材単価とかが直っ

てくれば、元に戻ってくれば、そのくらい進んでいただきたいというようなことも含めて、

10基というような形で基数を置かせていただいたところです。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  現在の大江町の水洗化率などもお願いしたいんですが、大丈夫でしょうか。何％になって

いるのか。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 水洗化率ですが、ちょっと公共下水道の関係、あと農業集落

排水の関係、あと合併処理というような形の中で、様々な方式を取りながらというような形

になりますが、ちなみに公共下水道でございますと水洗化率が81.8％というような状況、こ



 

- 86 - 

 

れは令和４年の３月31日現在でございますが、８割を超えているというような状況になりま

す。 

  農業集落排水ということでは、楢山のほうが95.8％、三郷のほうでは87.6％ということで、

全体としては８割を超えているというようなことですが、ちょっと合併処理も含めた町全体

ということでございますが、ちょっと今、数字的なものを持ち合わせておりませんので、大

変すみませんが、公共下水道と農集排の範囲についてはそのような形で推移しているという

ような状況です。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） ４番、櫻井和彦です。 

  16ページ、13款１項５目４節スキー場ロープトウ使用料20万円について質問させていただ

きます。 

  この20万円は、大人料金が幾らで、子ども料金が幾らかという計算でやっているのかと、

今シーズンはまだシーズンが終わっていないので、金額が確定していないかもしれませんけ

れども、もし分かれば大人料金と子ども料金、これがもし分からなければ、昨年度は幾らだ

ったか、それも分からなかったら、大体の概算で幾らぐらいの金額になっているのか教えて

ください。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答え申し上げます。 

  スキー場ロープトウ使用料ということで上げさせていただいたものにつきましては、大人

770円、子ども550円ということで算定させていただいております。 

  委員おっしゃったように令和４年度、まだ閉まっておりませんで、令和３年度の決算額を

申し上げますと、32万4,000円というふうなことになってございます。 

○委員長（土田勵一君） しばらくお待ちください。 

  教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） ３年度の決算額の内訳ですけれども、ちょっと手元に資料が

不足しておりまして、ございませんので、後ほどお答えさせていただいてよろしいでしょう

か。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） この前の私の一般質問でも町長のほうに言ったんですけれども、無償

化できないかということで言ったんですけれども、町長のほうは利用者負担、受益者負担と
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いうことだったんです。例えば朝日町では、スキーこどもの日と称して毎週土日、あと祭日

は子ども料金が無料なんです。子ども料金が無料ということは、子どもが単独で行く場合も

ありますし、家族が連れて行く、保護者が連れて行く、保護者は有料なんです。損して得す

るような感じもあるし、利用者を増やす考えもあるので、せめて子ども料金だけを無償化す

るという考え方で予算化してはどうかという意見なんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） お答えいたします。 

  スキー人口の減少、それから小鳥山スキー場をもっと活用していただきたいということで、

大江町の小鳥山スキー場においても今年度初めて、先月25日だったと思いますけれども、無

料開放の日ということで設けさせていただいているところです。 

○委員長（土田勵一君） 櫻井和彦君。 

○４番（櫻井和彦君） 確かに先月あって、ふだんスキーに行かないうちの中学生の孫が、友

達を誘って、無料の日だけは小鳥山に行きました。そうやって無料にすることによって来て

いただく、雪を楽しんでもらう、つらい冬を乗り越えてもらうという考えをこの前は話した

んです。そういうことを、例えば毎週土日、祝日だけ、子ども料金だけを無料化にして、大

人の方は負担していただく。子ども料金だけは無料化にして、なるべく多くの町民の子ども

たちに、スキーだけじゃないですね、ボードもあるし、雪遊びもあるし、そりもあるので、

そういう冬の楽しみ方をしていただきたいと私は提案したいんです。 

  それでちょっと見直しをしていただいて、この20万のうちの子ども料金を無償化にできな

いかという話なんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 教育文化課長。 

○教育文化課長（西田正広君） 今後、無料化については考えさせていただきたいなというふ

うに思っております。 

  先ほどの利用者数につきまして、令和３年度決算額の利用者ですけれども、ちょっと大人

と子どもの内訳は分からないのですが、全体で938人というふうな数字になってございます。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

  菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ２番、菊地です。 

  18ページをお願いします。総務費国庫補助金のデジタル田園都市国家構想交付金、ここに

150万あります。こちらはどのようなところに使われていくわけでしょうか。 
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○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  このデジタル田園都市国家構想交付金につきましては、今年度、新たに名称が変更した部

分と、あと強化された部分がございます。今回予算要求させていただいておりますのが、昨

年度も引き続き地方創生推進交付金を該当させていただいた事業について、この事業を充て

させていただく部分でございます。 

  具体的には４つの事業に充当させていただいておりまして、１つが山形連携中枢都市圏の

ＤＭＯ広域促進事業の負担金のほうに充当、あとは移住・定住人材確保戦略的展開事業のほ

うに充当、あともう一つが、サクラマス放流事業について充当させていただいて、最後に、

やまがた音と光のファンタジア、今年度も開かれておりますけれども、その負担金のほうに

充当させていただいている、４つの事業に充当させていただいている事業でございます。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 菊地邦弘君。 

○２番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  このデジタル田園都市国家構想交付金、こちらのほうは、聞くところによりますと、マイ

ナンバーカードが80％以上のところに対して、いろいろなアイデア等があれば、国のほうか

ら１億だか、２億だか、３億だか、審査して該当になればもらえるというような説、ちょっ

と私これ勘違いしていたら申し訳ないんですけれども、そのようなものであれば、そのよう

な形で、本町はマイナンバーカードはラインを行っているのではないのかなと思うんですけ

れども、そのあたりはどのように取り組みなさっていますか。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えします。 

  今委員おっしゃったとおり、デジタル田園都市国家構想推進交付金につきましては、様々

なメニューがございます。 

  今、私のほうから説明があったのが、その中の地方創生推進交付金、昨年度まで引き続き

あったものが、このデジタル田園都市国構想交付金の中に含まれると。そのほかに、デジタ

ル田園都市、国のほうで進めている事業がございます。こちらのほうについては今委員おっ

しゃったとおり、マイナンバーカードの取得率によって、様々な特典、プラスアルファの部

分があったりとか、あとはマイナンバーカードを、今後デジタル化を進めていくに当たって

推進していくというようなメニューもございます。この部分につきましては、今後、大江町
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でどのような取組を行うかということで、事業を展開するに当たりましては、こういう事業

も今後は取り組んでいければなというふうに、一つの財源として活用していきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで歳入の質疑を終わります。 

  それでは、一般会計予算の総括質疑を行います。 

  なお、あくまでも総括質疑ですので、聞き漏らした事項や個別的事項の質疑はご遠慮くだ

さい。 

  関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ５番、関野です。 

  今年度の予算の入のところに、寄附金の項目のところに、大江町ふるさとまちづくり返戻

品寄附金ということで３億円の予算があります。この３億円の当初予算に関しては、令和３

年度、あと今年度と、３億円ということで当初予算で立てておりますが、実際、令和３年度

は２億5,840万、今年度は、見込みになりますけれども、２億9,500万ほどになっております。 

  新年度も３億円ということの当初予算を掲げているわけでありますが、本来、ふるさと納

税というのは、本当に各市町村からすれば大変魅力的な制度でありまして、ここで町のＰＲ

をすることによって、また町の商品を全国の方から食べてもらったり使ってもらったりする

ことによって、町にそれなりの収益というか、予算が入るというか、使えるお金が入ってく

るというシステムになっていると思います。 

  その中で、大江町のふるさと納税の返礼品を見てみるとやはり、昨日かな、政策課長のお

話にありましたように、果物をはじめ、米、そのほか様々な町の商品がありますけれども、

なかなか３億の壁を破るというような商材がないのではないかと思っております。 

  町長の今回の所信の中に、自然豊かな農山地域は、都市部にはない魅力的な資源がたくさ

ん存在していると思います。日頃気づかずにいる見慣れたものが、見る人や見方、捉え方に

よっては、磨けば光るダイヤモンドの原石と町長は言っております。そのダイヤモンドにな

り得る原石というのがうちの町にもまだまだたくさん埋もれているのではないかということ

で、町長のほうに少し聞いてみたいと思います。 

  その話をする前になんですけれども、あまり周りの市町村の話はしたくないんですけれど



 

- 90 - 

 

も、山辺町では、11月の頃にはふるさと納税の寄附金が１億9,000万だったそうです。それ

が今現在、５億3,000万ほどになっておると。 

  そういうことで、どのようなことをやっているのかなと思って少し聞いてみたら、一緒に、

町にある返礼品になりそうなもの、また現在返礼品として使っているもの、それをどのよう

にしたらスキルアップ、パワーアップできるか、または新しいものを発掘できるかというこ

とで、担当の課長、または町長なりが町なかを回り、いろいろなことの提案をしながら、ま

た事業者からも提案していただきながら、その返礼品の工夫をしているという話でした。 

  そこで、私もこの町にどのような返礼品の原石があるかを考えてみて、またホームページ

等を見て、何がないのか、何があるのかを見ていたときに、うちの町にも全国的に有名な企

業が数社あります。その企業の中の商品をふるさと納税の中にどうやったら取り入れること

ができるのかなと思っております。 

  ある企業においては、全国的に大変有名な冷凍食品だったり、または愛好家が喉から手が

出ほど欲しがるレンズがあったりとか、そういうものがありますけれども、うちの返礼品を

見ると、そういうふうに町の、いわゆる企業の返礼品がなかなか見つからないという中で、

これではやはり３億円の壁を越えることができないのではないかと。 

  かといって、そういう事業者の商品が返礼品に入ったからといって、すぐ３億円を超える

ということではないと思いますけれども、やはりそういう、いわゆる町の事業者の持ってい

るものを利用しながら、ふるさと納税の寄附金を大きく伸ばす、そういうことにやはり取り

組まなければいけないのではないかなと思っております。 

  なぜそのようなことを言うかというと、やはりうちの町でもなかなか財源の確保が難しい

中で、でも、出るものはたくさん今から出ていくような気がします。やはり町の努力と町の

熱意でそういうものが増やせるのであれば、ぜひそれは町長がいろいろなところに出向いて

いって、ふるさと納税の協力をお願いしたり、課長と一緒に行きながら話をしたりして、何

度も足を運びながら、そういうところから協力してもらって、返礼品の充実を図っていただ

ければと思っておりますが、その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○委員長（土田勵一君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 返礼品というふうなことでのご質問でありますが、ふるさと納税その

ものについては、大江町でも順調に右肩上がりで額を増やしてきたというふうな努力は認め

ていただきたいなというふうに思います。 

  そして、その中でも、町の魅力というふうなものを出していくということでは、農産物、



 

- 91 - 

 

特に果樹、米、こういったものを今までは磨き上げてきました。町の納税返礼品の中でもそ

の部分が大部分を占めているというふうな状況だというふうに思います。その辺、数字的な

ものは後で課長のほうから述べさせていただければというふうに思いますが、そういう中で、

今、関野委員のほうからありました企業の部分、町内の企業の製品などもいいのではないか

というふうなことの提案がありました。私も全くそのとおりだというふうに思います。 

  工業製品というふうな部分では、町内のニット屋さんの部分が、高級ニットというふうな

ことで町のほうに登録してやっていただいておりますが、これも相当な人気を得ているとい

うふうなものもあります。なので、そういったものをもっともっと掘り起こしていくという

ふうな作業は引き続き行っていきたい。そして、額も増やしていければというふうに思って

いますので、必要に応じて私も積極的に動きながらやっていきたいというふうに思います。 

  ただ、先ほど冷凍食品とかレンズというふうなお話がありましたが、その辺のところも、

これまでその企業さんとやり取りをしてきた経過などもあります。それがなかなか実現して

いないというのは、それはそれでいろいろな課題があるので、町長自ら出向いて、その部分

の問題解決に当たってはというふうなところは肝に銘じてやっていきたいというふうに思い

ますが、その辺の経過なども課長のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 数字的な部分でお答えさせていただきたいと思いますけれど

も、最新にはなりますけれども、ただ、年度というくくりではない数字なのでご理解をいた

だきたいと思いますけれども、ふるさと納税の令和４年の３月から、今年、令和５年の１月

までということで集計をさせてもらった部分についてご報告を申し上げたいと思いますけれ

ども、今町長からあったとおり、果物、フルーツの割合が全体の６割強を大江町の場合には

占めております。その次に米ということで、21％を占めているということで、合わせて８割

強を米と果物が現在占めている状況にございます。 

  その果物の中でも、大江町の果物ということで選ばれているのがリンゴ、桃、サクランボ、

ラ・フランス、当然皆さんご承知かと思いますけれども、その果物が上位を占めているとい

うような状況にございますので、まだまだやっぱりそれ以外の部分については伸び代がある

のかな、伸ばすことができるのかなというふうに思っておりますし、果物についても、今後

もますます選んでいただけるような、よい果物を提供していただけるように、町としても事

業者さんと一緒に取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

  あとは先ほどあったとおり、冷凍食品やレンズ、全国あるいは世界でも誇れるような企業
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が大江町にございます。具体的に申しますと、担当者のほうで工場のほうにお話させていた

だいている部分もございます。今あったとおり、なかなか前に進まないというのは、なかな

かその工場から真っすぐ卸していただけるということがちょっと難しいというような部分が

あるので、それではどのような方法があるのかということを今現在、業者さんとお話をさせ

ていただいておりますので、その辺のところを十分に研究しながら、大江町の魅力発信につ

いては進めていきたいと。行く行くは財源確保という部分についても配慮させていただきな

がら進めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土田勵一君） 関野幸一君。 

○５番（関野幸一君） ありがとうございます。 

  やはりふるさと納税というのは、全国で本当にいろいろな話題になりながら、自治体の財

源になるような、そういうことでやっぱり取り組んでいる、そういうすばらしい制度だと思

っております。 

  先ほど町長からも、一生懸命やっているのだけは認めてほしいと言われましたけれども、

本当に認めています。私が議員になったときは１億ありませんでした。それが１億になって、

今はもう３億近いところまでやっぱり伸びているのは、当然返礼品を扱っている事業者さん

の努力もありますし、町の職員の努力もあるのは十分分かっております。 

  だけれども、やっぱりここをもう一歩踏み込んで、これをやはりもっと、倍増とまでは言

いませんので、まずは４億、５億というような形で、やはりそれを目標にしながら、高い目

標を持ちながら進めていく。そうなれば、それだけ町にも少しお金が入ってくるということ

になれば、様々なものに使えると思いますし、やはり今年度、子どもの給食を無償化にした

ことに対しても、やはりそういう財源を使えるとなれば、今後、恒久的にそういうものも続

けていけるのではないかと思っておりますので、これからも、担当の職員をもう一人増やす

ぐらい、いや、１人では足りないね、２人増やすぐらいの気持ちで取り組んでいただければ、

やはりこれは町の大きなＰＲにもなるわけですよ。いろいろな課でＰＲのお金とか使ってい

ると思うけれども、ふるさと納税であれば、勝手にＰＲしてくれる。 

  日本全国の方がふるさと納税の返礼品を調べて、見ることによって、大江町はこういう町

だなというふうにＰＲになりますので、その辺のところを考えて、当然分かっていると思い

ますけれども、それもありますので、しっかりとふるさと納税のところはもう少し力を入れ

て頑張ってみるべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 総括質疑をさせていただきます。 

  令和５年度の一般会計の予算が63億7,000万円というようなことで、これまでの最高額を

計上したというふうなことでありました。 

  その中身の主なものは、細部にわたってかなりの事業費を盛り込んでおりますが、特に道

の駅おおえのリニューアル、あるいは農林関係、そして福祉関係、様々な分野、プレミアム

も含めた中で、かなり頑張った予算であるなというふうに思っております。 

  ただ、その中で、これまで起債発行が４億、５億という中での起債発行だったというふう

なことで、今年は７億円を超えるというふうな中での起債発行だというふうに思います。そ

して、公債費については６億3,000万円だというふうなことであります。 

  起債発行が７億900万円、そして公債費は６億3,000万ということで、公債費についてはこ

こ数年というか、二、三年前までは４億円台で推移してきたというのが、６億円になってい

るということは、財政をかなり圧迫していくのではないかなというふうに感じているところ

でございます。 

  そういった中で、総務課長のお話によると、経常収支比率は90％を超えるであろうという

ふうな中で、県内でもかなりの上位を占めるのではないかということで、良好な財政運営を

しているのかなというふうに理解をしておりました。 

  基金残高につきましては、令和３年度で24億800万円、今回の一般会計補正予算で２億

9,100万円ということで、約27億の基金を保有しているというふうに理解をしております。

そういった中で、基金の額と、それから起債発行の額、これをどういうふうに理解すればい

いのかなというふうに思うんだけれども、基金が27億あって、そして起債発行が７億900万

円だというふうになりますと、せっかく基金を積み立てておって、そこからの繰入れができ

ないのかなというふうな単純な思いもあるんですが、その点がまず第１点。 

  それから、超少子・高齢化というふうな中で、移住・定住を含めた中で、子育て環境の充

実、学校給食もそうですけれども、いろいろな面で手厚い補助を考えているなというふうに

思うんだけれども、昨年は14人しか生まれなかったと。今後はどうなることかというふうな

中で、若者の定住、それにはやっぱり働く場所がないとどうしようもない、定着しない、子

どもも生まれないというふうなことであると思うんですけれども、前から言っているように、

企業の誘致といいますか、いわゆる工業団地の整備等について、全然触れていないわけです

が、その点を２番目にお伺いしたいと思います。 
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  ３番目については、道の駅おおえが６年度からリニューアルオープンするという形になっ

ているようでありますけれども、なかなか企業が立地しないというふうなことであれば、あ

そこのリニューアルのために、今度、従業員を確保しなければならないというのは、一種の

企業誘致に匹敵するのかなというふうに思うんだけれども、その場合、町職員と公社職員の

差がかなりあるというふうに理解しているんですけれども、例えば町職員の高卒の給与が18

万8,000円とかというふうな時代の中で、公社の職員というのは15万ぐらいになるのかなと

いうふうに感ずるんだけれども、同じレベルみたいな感じの中で雇用を促していって、そし

て町の活性化につなげていくべきではないかというふうに思うんだけれども、以上、３点に

ついてお伺いします。 

○委員長（土田勵一君） ここで１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

  総括質疑を続けます。 

  町長。 

○町長（松田清隆君） それでは、先ほど毛利委員のほうから３点ご質問をいただきましたの

で、お答えさせていただきたいと思います。 

  １番目は、起債、公債費、基金、こういった財源に関する部分についてのご質問だったと

思います。 

  詳しい数字的なものも含めた内容については、総務課長のほうからお答えさせていただき

たいと思いますが、町の事業を行っていく場合、私としては、基本的な考えとしては、特に

大規模な事業などの場合は、財源の確保というのは非常に重要になってくる。その中でも、

一般財源というふうなものをどれだけ少なくしていくかというのが町の財政の中で課題にな

ってくるというふうに思います。 

  事業展開していく場合に、基本的には、できれば国・県の補助金により多く該当できるよ

うな事業で推進していけば、一般財源の負担は少なくなってくるのではないか。そしてもう

一つは、起債というふうなことで財源を確保する。大江町の場合は過疎債というものが使え
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ますので、後年度の交付税措置なども考えれば、補助金と同じような効果が得られるもので

はないかというふうに思います。 

  そういったことを考えれば、基金を取り崩して一般財源を確保するというようなことより

は、一定の条件の中で有利な起債を活用できるんだとすれば、そちらのほうが町の財政とし

てはいいのではないかというふうに考えております。 

  なので、基金というふうな部分については、ある程度の蓄えをしておくというふうなこと

が後年度の財政の硬直化を防げるというふうなことがありますので、そういった基本的な考

えでやっていきたいというふうに思っております。 

  そして、２番目の働く場、若い人を確保するにはというふうなご質問でありました。その

ためには、工業団地などの企業誘致の基となる部分の整備というふうなことになるのかと思

います。 

  工業団地の開発については、私は開発するタイミングが非常に判断の材料として大切だと

いうふうに思います。来てもらえる企業さんが手を挙げてくださるというふうなことであれ

ば、すぐにでもそちらのほうに調整を図りながら、団地の造成を進めていくというふうなこ

とをやっていきたいと思いますが、これはどちらが先かという問題もあるかというふうに思

います。 

  団地をつくっておいて準備をして来てもらう。もしくは、希望に応じた団地を造成して企

業を迎える。どちらが先かというふうな課題があるとは思いますが、私はできるだけ、以前

ありました、工業団地を造成しましたが塩漬けになってしまって、町としては負の財産のよ

うな形で管理をしていかなければならないというようなことがありましたので、その辺は慎

重に判断をしていかなければならないものだというふうに思います。 

  あとは、雇用の確保という観点から申し上げますと、以前、ある会社の社長さんと企業誘

致なり、工業団地造成の部分について意見交換をしていた際に、じゃ、働く人の確保は大丈

夫なんですかというような話になりました。今の大江町の状況を考えたときに、町内の企業

さんの中でも非常に人手不足、働く人の確保というのがなかなかスムーズにできていないと

いうような意見があります。 

  実際、先日、初めての取組ではありましたが、ふれあい会館において、左沢高校の２年生

を対象にした、町内企業に限定した説明会、ガイダンスを開催しました。子どもたちは真面

目にそれぞれの企業の話を聞いておりましたが、その際、企業の方の中でも、やっぱり人手

不足の問題というのがかなり深刻化しているというふうな中で、できれば、もっと雇用した
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いんだけれどもとか、場合によっては、勤めていただいてもすぐに辞めていってしまうとい

うようなことがあったりとか、なかなか大変なんだというふうなお話がありました。 

  現実的には、町内にも外国人の労働者の人が来ておりますので、なかなか町内の人だけで

は賄い切れていない。近隣も含めたところでも賄い切れていないという現実があるように思

います。 

  働く場の確保というふうな部分から言えば、働く機会、働くところはあるんだけれども、

なかなかそこと本人の希望とのマッチングが図れないというようなところもあるんだという

ふうに思います。そんな課題を持ちながら、最初に申し上げましたように、働く場の確保に

ついては、開発についてはタイミングを見ながらやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

  それから、３番目に道の駅、先ほどのお話の中で、道の駅の整備も企業誘致の一つではな

いかというお話がありました。これは全くそのとおりだというふうに同感いたします。やっ

ぱりあれだけの施設を造るというふうなことは、そこで働く人、そこで物を売る人、そこで

物が売れる。そういったことを考えれば、大きな経済効果にもなるし、働く人の雇用の場に

もつながるというふうな意味では、これも大きな企業誘致だというふうに捉えます。 

  そして、賃金あたりの話もありましたが、できれば待遇面でも、できるだけいい条件で働

いてもらえるようにしたいと思いますが、現実はやっぱり道の駅という経営を見ながら、そ

このところは考えていかざるを得ないというふうに思います。 

  ただ、あまりにも勤務の条件が悪ければ人が集まらないという、先ほどの人手不足の話に

もなりますので、その辺は今後の道の駅の経営計画の中で、賃金面などについては判断して

いくところだというふうに考えておりますので、ご理解いただければというふうに思います。 

  先ほど申し上げましたことについては、総務課長のほうから少し説明させます。 

○委員長（土田勵一君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） それでは、１点目のご質問に対しまして、数字的な部分を補足

させていただきます。 

  予算書の103ページにもありますとおり、令和５年度の公債費につきましては６億3,600万

円で見込んでおります。これにつきましては、平成27年度から令和元年にかけましては４億

円台で推移していたわけですが、令和３年度以降、６億円台になっております。その要因と

いたしましては、中央公民館の借入れの元金償還が始まったこと、あるいは今後は道の駅

等々の大規模な借入れの返済が始まることが影響するかと思います。今後、数年間も元金償
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還額は６億円台で推移するものというふうに見込んでおります。 

  一方、新たな借入れの部分ですが、こちらは27ページの一番下にありますとおり、令和５

年度は７億950万円を見込んでおります。 

  そうしたことを踏まえまして、資料の114ページをご覧いただきたいんですが、地方債の

ここ数年の推移の資料になります。この中で、一番左の前々年度末現在高につきましては、

令和３年度末の残高です。その右の前年度末見込額については令和４年度末の推計値です。

そして当該年度、５年度中の増減を見込みまして、一番右側が令和５年度末の残高見込みと

いうようなことになっております。 

  ただいま申し上げましたとおり、令和４年度末の見込額が55億9,000万に対しまして、５

年度分の新たな借入れが元金償還を上回るものですから、５年度末の残高につきましては56

億8,000万ほどとなりまして、9,000万ぐらい増えるというような見込みになっております。 

  そうした中で、毛利委員のほうからは、基金も増えているだろうというようなことであり

ますが、令和４年度末の借金残高が55億9,000万に対しまして、基金残高、現金ベースでい

きますと、24億9,500万円ほどになります。ということで、かなりこの基金残高については

増えているわけでありますが、先ほど町長からもあったとおり、具体的に申し上げますと、

この中でいわゆる優良債と言われる起債が、充当率ほぼ100％、かつ、交付税措置が70％以

上というふうにあえて定義をいたしますと、その優良債と言われる起債が２番の災害復旧債、

３のその他のうちの（１）の辺地債、（２）の過疎債、（４）の減収補てん債、その下の減

収補てん債（特例分）、一番下の臨時財政対策債、これを合わせますと、ほぼ90％が優良債

と言われるものになります。 

  したがいまして、町長の所信の中でも触れておりますが、こういったことを加味した、い

わゆる将来負担比率が、平成19年度からその算定が始まったわけですが、令和３年度の決算

で初めて将来負担がなしというような結果になりました。したがいまして、こうした国・県

の補助金を充てて、残りの分については、なるべくこうした起債を充てていくことで、健全

な財政運営が保たれていくというふうに思っているところであります。 

  以上であります。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） 町の行財政運営の基本的理念というのは分かりますけれども、基金

残高が24億、一般会計の補正予算、４年度で補正したのを合わせますと、27億ぐらいになる

のではないかというふうに思うんだけれども、それに対して、基金の運用収入というのはど
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うなのかということを見ると、基金運用収入、いわゆる27億に対する利子ですけれども、こ

れは低金利というふうな影響もあって、４万8,000円の利子にしかならないんですよ。 

  要するに、一般的な家庭の会計とも違うと思うんだけれども、利子が、24億から27億の間

で４万8,000円しかつかないということであれば、やはりここの基金の運用、いわゆる基金

繰入金というものを弾力的にしたほうがいいのではないか。それが将来負担につながるので

はないかなと。 

  幾ら過疎債が有利な起債だと言っても、７割の補塡なわけですよ。３割は町の後年度負担

というふうな形で、これからの子どもたちが担っていかなければならないというふうに考え

ると、有効にこの基金を取り崩しながら運用していくのがいいのではないかなというふうに

思うんですが、そこら辺の見解をもう一度お聞きしたいと思います。 

  それから、公社が担うであろう道の駅でございますけれども、感じるところ、現在の公社

の職員というのは、かなり高齢化しているのかなというふうに感じるわけでございますけれ

ども、新しくリニューアルする道の駅については、若い職員の中で機動力があるというふう

な中で対応していくためには、それなりの待遇が必要ではないかなというふうに思うんです

が、その辺のところをお聞かせください。 

○委員長（土田勵一君） 町長。 

○町長（松田清隆君） それでは、１点目の基金の部分についてでありますが、ちょっと今、

意見交換をしている中では、何か極端に繰入金を全て充てるのか、起債に変えて、のような

議論のところになっているかなというふうに思いますが、先ほど申し上げたのは、私は基本

的な考え方としてというふうなことで、そこは基金の繰入れをしながら、起債の額を決めな

がら、両方うまく使っていこうというふうなことの意味合いでございますので、全部起債で

賄うんだ、そして基金には手をつけないんだとか、そういうふうな極端な話ではございませ

ん。 

  事実として、今年の予算編成の中では、基金の繰入金もこれまでにない額を繰り入れさせ

ていただいて、この事業の予算を組んでいるというふうなところがありますので、そこはバ

ランスを見ながらやっていきたいというふうに思っているという考えでありますので、ご理

解いただければというふうに思います。毛利委員が言われるところも理解しておりますので、

よろしくお願いします。 

  それから、道の駅の雇用に当たっては、できるだけ若い人が勤められるような勤務条件と

いうふうなところでありますが、私もそう思います。いろいろな形の働き方が今はあると思
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います。正職員として働く、もしくは、少し例えば子育てなり介護なりの時間が欲しいので

パートタイムで働きたい、そういった勤め方の形をつくれるのも道の駅なのかなというふう

にも思います。 

  そんなことで様々な働き方ができるような施設でもあると思いますので、その辺も考慮し

て、若い人たちが勤めてみたいと思われるような、そんな職場にしていきたいなというふう

に思っています。 

○委員長（土田勵一君） 毛利登志浩君。 

○６番（毛利登志浩君） いろいろと答弁をいただきましたが、総務課長が言っているように、

町の財政規模からして、優良な財政運営をやっているというふうに理解はしているわけです

けれども、やはり人口が極端に高齢化していると。そして、若者も出ていく。そして、出生

率も低いというふうな中で、やはり町税もそうですけれども、町の活性化という意味からも、

働く場所、あるいは若者がこの町に住んでよかった、住みたいというふうな施策、いろいろ

な形で今回の当初予算に計上されておりますけれども、やはり働く場所というのも基本の中

の一つではないかなというふうに思いますので、ぜひとも取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  以上で質問を終わります。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

  結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  私は、町道古寺神通峡線について総括質問を行います。 

  令和５年度の予算に神通峡祭りも予定されておりますけれども、町長の所信に神通峡につ

いては触れていなかったように思うんですけれども、また、町長所信の最後のページに、今

後の財政運営の見通しとして、急激な人口減少の中、委託料や需用費などの物件費は増加傾

向に歯止めがかからず、補助金などの給付型予算も年々拡充を続けていると。また、職員の

定年年齢が引き上げられることに伴って、人件費が増えていくことも予想され、今後、一般

会計での負担が大きくなっていくことは確実な情勢ですと。近い将来、一般財源が不足し、

自由度が下がっていくことは避けられず、現実的に町税や地方交付税の増収が見込めない中

にあって、徹底した歳出の抑制が不可欠になりますので、選択と集中により優先する事務事

業を見極め、淘汰し、計画的で持続可能な財政運営に努めていくと、こういうふうにうたっ

ているわけであります。 
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  先日、町道古寺神通峡線の遊歩道の維持補修について、23年ほど遡って職員から調べてい

ただいたところであります。平成12年から令和４年の23年の間、通行可能となったのは13年

間であります。また、通行できなかった期間は延べ10年を数えております。 

  その間、災害発生や橋梁維持補修等で工事費用を合計しますと、町の出費が約２億5,200

万円、国の出費は２億円ほど、合わせますと４億5,200万円ほどが費やされているというこ

とになります。 

  それに対し、年間の利用客は、正確にはカウントされていないということでありますが、

神通峡祭りを開催した年度はおおむね4,000から5,000人程度の観光客があったようでありま

す。 

  その観光客は大江町でどのくらいお金を使っていくのか。お土産店がないので、お金を使

うところがない。柳川温泉、このお祭りによって若干潤うとは思いますけれども、こういう

状況の中で、それまでして観光客を迎え入れなければならないのかということで、疑問に思

っているところであります。 

  令和４年度からやっと通行できるのかなと思っていたら、またもや豪雪、豪雨により川が

せき止められ、ダム化しているということで、再度通行できない期間が今続いているわけで

あります。５年度も豪雪でありましたので、古寺神通峡線遊歩道は崖崩れなどでかなり傷ん

でいるのではと推測されます。 

  というように、古寺神通峡線遊歩道は常時、崖崩れなどが予想される。そういうことから、

日本一危険な町道ではないかなと思いますし、そして日本一お金のかかる町道と思います。 

  町を代表する観光資源でありますが、先ほど工事費用などを述べてお分かりのように、費

用対効果は全く得られません。また、開通しても危険度が高く、万が一、観光客に事故があ

れば、町の損害は計り知れない、そういうふうに考えます。このことから、古寺神通峡線遊

歩道の町道廃止を提案したいと思って、お伺いをいたします。 

○委員長（土田勵一君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 今、委員からご質問いただいた古寺神通峡線の町道管理については、

非常に町としても苦慮しているというふうな状態であるという認識は、委員の質問の中身と

同じでございます。 

  ただ、やっぱり神通峡という、大江町の観光地としてのネームバリュー、そして魅力、そ

ういったものは捨て難いものがあるというふうに思います。そうした中で、様々これまでも

工夫を凝らしながらＰＲに努めてきたというふうなことで、ここまで来たと。ただ、最近は、
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やっぱり異常気象も含めた大変な自然災害が頻発しているという状況だというふうなことだ

と思います。先輩方が残してくれたこの神通峡という財産をどう引き継ぎ、どう進めていく

かというふうな課題をもう一度考える時期ではないのかというふうなことも含めたご質問か

なというふうに思います。 

  ただ、放置すれば荒れ放題になってしまうというふうなこともありますし、町道だから災

害復旧という形で事業ができているという事実もあります。災害が起きて３年、５年とたっ

てしまえば、手の施しようがなくなってしまうのではないかというふうなおそれもあります。 

  今の段階で、私は、神通峡というふうなものはもう少し手をかけながらといいますか、整

備をしながら、これまでの大江町を代表する景勝地としての価値を保っていきたいと、そう

いうふうに思っています。 

  ただ、観光客、通行する方々の安全が第一であります。その部分については十分に注意を

図っていく必要がありますし、それが確保できないとすれば、通行止め、もしくは今言われ

た廃止、中止、そういったことも視野には入ってくるのかというふうに思いますが、現段階

では、先ほど申し上げましたとおり、神通峡は町の大切な観光資源としてもう少し管理をし

ていくべきだというふうに判断をしております。 

○委員長（土田勵一君） 結城岩太郎君。 

○９番（結城岩太郎君） ９番。 

  ご答弁ありがとうございます。 

  町長が言うのは重々分かります。最初に申し上げた財政問題についても、これから本当に

大変になってくるわけですので、考えなくてはならない。十分検討していただきたいわけで

すけれども、最初に申し上げましたように、徹底した歳出の抑制が不可欠だということです

ので、コロナウイルスの影響に加えて、あるいは各資材、エネルギー価格の高騰などによっ

て、大江町経済も潤っていないということです。 

  町民は、その潤っていない中で、大変厳しい状況の中、血のにじむような汗と努力で納税

している。それを忘れちゃいかん。その血税を重んじ、大切に、有効に使っていただきたい

と、こういうことからの提案でありますので、しっかりとした検討をお願いし、堅実な財政

運営をお願いして、質問を終わりたいと思います。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで総括質疑を終了いたします。 
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  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第27号 令和５年度大江町一般会計予算、これを原案のとおり決

定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（土田勵一君） お諮りします。 

  議第28号から議第34号までの各特別会計予算及び水道事業会計予算については、歳入歳出

及び収入支出一括して質疑を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、各特別会計の予算は、歳入歳出一括して質疑を行うことに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第28号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計予算を審査の対

象とします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  税務町民課長補佐。 

○税務町民課長補佐（伊藤和幸君） 議第28号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計予算
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について、詳細をご説明申し上げます。 

  令和５年１月末現在の大江町国民健康保険世帯数は1,073世帯、被保険者数は1,715人で、

前年同月と比較しますと19世帯の減、被保険者数は69人の減となります。世帯数、被保険者

数ともに減少しております。 

  それでは、歳入からご説明しますので、122、123ページをお開きください。 

  １款国民健康保険税は、前年同様の税率を適用した予算額になります。被保険者数の減少

を見込み、前年度対比で９％減の１億1,100万9,000円を計上しております。 

  ２目の退職被保険者国民健康保険税は、令和２年４月から退職被保険者がゼロとなってお

り、存目計上したものです。 

  ２款１項１目の督促手数料は、前年同額を計上しております。 

  ３款１項１目国庫補助金の災害等臨時特例補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる収入減少に伴い、国民健康保険税の減免を行う場合に補助対象となるものであり、令和

５年度も当該事業が該当した場合を想定し、存目計上するものでございます。 

  ４目の出産育児一時金臨時補助金は、令和５年４月より出産育児一時金が引き上げられる

ことに伴い、令和５年度に限り、１件5,000円の国庫補助金が交付されることから、２件分

を計上したものです。 

  次の４款１項１目県補助金の保険給付費等交付金は、前年比2.8％減の５億9,977万4,000

円を計上しております。 

  このうち普通交付金は、出産一時金と葬祭費を除く保険給付費と同額を計上し、特別交付

金は、事業実績を見込んだ額を計上しております。 

  ５款１項１目利子及び配当金は、国民健康保険基金の利子について、基金残高を考慮し計

上しております。 

  124ページをお開きください。 

  ６款１項１目一般会計繰入金は、低所得者の国保税軽減に係る保険基盤安定繰入金、未就

学児均等割保険料繰入金、出産育児一時金に係る繰入金、低所得者や高齢者が多いことによ

る国保財政の負担の平準化を目的とした財政安定化支援事業繰入金、職員の人件費、事務費

などに係る一般繰入金となります。前年比4.7％増の8,994万5,000円を計上しております。 

  ２款１項基金繰入金は、歳入の不足する額として、前年比8.3％増の3,900万円を計上して

おります。 

  ７款繰入金は、前年度の予備費相当分を計上しております。 
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  124ページから125ページにかけての８款諸収入につきましては、１項１目延滞金は前年度

実績を考慮して５万円減の10万1,000円を計上し、２項預金利子、３項雑入は前年度同額を

計上しております。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。 

  126ページをご覧ください。 

  １款１項１目一般管理費は、人件費のほか、国保連合会への共同電算処理委託料、システ

ム改修業務委託料など保険給付事務に要する経費3,447万9,000円を、２目国民健康保険団体

連合会負担金は、保険者として被保険者数に応じた会員負担金80万6,000円を計上しており

ます。 

  127ページをご覧ください。 

  １款２項１目賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収に要する事務費や人件費などを計

上しております。 

  127ページから128ページにかけての１款３項１目運営協議会費は大江町国民健康保険運営

協議会に要する経費を、４項１目趣旨普及費は国民健康保険事業の普及啓発に要する経費を

それぞれ計上しております。 

  ２款１項療養諸費５億2,600万2,000円は、１目及び２目に一般被保険者及び退職被保険者

の療養給付費を、３目及び４目に療養費を、５目に診療報酬明細書の審査支払手数料をそれ

ぞれ計上しております。 

  療養諸費につきましては、被保険者数の動向や近年の一人当たり医療費の状況などを踏ま

え、1.9％減としております。 

  退職被保険者分は、退職医療制度の経過措置が令和２年３月末で終了していることを考慮

し、過誤調整分として計上しております。 

  129ページをご覧ください。 

  ２項高額療養費は、近年の実績を踏まえ、9.7％減の6,510万1,000円を計上しております。 

  ３項移送費は、一般被保険者分を前年同額で計上しております。 

  ４項１目出産育児一時金は、令和５年４月より１件当たり50万円となり、２件分の支給見

込額を計上しております。 

  ２目出産育児一時金支払手数料は、国保連合会への手数料を計上しております。 

  130ページをご覧ください。 

  ５項１目葬祭諸費は、一件当たり５万円として16件分の支給見込額を計上しております。 
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  ６項１目傷病手当諸費は、存目計上するものでございます。 

  ３款国民健康保険事業費納付金は、県全体で必要とされる医療給付費分、後期高齢者支援

金分、介護納付金分を町の被保険者の所得水準及び医療費水準並びに被保険者数等に応じて

町が納付すべき額を県が算定し、令和５年度分として本町に提示された額を計上しておりま

す。 

  １項は、医療給付費分に係る納付金１億2,568万7,000円、4.8％の減になります。 

  ２項は、後期高齢者支援金等分に係る納付金5,256万8,000円、4.5％の増、３項が介護納

付金分1,523万9,000円、8.2％の減を計上しております。 

  納付金合計で１億9,349万4,000円となり、対前年比マイナス2.8％、547万3,000円の減額

となっております。 

  131ページをご覧ください。 

  ４款１項１目共同事業拠出金は、退職者医療共同事業に係る事務拠出金を計上しておりま

す。 

  ５款１項１目保健衛生普及費は、健康増進のための各種保健事業に要する経費を計上して

おります。 

  131ページから132ページにかけての２目疾病予防費はさわやか健康づくり推進事業などの

疾病予防に要する経費を、５款２項１目特定健康診査等事業費は特定健康診査、特定保健指

導に要する経費を計上しております。 

  ６款１項基金積立金は国民健康保険基金の利子相当分を、７款１項公債費は会計処理上、

支払い資金が不足した場合に備え、一時借入金の利子分を計上しております。 

  132ページから133ページにかけての８款諸支出金、９款予備費につきましては、前年同額

を計上しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は116ページから141ページであります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第28号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計予算、これを原

案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  それでは、２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○委員長（土田勵一君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第29号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計予算を審査の

対象とします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  税務町民課長補佐。 

○税務町民課長補佐（伊藤和幸君） 議第29号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計予

算についてご説明申し上げます。 

  令和５年１月末現在の大江町後期高齢者医療被保険者数は1,610人で、前年同期と比較し

ますと３人の増となっております。 

  それでは、歳入からご説明いたしますので、147ページをお開きください。 

  後期高齢者医療制度につきましては、被保険者の医療費から本人窓口負担を除いた保険給
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付費総額の10％相当額が被保険者からの保険料で賄われております。 

  保険料率は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が２年ごとに改定することになってお

り、令和４年度が改正年度であったため、令和５年度は前年同様の保険料率が適用され、所

得割率は8.8％、均等割額は４万3,100円となっております。 

  これにより、１款１項後期高齢者医療保険料は、前年度比4.5％減の7,969万5,000円を計

上し、１目に特別徴収分を、２目に普通徴収分を計上しております。 

  ２款１項は督促手数料を計上し、３款１項一般会計繰入金は１目に事務費分を、２目に保

険料の軽減分を補塡する保険基盤安定繰入金を計上しております。 

  ４款１項繰越金は、決算見込みにより計上しております。 

  ５款１項延滞金、148ページの２項償還金及び還付加算金、３項預金利子、４項雑入は、

前年同額を計上いたしました。 

  次に、歳出についてご説明申し上げますので、149ページをお開きください。 

  １款１項１目一般管理費は保険給付に要する事務経費を、２項１目徴収費は保険料の賦

課・収納に要する事務経費を計上しております。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は5.3％減の１億713万8,000円で、歳入でご

説明した後期高齢者医療保険料と一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金を合算した額に相当

する額を計上しております。 

  150ページをご覧ください。 

  ３款１項償還金及び還付加算金は過年度の保険料に係る還付金などで、２項１目一般会計

繰出金は前年度決算に基づく剰余金を繰り出すもの、また４款１項予備費は予見しにくい歳

出に備えるものとして、それぞれ前年度同額を計上しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） 歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は142ページから150ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第29号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計予算、これを

原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第30号 令和５年度大江町介護保険特別会計予算を審査の対象と

いたします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） それでは、議第30号 令和５年度大江町介護保険特別会計予

算の詳細をご説明申し上げます。 

  令和４年12月末現在の第１号被保険者数は2,933人で、そのうち要介護・要支援の認定者

数は529人、前年同期と比較しまして、第１号被保険者数は41人の減、要介護・要支援の認

定者数は28人の減となってございます。 

  それでは、歳入歳出予算事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、156ペー

ジをご覧ください。 

  １款１項１目第１号被保険者保険料は、65歳以上の第１号被保険者に係る介護保険料で、

前年比1.4％減の２億360万1,000円としております。 

  ３款１項１目介護給付費負担金は、介護サービスに係る居宅介護給付費の20％、施設等介

護給付費の15％の国庫負担金になります。 

  ３款２項１目財政調整交付金は保険給付費の6.96％相当額を、２目及び３目地域支援事業

交付金は地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業・任意

事業に係る国庫補助金で、それぞれ事業費の25％、38.5％相当額を計上しております。 
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  ３款２項４目保険者機能強化推進交付金、５目保険者努力支援交付金は、前年度の実績を

基に算出した額をそれぞれ計上いたしました。 

  157ページをご覧ください。 

  ４款１項１目介護給付費交付金は、40歳から64歳までの第２号被保険者の保険料相当分と

して、支払基金から保険給付費の27％相当額が交付されるものでございます。 

  ２目地域支援事業支援交付金は、地域支援事業に係る支払基金からの交付金で、介護予

防・日常生活総合事業費の27％相当額を計上しております。 

  ５款１項１目介護給付費負担金は、介護サービスに係る居宅介護給付費の12.5％、施設等

介護給付費の17.5％の県負担金で、５款２項１目及び２目地域支援事業交付金は、地域支援

事業における介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業・任意事業に係る県補助

金であり、それぞれ事業費の12.5％、19.25％相当額を計上しております。 

  158ページをご覧ください。 

  ７款１項１目介護給付費繰入金１億2,074万円は保険給付費の12.5％の町負担分で、２目

地域支援事業繰入金の介護予防・日常生活支援総合事業分369万4,000円につきましては、地

域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業の町負担分12.5％相当額を、３目介護

予防・日常生活支援総合事業以外分の216万7,000円は、地域支援事業における包括的支援事

業・任意事業の町負担分19.25％相当額を計上しております。 

  ４目低所得者保険料軽減繰入金は、消費税増税に伴い低所得者に対する保険料の軽減措置

分として、一般会計からの繰入金923万5,000円を計上いたしました。 

  ５目その他一般会計繰入金3,290万8,000円は、人件費及び事務費などに対する一般会計か

らの繰入金となります。 

  159ページをご覧ください。 

  ９款３項２目雑入には、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として行ってお

ります要支援認定者の介護予防ケアプランの作成に係る介護報酬として277万5,000円を計上

いたしました。 

  以上が歳入となります。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。 

  160ページをご覧ください。 

  １款１項１目一般管理費は、人件費及び介護保険事務全般に要する経費で、令和５年度に

策定を予定している第９期介護保険事業計画の策定支援業務委託料などを計上しております。 
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  ２項１目賦課徴収費は、第１号被保険者介護保険料に係る賦課徴収に要する経費です。 

  161ページをご覧ください。 

  １款３項１目介護認定審査会等費は、寒河江市西村山郡介護認定審査会負担金等、介護認

定審査に要する経費でございます。 

  ２款１項１目介護サービス等諸費は、要介護認定者に係る居宅介護サービス等給付費、施

設介護サービス等給付費、地域密着型介護サービス等給付費及び要支援認定者を対象とした

介護予防サービス等給付費のほか、紙おむつ購入費を支援する特別給付に係る経費を計上い

たしました。 

  給付費の積算に当たりましては、介護サービスごとに、前年度までの給付費の推移及び第

８期介護保険事業計画の内容を考慮し、前年度比2.5％減の９億230万1,000円を計上したと

ころでございます。 

  162ページをご覧ください。 

  ２款２項１目審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会へ委託している介護給付費の審

査支払事務に係る手数料です。 

  ２款３項１目高額介護サービス等費にはサービス利用者の負担額が一定額を超えた場合に

超過分を払い戻すための経費を、２款４項１目高額医療合算介護サービス等費には医療費及

び介護保険制度の合計負担額が一定の限度額を超えた場合に超過分を払い戻すための経費を、

２款５項１目特定入所者介護（支援）サービス等費は町民税非課税等低所得者の施設介護サ

ービス等に係る食費及び居住費の補足給付に係る経費を計上しております。 

  163ページをご覧ください。 

  ４款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援１・２の訪問介護、通所介護

に係る費用となります。 

  ２目介護予防ケアマネジメント事業費は、介護予防サービス利用者のケアマネジメントに

係る経費として、介護支援専門員の報酬などを計上しております。 

  ３目審査支払手数料は、介護予防・生活支援サービス事業の審査支払業務に係る手数料と

なります。 

  ４目高額介護予防サービス事業費は、地域支援事業において、介護予防サービス利用者の

負担額が一定額を超えた場合に超過分を払い戻すための経費です。 

  164ページをご覧ください。 

  ４款２項１目一般介護予防事業費は、全ての第１号被保険者を対象としてシニアセンター
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を会場に実施している健康維持教室に係る経費や、介護予防に係る知識の普及、啓発に関す

る事業、健康相談、介護予防、健康講話などの高齢者の健康づくりを推進する事業及び初期

認知症高齢者向けの予防事業などの経費を計上しております。 

  ４款３項１目包括的支援事業費は、地域包括支援センター業務に関わる職員人件費などの

運営経費や、地域ケア会議等に係る委員報償費、在宅医療・介護連携推進事業委託料及び生

活支援体制整備事業委託料などを計上しております。 

  165ページ下段の２目任意事業費は、市町村の判断により地域の実情に応じて実施する経

費として、認知症サポーター養成講座、緊急通報体制整備事業委託料及び成年後見制度利用

支援事業等の経費を計上しております。 

  166ページをご覧ください。 

  ５款１項１目利子、６款１項１目償還金、２目還付加算金、６款２項１目一般会計繰出金、

７款１項１目予備費は、それぞれ前年同額を計上させていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は151ページから175ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第30号 令和５年度大江町介護保険特別会計予算、これを原案の

とおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第31号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計予算を審査の対

象とします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 議第31号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計予算の詳

細について、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  初めに、歳入予算をご説明申し上げます。 

  182ページをご覧ください。 

  １款１項１目不動産売払収入は、あおぞら団地の分譲収入として２区画分を計上しており

ます。 

  ２款１項１目宅地造成費負担金は、百目木地区治水対策事業に係る移転先として新たに宅

地造成を行う際の町道、上水道、下水道整備に係る費用分を各事業より負担していただくも

のでございます。 

  ３款１項１目一般会計繰入金は、新たな宅地造成を行うための費用として繰入れをするも

のでございます。 

  ４款１項１目繰越金は前年度と同額を計上しており、５款１項１目雑入は電柱設置敷地の

使用料として行政財産使用料を、５款２項１目預金利子は特別会計に係る預金利子を計上し

ております。 

  ６款１項１目宅地造成事業債は、新たな宅地造成に係る費用に対して借入れを行うもので

ございます。 

  次に、歳出予算についてご説明を申し上げます。 

  184ページをご覧ください。 

  １款１項１目宅地造成費は、あおぞら団地の分譲促進に向けたＰＲのための広告料や分譲

地の維持管理費用及び移転先地の測量設計、用地費、物件補償費などでございます。 

  測量設計委託料に関しましては、百目木地区の移転先地の測量設計、用地調査のほか、令

和４年度に埋蔵文化財の試掘を行ったところ、陶磁器や柱の跡などが見つかったというよう

なことから、宅地として整備する範囲全てを発掘いたしまして、記録保存をするための発掘
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調査委託料も含んでおります。 

  ２款１項１目予備費は、事業を進める中で不測の経費が発生した場合に備えて計上してお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） 歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は176ページから185ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第31号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計予算、これを原

案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第32号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計予算を審査の

対象とします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 議第32号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計予算の

詳細についてご説明を申し上げます。 
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  189ページをお開きください。 

  第２表、債務負担行為は、浄化センター電気設備改築に係る工事費につきまして、限度額

を設定させていただくものでございます。 

  次の第３表、地方債につきましては、浄化センター電気設備改築など、下水道事業の起債

につきまして、限度額を定めるものでございます。 

  それでは、歳入歳出予算事項別明細書により歳入からご説明を申し上げますので、192ペ

ージをお開き願います。 

  １款１項１目負担金は、令和３年度賦課１戸分の下水道事業受益者負担金など９万1,000

円の計上でございます。 

  ２款使用料及び手数料は、１項１目下水道使用料が5,400万1,000円の計上で、２項１目手

数料は、督促手数料として存目の計上でございます。 

  ３款１項１目公共下水道事業費国庫補助金は、2,695万円の計上でございますが、浄化セ

ンター電気設備改築工事費や宅地造成事業に係る国庫補助金でございます。 

  ４款１項１目一般会計繰入金は、１億8,825万5,000円の計上でございます。 

  ５款１項１目繰越金は、前年度の同額ということで計上させていただいております。 

  ６款諸収入の１項１目延滞金、２項１目預金利子は、それぞれ存目計上でございます。 

  ７款１項１目公共下水道事業債は、公共下水道事業費と資本費平準化債のほか、公営企業

会計適用債で、合わせまして4,580万円の計上でございます。 

  次に、歳出についてご説明を申し上げます。 

  194ページをお開き願います。 

  １款１項１目一般管理費は、公営企業会計移行に向けた業務委託料のほか、料金徴収や事

業運営に係る事務的経費等でありまして、1,067万1,000円の計上でございます。 

  ２款施設費は、１項１目管渠管理費が823万5,000円の計上で、マンホールポンプ16基の維

持管理経費や管渠清掃委託料等でございます。 

  ２目処理場管理費は、浄化センターの維持管理経費でございまして、運転管理や保守点検、

汚泥処理などに要する経費として5,175万円を計上しております。 

  ３款１項１目下水道建設費は、２名分の人件費のほか、浄化センター電気設備改築工事費

や町道藤田堂屋敷線道路改良に伴う下水道管渠布設替え工事費、百目木地区堤防整備に伴い

ます公共下水道管布設替えの基本設計に係る委託料及び宅地造成事業実施設計に係る負担金

など7,737万3,000円を計上しております。 
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  196ページの４款公債費は、１項１目長期債元金償還金が１億4,930万3,000円、２目長期

債利子など1,736万8,000円でございます。 

  ５款予備費は、50万円の計上でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） 歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は186ページから204ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第32号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計予算、これを

原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第33号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計予算を審査

の対象とします。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 議第33号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計予算

の詳細についてご説明を申し上げます。 



 

- 116 - 

 

  208ページをお開きください。 

  第２表、地方債につきましては、公営企業会計適用事業の起債につきまして限度額などを

定めるものでございます。 

  211ページ、歳入から事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  １款１項１目農業集落排水事業費分担金は、存目の計上でございます。 

  ２款１項１目農業集落排水使用料は、使用水量等を考慮いたしまして610万1,000円を計上

しております。 

  ２項１目手数料は、存目計上でございます。 

  ３款１項１目一般会計繰入金は、3,698万5,000円の計上でございます。 

  ４款１項１目繰越金は、前年度繰越金として１万円を計上しております。 

  ５款諸収入は、１項１目延滞金、２項１目預金利子で、それぞれ存目の計上でございます。 

  ６款１項１目農業集落排水事業債は、160万円の計上でございます。 

  次に、213ページからの歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費は、人件費や公営企業会計移行業務に要する経費で、632万3,000

円の計上です。 

  ２款１項１目１管理費は、排水処理施設の維持管理に要する経費で、1,706万2,000円の計

上でございます。 

  ３款公債費は、１項１目長期債元金償還金が1,842万2,000円、１項２目長期債利子は239

万3,000円の計上でございます。 

  ４款予備費は、50万円の計上でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） 歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は205ページから222ページになります。 

  伊藤慎一郎君。 

○８番（伊藤慎一郎君） ちょっと確認したいと思いますが、212ページ、６款の町債なんで

すけれども、前年度が300万で、今年度が160万しかないということで、半分になっています

けれども、これからもどんどん減っていくんですか。ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（土田勵一君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） こちらの町債については、今取組を進めています公営企業会

計移行業務に係る業務として発注している業務委託の部分での起債を、そちらのほうでお借
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りしていますので、その分で、令和５年度でこちらの業務については完了するということで、

来年度までの内容になります。 

○委員長（土田勵一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第33号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計予算、これ

を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（土田勵一君） 議第34号 令和５年度大江町水道事業会計予算を審査の対象としま

す。 

  担当課長の詳細説明を求めます。 

  建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 議第34号 令和５年度大江町水道事業会計予算についてご説

明を申し上げます。 

  予算書の223ページをお開きください。 

  第２条の業務の予定量につきましては、企業の目標として、（１）給水戸数2,900戸、

（２）年間総配水量140万立方メートル、（３）１日平均配水量3,840立方メートル、（４）
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主要な建設改良事業を１億610万円と定めるものでございます。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ２億4,520万円と定めるものでござい

ます。 

  第４条は、資本的収入を7,690万円、資本的支出を１億5,390万円と定め、資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額を過年度及び当年度の損益勘定留保資金、建設改良積立金で

補塡することを定めるものでございます。 

  第５条は、企業債について起債の限度額等を定めるもので、内容は予算書に記載のとおり

でございます。 

  225ページをお開きください。 

  第６条は、一時仮借入金の限度額を3,000万円と定めるものでございます。 

  第７条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものでござ

います。 

  第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるもので、内容は

予算書のとおりでございます。 

  第９条は、収益的収入が不足するため、一般会計から受ける補助金額を1,538万円と定め

るものでございます。 

  第10条は、棚卸資産購入限度額を100万円と定めるものでございます。 

  次に、予算明細書により具体的な内容についてご説明申し上げますので、243ページのほ

うをお開きください。 

  １款１項１目給水収益は、水道使用料で２億1,500万円の計上でございます。 

  ２目受託工事収益は、分岐料や消火栓修理工事収入で45万円の計上です。 

  ３目その他の営業収益は、開閉栓手数料等で30万円の計上でございます。 

  ２項１目他会計負担金は、消火栓使用に係る水道料金分の負担金で70万円の計上です。 

  ２目受取利息及び配当金は、預金利子で３万円の計上でございます。 

  ３目他会計補助金は、一般会計からの補助金1,538万円の計上です。 

  ４目長期前受金戻入は、長期前受金を収益化するもので1,333万8,000円の計上です。 

  ５目雑収益は、2,000円の計上であります。 

  次に、収益的支出についてご説明いたします。 

  244ページをお開きください。 

  １款１項１目原水及び浄水費は、自己水源の設備等に係る維持管理費用のほか、県企業局
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からの受水費等１億752万5,000円の計上でございます。 

  ２目配水及び給水費は、配水施設に係る費用でございまして、漏水修理費等2,759万1,000

円の計上でございます。 

  245ページをお開きください。 

  ３目受託工事費は、消火栓修理代として３万円の計上であります。 

  ４目総係費は、事業活動の全般に関する費用で、人件費等2,373万5,000円の計上でありま

す。 

  247ページをお開きください。 

  ５目減価償却費は7,081万4,000円の計上、６目資産減耗費は200万円の計上であります。 

  ２項１目支払利息及び企業債取扱諸費は、長期債等の利息で1,099万5,000円の計上であり

ます。 

  ２目雑収益は１万円、３目消費税は200万円の計上であります。 

  ３項１目予備費は50万円の計上でございます。 

  続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げますので、248ページをご覧く

ださい。 

  １款資本的収入の総額は7,690万円でございます。 

  １項１目企業債は6,830万円、２項１目国庫支出金は660万円、３項１目負担金は200万円

の計上でございます。 

  次に、資本的支出についてでございます。 

  １款資本的支出の総額は１億5,390万円でございます。 

  １項１目増設改良費は１億610万円、２目量水器設置費は15万9,000円でございます。 

  ２項１目企業債償還金は、4,714万1,000円の計上でございます。 

  ３項１目予備費は、50万円の計上でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土田勵一君） 収入及び支出一括して質疑を行います。 

  ページ数は223ページから249ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土田勵一君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○委員長（土田勵一君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（土田勵一君） 議第34号 令和５年度大江町水道事業会計予算、これを原案のとお

り決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（土田勵一君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（土田勵一君） 以上で本特別委員会に付託された新年度予算の審査８件は全て議了

いたしました。 

  委員各位の活発な質疑とスムーズな議事進行にご協力いただき、誠にありがとうございま

す。 

  これをもって予算特別委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午後 ２時４２分 
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